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 午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員22名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○相田克平議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一新会、23番中村圭介議員。 

  〔２３番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○２３番（中村圭介議員） 皆さん、おはようござ

います。一新会の中村圭介でございます。 

  このたびの代表質問も、会派メンバー、鳥海隆

太、成澤和音、齋藤千惠子、工藤正雄、島軒純一、

５名の思いを乗せて、代表する形で質問させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いします。 

  まずもって、今年度をもって退職なされます髙

橋上下水道部長、宍戸農業委員会事務局長、そし

て三原議会事務局長、また本会議場に出席されて

いない職員の皆様、長年にわたり市政発展に御尽

力いただきましたことに、市民の一人として心よ

り敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。

今後は、立場は変われど、引き続き後進の育成、

市政発展に御尽力を賜れば幸いでございます。皆

さんが健康で充実した日々をお過ごしいただけ

ますよう、心からお祈り申し上げます。本当にあ

りがとうございます。 

  さて、このたびの代表質問は、市政運営方針に

記載のある施策を中心に、事業内容や新年度にお

ける事業の進め方についてただしてまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速質問に移ります。 

  まず初めに、大項目の１、中川市政の集大成と

なる令和５年度の市政運営について伺います。 

  平成27年12月、中川市長は第36代の米沢市長に

就任されました。令和元年12月には見事に再選を

果たされ、現在に至っております。そんな中川市

長ですが、平成27年初当選の際の選挙公約におい

て、自身の任期を２期８年と訴えております。 

  その決意を示すために、平成28年３月定例会で

は、中川市長自身にのみ適用される条例、市長任

期を２期８年とする米沢市長の在任期間に関す

る条例案が上程され、議会で可決されました。そ

の条例により、市長任期は令和５年12月21日とな

ることから、新年度における市政運営は、事実上、

中川市政の集大成ともいうべき極めて重要な最

終年度となるはずです。 

  また、在任期間に関する条例案の委員会審査に

おいて、当時中川市長は、閉塞感のある米沢を何

とか打破したいとの思いで市長選に立候補した

が、この期間で産業振興や人口減少に歯止めをか

ける施策に力を入れても、成果が出なければ市長

は何をしているのかとなる。成果を出すためにし

っかり取り組みたいとの純粋な考えで、２期８年

の期間としたと当時答弁されております。 

  そこで、中川市長に伺います。 

  中川市政におけるこれまでの取組や成果につい

て伺います。また、事実上の最終年度となる令和

５年度の市政運営に向けた決意と取り組むべき

課題についてお知らせください。 

  次に進みます。 

  それでは、大項目の２、挑戦し続ける活力ある

産業のまちづくりについてのうち、（１）の新産

業団地の整備に向けた方向性について伺います。 

  平成30年12月の一般質問において、新たな産業

団地造成に向けた調査検討を進めるべきである

と提案させていただきました。当時、工業専用地

域の分譲地が残り僅かとなっている状況に対し

て、早めの手だてを打つべきとの思いからの質問

でありました。皆様も御承知のとおり、昨年３月

には八幡原中核工業団地の分譲率が100％となり、
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本市には工業専用地域の分譲地は存在しており

ません。 

  現在、各企業には、ロシアのウクライナ侵略に

よる世界的な情勢不安と、新型コロナウイルス感

染症がもたらした急速な社会変化に対応してい

くことが求められております。より明確な将来展

望を描き、ビジネスモデルの転換やオンライン化、

供給網、生産体制の見直しが進められ、また、リ

スク回避の観点から、生産拠点の国内回帰への動

きも加速化しております。そういった社会変化を

的確に捉え、各企業の需要を新産業団地に結びつ

け、新たな雇用創出や産業活性化の実現を強く願

うばかりであります。 

  そこで伺います。 

  新年度における新産業団地の検討はどのような

スケジュールで行われるのか。分譲の可否といっ

た結論を出すのか。また、調査内容や検討内容に

ついてもお知らせください。 

  続いて、（２）オーガニックビレッジ宣言によ

る今後の展望について伺います。 

  先月の１月12日、米沢市農林業振興議員連盟主

催による農林業関係団体との農政懇談会が開催

されました。「米沢市の農業の状況と取り巻く環

境について」と題し、吉田農政課長より講話をい

ただき、また、米沢有機農業産地づくり推進協議

会における令和４年度の事業経過について報告

をいただきました。 

  有機農業の取組については、推進協議会による

担い手の確保や消費拡大に向けた事業の紹介、米

沢市有機農業実施計画の策定やオーガニックビ

レッジ宣言について説明があり、当局の有機農業

に対する一定の考えは理解しましたが、ここでは

有機農業に対する、その取組に対する当局の本気

をただしてまいります。 

  農水省が策定したみどりの食料システム戦略で

は、2050年までに有機農業が農地に占める割合を

現状の１％未満から25％まで高める目標を掲げ

ております。しかしながら、これまでの当局答弁

でも分かるように、本市で有機農業を推進してい

くためには、栽培技術の確立や新規取組者の確保、

また、労力やコスト増の課題を克服しなければな

らず、本気の覚悟と戦略を持って取り組まなけれ

ばなりません。 

  そこで伺います。 

  米沢市有機農業実施計画を策定し、オーガニッ

クビレッジ宣言を行う目的は何か。また、目指す

べき理想像とはどのようなものか。また、有機農

業の推進で市内にどのような好循環が生まれる

のか。当局の認識について伺います。 

  続いて、（３）農業振興地域整備計画の変更に

ついて伺います。 

  この質問は、農業振興地域整備計画の変更、一

般的には農振除外という言葉のほうが分かりや

すいかもしれませんが、その考えについて伺いま

す。 

  土地改良事業の受益地である農地が農地以外の

ものに転用される場合は、事業そのものの効用や

農業生産額等に影響を及ぼす結果となることか

ら、国営事業または国庫補助事業の場合において

は、事業完了後８年以内に受益地が転用される場

合には、土地改良法に基づき、国は農業者等から

国費相当額を特別徴収金として徴収できるとな

っております。このような要件が、農業振興地域

整備計画の除外や用途変更を検討する際の一つ

の判断材料になっているようであります。 

  本市では、国営米沢平野二期農業水利事業完了

から令和６年３月で８年を経過しますが、令和６

年度以降における農業振興地域整備計画の変更

について、市民の中ではちょっとした話題となっ

ているようであります。 

  そこで伺います。 

  農業振興地域整備計画において、今後どのよう

な考えで優良農地の確保を図っていくのか。また、

一方で、農村の活性化や農業従事者の所得向上に

資する目的の変更は柔軟に対応すべきと考える

が、いかがでしょうか。 
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  次に、大項目の３、郷土をつくる人材が育つ、

教育と文化のまちづくりについてのうち、（１）

第２期スポーツ推進計画の策定について伺いま

す。 

  この項目では特に競技力向上の視点から質問い

たします。 

  私は、高校生のときに３年間、レスリングとい

う競技に打ち込んでおりました。厳しい練習の

日々でしたけれども、そのかいありまして様々な

大会にも出場することができました。その３年間

は本当にかけがえのない貴重な経験であったと

思います。 

  そんな当時を振り返ったときに思い出すのが、

各競技における同世代の全国大会、大きな大会へ

の出場者が数多くいたということです。思い過ご

しかもしれませんけれども、最近では当時ほど、

私の耳にその活躍が聞こえておりません。新年度

に第２期スポーツ推進計画を策定するわけです

が、ここでは現状と課題について伺います。 

  全国大会などの出場者や成績の推移はどのよう

になっているのか。同じく、児童生徒の運動能力

はどのように推移しているのでしょうか。また、

各競技における練習環境や指導者の確保につい

て、当局はどのように認識しているのでしょうか。

そして、第２期計画に盛り込むべき課題等があれ

ば、お知らせください。 

  続いて、（２）生涯学習の取組について伺いま

す。 

  現代社会では、各種技術の進歩が非常に速く、

そのため常に新しいスキルや知識を習得するこ

とが求められております。生涯学習を行うことで、

個人は常に最新の情報や技術を学ぶことができ、

職場でのクオリティーを保つことができます。ま

た、新しい技術や知識を習得することで、個人の

アイデンティティーを形成し、自己実現を図るこ

とができます。 

  また、生涯学習は、個人だけではなく社会全体

にもメリットをもたらします。生涯学習を推進す

ることで、社会全体のスキルや知識のレベルが向

上し、経済成長や社会発展に貢献します。また、

地域社会の活性化にもつながります。生涯学習に

より地域の人々が情報や知識を共有し、互いに学

び合うことで、地域のコミュニティーがより強固

なものとなり、地域の発展に必ずや貢献するはず

です。このように、多くのメリットをもたらす生

涯学習は、本市にとっても率先して取り組むべき

重要な事業であると言えます。 

  そこで伺います。 

  鷹山大学を核として進めてきた生涯学習のこれ

までの取組について伺います。活動内容や実績、

市民の認知度などについてお知らせください。ま

た、新年度における取組についても併せてお知ら

せください。 

  次に、大項目の４、子育てと健康長寿を支える

まちづくりについてのうち、小項目の健康長寿日

本一に向けた取組について伺います。 

  昨年の代表質問でも同様の質問を行いました。

これまでの各種事業の取組からも、当局の健康長

寿日本一に対する強い思いは理解しますが、しか

しながら、市民への浸透という点では疑問です。

また、健康長寿日本一とはどのような到達点なの

でしょうか。あるべき姿や理想像、また指針や指

標といったものが現状では明確に示されており

ません。 

  私なりに考えてみましたが、私の認識では、健

康寿命が延び、生活習慣病の発症率が低く、また

医療介護の充実が図られていること。これらが高

い水準で持続的に保たれていることこそが、健康

長寿日本一の到達点ではないかと考えました。 

  そこで、改めて当局の認識を伺います。 

  健康長寿日本一の到達点、理想像やあるべき姿

とはどのようなものなのか。また、その実現に向

けて策定される健康長寿日本一推進プランには、

明確な指針や指標を盛り込むべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

  なお、令和５年２月24日、米沢市議会から政策
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提言書を中川市長に提出いたしました。民生常任

委員会では、健康長寿日本一を実現するための政

策提言がなされております。中身の濃い内容とな

っておりますので、今後のプラン策定や推進体制、

各種政策に十分反映していただきたいというこ

とをここで申し添えます。 

  次に、大項目の５、賑わいと交流を促すまちづ

くりについてのうち、（１）空き家対策について

伺います。 

  先月の市政協議会におきまして、空家等対策計

画改定の素案が示されました。令和４年に実施さ

れた実態調査では1,719件の空き家が確認され、

その数は５年前と比較して533件も増加しており

ます。また、管理が行き届いていない損傷や老朽

化が著しい管理不全の空き家は全体の54％、929

件となっておりました。この調査結果を見ても、

本市が抱える空き家の問題は大変深刻な状況に

あると言えるのではないでしょうか。 

  特に地方では、土地の評価額を建物の解体費が

上回るといった事例が多数存在し、その費用面か

ら空き家を整理する際の大きな障壁となってい

るようです。所有者には責任ある適正管理や賃貸

などの利活用、または売却といった空き家発生の

予防に向けた意識啓発や維持管理支援の充実が

求められています。 

  そこで伺います。 

  新年度における空き家の発生予防と維持管理支

援に向けた取組について伺います。また、2024年

４月１日に、所有者不明土地の解決を目的として

相続登記が義務化されます。その市民周知や相談

体制など、相続登記義務化に向けた本市の対応に

ついて伺います。 

  続いて、（２）ゼロカーボンシティの実現に向

けてについて伺います。 

  令和２年10月８日、本市では2050年までに二酸

化炭素排出実質ゼロを目指し、実現に向けて取組

を進めることを目的とし、ゼロカーボンシティを

宣言いたしました。しかしながら、二酸化炭素排

出実質ゼロとはどれほどの道のりなのでしょう

か。エネルギー政策の転換、住宅の省エネ化、公

共交通の充実、ごみの減量、リサイクルの推進、

地域社会の協働など、全庁的な取組が必要だと考

えられます。 

  また、これまでの概念を打ち払い、大胆な方針

転換を行わなければ、その実現は極めて難しいも

のになるはずです。現在はゼロカーボンシティ宣

言の理念のみで、目指すべき行動指針が見えてお

りません。当然ながら市民理解も進んでおりませ

ん。 

  そこで伺います。 

  2050年までのロードマップを作成し、目指すべ

き理想像や行動指針、数値目標を明確にするべき

と考えますが、いかがでしょうか。また、新年度

における新規事業、人材面からの地域脱炭素の制

度を利用した事業とはどのようなものなのか、お

知らせください。 

  続いて、大項目の６、安心安全に暮らせるまち

づくりについてのうち、災害対策について伺いま

す。 

  昨年の８月３日、本市にとって初となる大雨の

特別警報が発表されました。本市においても床

上・床下浸水や農業被害が相次ぎ、またインフラ

面でも土砂崩れや橋梁の損傷、道路の冠水など、

広範囲で大きな被害に見舞われました。このよう

に近年は、大地震や大洪水といった自然災害が頻

繁に起きています。 

  災害に遭遇した際、多くの人々は行政に頼るこ

とが自然な反応だと考えられますが、実際には行

政や救援機関の対応は限られており、生存率を高

め被害の軽減につなげるには、自己防衛の徹底が

何よりも大切であると考えます。 

  自己防衛の具体的な方法としては、適切な避難

場所や避難経路の確保、非常食や備蓄品の用意、

災害時に必要な技術や知識の習得、身の回りの危

険物の確認や除去、安全な居住環境の整備などが

考えられますが、このような防災教育を本市では
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どのように取り組んでいるのでしょうか。地域に

おける自主防災組織の現状や児童生徒に対する

取組についてお知らせください。また、毎年のよ

うに発生するインフラ被害に対して、計画的な防

災・減災に向けたインフラ整備が必要と考えます

が、その取組の状況についてもお知らせください。 

  続いて、大項目の７、持続可能なまちづくりに

ついてのうち、（１）のデジタル田園都市国家構

想総合戦略について伺います。 

  まず、デジタル田園都市国家構想とは何かにつ

いて、簡単に触れさせていただきます。デジタル

庁のホームページに要約文がありましたので、読

み上げさせていただきます。「デジタル田園都市

国家構想が目指すのは、地域の豊かさをそのまま

に、都市と同じ又は違った利便性と魅力を備えた、

魅力溢れる新たな地域づくりです。具体的には、

『暮らし』や『産業』などの領域で、デジタルの

力で新たなサービスや共助のビジネスモデルを

生み出しながら、デジタルの恩恵を地域の皆様に

届けていくことを目指します」と、このような記

載がありました。 

  つまり、デジタル実装により地域間の格差を是

正することが目的となります。デジタルの実装と

いっても、この分野は多岐にわたります。交通、

農業、医療、防災、教育など、これから行われる

総合戦略の策定は、これらの分野も全て包括した

全庁的な取組が必要ではないかと考えます。 

  そこで伺います。 

  デジタル田園都市国家構想総合戦略により目指

すべき地域像とはどのようなものでしょうか。ま

た、多岐にわたる戦略の策定の体制、その後の推

進体制について伺います。 

  次に、（２）第２次置賜定住自立圏共生ビジョ

ンについて伺います。 

  平成30年２月、本市は置賜定住自立圏構想によ

る中心市宣言を行いました。置賜圏域は３市５町

から構成されておりますが、圏域内の市、町が相

互に役割を分担し、連携協力することによって圏

域全体で必要な生活機能を確保し、地域における

定住の受皿を形成する狙いがあります。 

  現在の共生ビジョンでは、移住・定住・交流の

推進、産業振興、広域観光の推進などが掲げられ

ておりましたが、残念ながら今現在、その取組や

効果、恩恵を実感できるものはほとんどありませ

ん。 

  そこで伺います。 

  共生ビジョンに基づく８市町のこれまでの連携

や成果について伺います。また、実現に至ってい

ない取組や課題などがありましたら、併せてお知

らせください。さらに、今後２次ビジョンを策定

するわけですが、他市町との意思疎通や連携体制

について、どのようになっているのかも併せて伺

います。 

  次が、最後の質問項目となります。 

  （３）現在そして将来における財政の見通しに

ついて伺います。 

  毎年２月に公表される本市の財政見通しですが、

近年においては、その見通しと決算を比較すると、

年々改善傾向にあります。この改善の要因につい

て伺います。偶発的なものなのか、財政健全化等

の政策が数字として表れているのか。その要因と

認識について伺います。 

  また、一方で今後も経常収支比率なども含め厳

しい財政の見通しが示されておりますが、表面上

の数字維持を目的とした緊縮財政となってはい

ないかと心配しております。予算査定の考え方や

将来への投資とも言える積極財政の考え方につ

いてもお知らせください。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  私からは、１の令和５年度の市政運営について

の御質問にお答え申し上げます。 

  平成27年市長就任以来、私が大切にしてきたこ

とは、米沢を愛する市民の皆様の力を結集して米
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沢をつくり上げるということであります。市民の

皆様のお力添えによって、一つ一つの事柄を少し

ずつなし得てきたかと思っておりますが、振り返

ってみますと、私が市長に就任した当初は、財政

状況が職員給与の削減をするほど悪化しており

ましたが、財政健全化の取組と並行して、本市の

未来につながる様々な施策を進めてまいりまし

た。 

  健康長寿日本一の取組をはじめ、本市のブラン

ド力向上を図る米沢ブランド戦略事業の推進、市

民の皆様の健康と命を守る礎になる市と民間と

の合築による新病院建設、そして、置賜地域のリ

ーダーとしての置賜定住自立圏構想の策定など

の大きな取組を実施することができたと考えて

おります。 

  これらの取組につきましては、市議会はじめ職

員、そして多くの市民の皆様の御理解を得て、ま

さに米沢を愛する市民の皆様の力を結集するこ

とができたからこそ成し遂げられたものと深く

感謝を申し上げるところであります。 

  新年度の市政運営方針においても申し上げまし

たが、まちづくりは人づくりであり、今市内では

多くの人たちがまちづくりに関わり、その中には

学園都市の名にふさわしく多くの学生たちも参

画しております。 

  今日早朝３時半でありますけれども、日課とし

ておりますウオーキングをしている中で、東町ポ

ストの前を通ったとき、学生たち五、六名が作業

しておりました。何をやっているのかと思ってお

話を聞いたところ、周辺にある空き家をリノベー

ションしてシェアハウスにするのだということ

で、これは山形大学学生によるシェアハウスリノ

ベーション対象物件についての調査分析結果報

告ということで、本日４時からこの報告会がある

ということであります。 

  このようにいろいろな面で、そのほかにも例を

挙げると幾つかあるわけでありますけれども、学

生とのこういった取組については本当に大変あ

りがたく思っておるところであります。私の任期

最後の取組として、このような人々の熱意をまと

め上げ、しっかりと次代を担う人材の育成と活躍

の後押しをしてまいりたいと考えておるところ

であります。 

  私は、市長就任時、市長の任期を２期８年とす

る公約を掲げ、条例を制定させていただきました。

そのときの考えは今でも変わっておりません。残

された任期をこれまで同様、粉骨砕身、愛する米

沢のために職責を全うしてまいりたいと考えて

おるところであります。どうぞ、議員各位、そし

て市民皆様の御理解、御協力を改めてお願い申し

上げる次第であります。 

  以上であります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、２番、挑戦し続け

る活力ある産業のまちづくりについてお答えい

たします。 

  初めに、（１）の新産業団地の整備に向けた方

向性についてですが、まず、本市の産業団地の現

状を申し上げますと、先ほど議員からお話があり

ましたとおり、昨年３月、米沢八幡原中核工業団

地が完売し、分譲率が100％となったほか、次い

で５月には、米沢オフィス・アルカディアの一般

分譲区画を全て分譲したことにより、分譲率が

86.66％となり、現在、本市が所有する産業団地

の分譲用地は、残すところ米沢オフィス・アルカ

ディアの研究開発施設誘致エリアの６区画、約

3.5ヘクタールのみとなっております。 

  これまで中国や東南アジア各国を中心にグロー

バルサプライチェーンを構築してきた日本のも

のづくりは、新型コロナウイルス感染症に対する

各国の対応などによりその脆弱性が浮き彫りと

なったほか、ロシアのウクライナ侵攻、そして米

国と中国との対立激化に伴う米中経済の切離し

といった地政学的リスクに加えまして、記録的な

円安などを背景とし、国内企業におきましては生
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産基盤や調達先を国内に回帰する動きが進んで

おります。 

  また、市内に立地する企業の事業拡張や設備の

老朽化に伴う移転の動きが活発化してきており、

こうした企業の立地ニーズへの対応として、新た

な産業用地の必要性について課題を整理しなが

ら、早期に調査・検討を進め、今後の方向性を示

すことが求められている状況であります。 

  そうした中、本市では今年度、産業団地開発調

査業務、いわゆる産業団地の適地調査について、

一般財団法人日本立地センターへ業務を委託し、

本市の産業動向や立地環境について整理すると

ともに、それらの課題を明らかにしながら、本市

における産業団地開発の必要性について調査・検

討を行っているところです。 

  これまで、現地調査をはじめ、市内及び県内を

中心とした企業への新産業用地に関するニーズ

動向のアンケート調査や企業ヒアリング調査を

実施し、企業の移転・新築等の立地ニーズの把握

及び分析等を進めております。 

  また、今後の新産業用地の適地候補の選定につ

きましては、本市を俯瞰し、地形や交通、産業イ

ンフラのほか、周辺環境やハザード情報など様々

な観点から客観的な評価を行い、最終的に２か所

程度の適地を選定することとしております。 

  その中でも、米沢市都市計画マスタープラン並

びに第３期米沢市工業振興計画におきまして、産

業系土地利用について言及しております東北中

央自動車道の市内３か所のインターチェンジ周

辺につきましては、有力な候補地となるものと想

定しているところです。 

  そのほか、今年度は、産業団地の適地調査と並

行しまして、新たに庁内関係部署と組織を横断し

ました新産業団地の整備に係る内部検討会を立

ち上げ、現状や課題の共有を図ってきております。 

  そこで、新年度でありますが、今年度中にまと

まる適地調査業務のデータ結果を基に、産業団地

を整備する場合を想定した最終的な候補地エリ

アの選定や民間活力などを含めた整備手法の検

討、そして一番の課題であります財源の確保をど

のようにするかなど、様々な課題、問題について

検討を深めていくほか、金利の引上げなどによる

国内外の景気や経済動向、人手不足感が強まって

いる地域の雇用動向、さらには生産活動に欠かせ

ない燃料や電気料金をはじめとしたエネルギー

価格の動向などについて、引き続き情報収集を進

めながら、新産業団地の整備についての可否判断

を含めた方向性をお示しできるよう進めてまい

ります。 

  次に、（２）のオーガニックビレッジ宣言によ

る今後の展望についてですが、まず、本市の有機

農業の現状につきましては、国の環境保全型農業

直接支払交付金を活用した環境負荷低減への取

組支援や、米沢地域有機農業推進協議会が中心と

なって有機農業の情報発信を行うことで、近年、

新規に就農された方の中には有機農業に取り組

む方も出てきており、徐々にではありますが、有

機栽培の面積は増加してきております。 

  また、最近は環境負荷低減に対する意識の向上

から、有機農産物のニーズが高まってきており、

首都圏等の消費者市場におきましても有機農産

物の需要が増加している傾向にあります。しかし

ながら、新規取組者の確保と栽培技術の確立、有

機農業は手間がかかり大変などのイメージもあ

り、有機農業を拡大していくためには多くの課題

もあります。 

  そのような消費者ニーズの変化もある中で、国

は、有機農業の取組強化と持続可能な食料システ

ムの構築に向け、令和３年、みどりの食料システ

ム戦略を策定し、昨年７月１日には環境と調和の

とれた食料システムの確立のための環境負荷低

減事業活動の促進等に関する法律、通称「みどり

の食料システム法」が施行されました。 

  本市におきましても、有機農業の生産から消費

まで一貫した取組を推進し有機農業の拡大につ

なげるため、昨年６月に生産者、流通・加工業者、
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消費者、学術機関などを構成員としました米沢有

機農業産地づくり推進協議会を設立いたしまし

た。本協議会では、国の支援策であるみどりの食

料システム戦略緊急対策交付金を活用し、学校給

食への有機栽培米の提供や、有機農産物の栽培実

証圃の設置などの事業を行いながら、有機農業を

より一層後押ししていくため、令和５年度から令

和９年度までの５年間を実施期間とする有機農

業実施計画を策定し、今年度末に持続可能な農業

の振興と環境負荷低減に向けた「オーガニックビ

レッジ宣言」を行うこととしております。 

  農業の手法としては、従来からの手法である慣

行栽培と、化学肥料の窒素成分量や農薬の使用回

数を慣行レベルより５割以上削減した特別栽培、

化学肥料や農薬を全く使わない有機栽培があり

ます。 

  このたびの有機農業推進の取組は、有機農業が

持続可能な農業生産方式の一つであり、有機農産

物市場が健康志向や自然なものを求めたいとす

る消費者からの支持が広がっていることと、また、

より付加価値の高い農産物を栽培したいという

生産者の意識の高まりから、国の交付金を活用し

ながら有機農業を選択し、営農される農業者の方

を後押ししていくことを目的としております。 

  そのためにも、まずは地域内での生産から消費

までといったサイクルを構築することが必要で

あると考えております。このサイクルから地域内

の生産者と消費者との間で新たなつながりがで

きることにより、有機農業に取り組む農業者が計

画的に規模拡大を図れることや、農産物の高付加

価値化により所得向上につながること、有機農産

物を志向する消費者におきましても、地元産の有

機農産物を容易に購入できる環境を整えること

により、食材調達の選択肢が増えるといった好循

環から、有機農業全体の裾野が広がっていくもの

と考えております。 

  有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進

させ、環境負荷を大きく低減するものであるとと

もに、その農産物の付加価値を高め、有利販売に

つなげることができる取組であることから、オー

ガニックビレッジ宣言を契機に、有機農業者の皆

様だけでなく、加工、流通分野、消費者の皆様と

も広く連携しながら、有機農業を生かした地域振

興につなげていけるよう事業を推進してまいり

ます。 

  次に、（３）の農業振興地域整備計画の変更に

ついてです。 

  本市では、農業振興地域の整備に関する法律、

いわゆる農振法に基づきまして、優良な農地の保

全と農業振興を図ることを目的に農業振興地域

整備計画を策定し、農業振興を図る地域を農業振

興地域として設定しています。農業振興地域整備

計画は、おおむね５年ごとを目安に見直すことと

されておりますが、本市におきましては、令和５

年度において見直しを行う予定としているとこ

ろです。 

  整備計画の見直しは、農振法などの基準に基づ

いて検討を行ってまいりますが、基本的には、10

ヘクタール以上の集団的に存在する農用地や土

地改良事業などの受益地などは、優良な農地の確

保を目的に農用地区域として整備計画に定める

こととなります。この区域に設定された場合、農

業以外の土地利用が制限され、原則として農用地

区域からの除外ができなくなりますが、１つ目と

して、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途

に供することが必要かつ適当であって、農用地区

域以外の土地をもって代えることが困難である

こと、２つ目として、農用地の集団化、作業の効

率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な

利用に支障を及ぼすことがないこと、３つ目とし

て、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対す

る農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれが

ないこと、４つ目として、農用地区域内の土地改

良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがな

いこと、５つ目として、土地改良事業等の工事が

完了した年度の翌年度から起算して８年を経過
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していること、この農振除外の５要件全てを満た

す場合に限り、農用地区域を変更することが可能

であります。 

  このように農業振興地域は、国の法律により総

合的に農業の振興を図ることが必要であると認

められる地域について指定する地域であります

ので、本市の農業の健全な育成と地域の発展を追

求するに当たっては、農振除外については慎重に

検討しなければならないと考えているところで

あります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、３、郷土をつくる人

材が育つ、教育と文化のまちづくりについての御

質問にお答えいたします。 

  まず、（１）第２期スポーツ推進計画の策定に

ついてでありますが、本市では、平成23年に制定

されたスポーツ基本法に基づき、平成26年４月に

「米沢の未来を共に創りあげるスポーツ文化の

確立」を基本目標とする米沢市スポーツ推進計画

を策定いたしました。その後、スポーツへの意識

の変化やニーズの多様化と取り巻く環境の変化

を踏まえ、令和２年９月に現行の後期改定計画を

策定し、本市スポーツの振興を図ってまいりまし

た。 

  国においては、令和４年３月に第３期スポーツ

基本計画を策定しており、市町村の計画はこれを

参酌し定めるよう努めることとされている中、本

市の後期改定計画の計画期間が来年度までとな

ることから、議員からお話がありましたとおり、

第２期スポーツ推進計画の令和５年度中の策定

を予定しております。 

  現行計画の中でも、議員お述べのような競技力

向上を推進するという視点は重要視しており、４

つの基本方針の一つに位置づけて取り組んでま

いりました。 

  競技力という視点で、本市出身のアスリートの

全国的な活躍について幾つか例を挙げますと、最

近では、今年１月に開催されました第75回全日本

バレーボール高等学校選手権大会、通称「春高バ

レー」に３年連続で出場された米沢中央高等学校

女子バレーボール部の活躍や、第99回箱根駅伝に

おいて、大東文化大学の４区を任された九里学園

高等学校出身の大野陽人選手の活躍が記憶に新

しいところです。 

  なお、米沢中央高等学校の女子バレーボール部

は、先日２月12日に行われた東北新人選手権決勝

で、さきの春高バレーで全国制覇を果たした古川

学園を破り、見事初優勝されたといううれしいニ

ュースも届きました。 

  また、昨年８月に行われた令和４年度全国高等

学校総合体育大会陸上競技大会におきまして、九

里学園高等学校陸上競技部が、400メートル障害

と110メートル障害で２冠を果たし、男子最優秀

選手賞を獲得された紺野稜真選手の活躍などに

より、男子総合第３位、男子トラック第２位に輝

くという大活躍をされました。 

  そして、来月には、静岡で行われる文部科学大

臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会に、市内

各中学校野球部からの選抜メンバーで構成され

る米沢サブマリンが出場されることから、こちら

も全国での活躍が期待されているところです。 

  このように幾つかの例を挙げさせていただきま

したが、ほかにも様々な競技において多くのアス

リートたちが全国の舞台で活躍されており、市内

のアスリートたちの全国的な活躍を、国体での実

績という視点で10年前と比較しますと、国体の上

位入賞者数（８位以内）という点では、平成25年

度の16人に対し、令和４年度は９人と減少してお

りますが、出場人数という視点では、平成25年度

が54人などに対し、令和４年度が57人ということ

で、僅かながら増加しており、先ほど申し上げま

した昨今の活躍状況を見ましても、決してこの10

年間で本市アスリートの全国レベルでの活躍が

減少しているとは考えておりません。 
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  しかしながら、全国で活躍しようというアスリ

ートのさらなる育成には、その練習環境の整備は

大変重要と考えており、中でもスポーツ施設の充

実とジュニア期からの指導体制の整備や基礎体

力向上は大きな課題であると捉えております。 

  まず、スポーツ施設等の整備に関しましては、

本市といたしましても、できる限り各施設をより

よい状態で御利用いただけるよう管理運営に努

めておりますが、老朽化が進んでいる施設も多い

ことから、限られた予算を調整し、まずは利用者

の安全を確保するための修繕・改修を優先して行

っているところです。 

  そのような中、各競技団体からは、施設の新設

や修繕等の御要望を多くいただいており、現状で

は全ての御要望にお応えすることは難しい状況

にありますが、今後、競技力向上に資する施設と

してどのような整備が必要かを各競技団体の皆

様と協議しながら、改修や修繕の計画について検

討を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、ジュニア期の指導体制についてでありま

すが、本市で把握しているスポーツ少年団の指導

者数で比較しますと、平成25年度の360人に対し、

令和４年度は288人ということで、大きく減少し

ております。これは、少子化による少年団数や団

員数の減少が影響しているものと考えられます。 

  次に、児童生徒の運動能力についてであります

が、文部科学省で行っております全国体力・運動

能力、運動習慣等調査の合計得点の平均点で平成

25年度と令和４年度を比較しますと、抽出学年で

ある小学５年生男子が54.21から51.31に、同じく

女子が55.75から54.72と得点が低下しています。

同様に、中学２年生男子が42.71から41.52に、女

子が51.17から47.99といずれも体力合計得点が

下がっています。 

  しかし、これは平成25年度からコロナ禍以前の

令和元年度までは、いずれの学年、性別でも微増

か横ばい傾向であり、その後大きく低下している

ことから、10年間を通して低下傾向にあるわけで

はなく、コロナ禍によって様々な場面で子供たち

の活動が制限されたことによる影響が大きいの

ではないかと考えられます。 

  今年５月には、新型コロナウイルス感染症が季

節性インフルエンザと同じ５類に移行するとい

うこともありますので、できるだけ早期に子供た

ちの体力向上が図られるよう、小中学校の先生方

と一丸となって取り組んでいかなければならな

いと思っております。 

  以上のことから、ここ10年ほどの間で、指導者

数や国体上位入賞者数などが減少している一方、

市内アスリートの活躍や子供たちの体力は必ず

しも減少、低下傾向にあるわけではないと考えて

おりますが、競技力向上による高いレベルでの本

市選手の活躍は、市民の皆様のスポーツへの関心

や健康意識の高揚など、本市のスポーツ振興にお

いて大変重要であることから、来年度策定いたし

ます第２期スポーツ推進計画においては、引き続

き競技力の向上を大きな方針の一つに設定する

とともに、本市のスポーツ分野が抱える諸課題を

どのように解決していくべきなのか、また、どの

ような方針を計画に盛り込んでいくのか等につ

いて、来年度の早い段階から、米沢市スポーツ推

進審議会の委員の皆様から御意見をいただきな

がら検討を進め、市民にとって分かりやすく、そ

して実効性のある計画となるよう策定作業を進

めてまいりたいと考えております。 

  次に、（２）生涯学習の取組についての御質問

にお答えいたします。 

  まずは、これまでの本市の生涯学習の取組につ

いてお答えいたします。 

  本市では、生涯各期において、高等教育機関等

の地域資源を活用しながら、個人、地域、社会の

ニーズに沿った質の高い多様な学習機会の提供

と、いつでもどこでも誰でも自主的に学び、豊か

な交流ができることを目指し、学びの場所や環境

の整備に努めてまいりました。 

  具体的には、最新の行政情報を提供し、地域課
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題を話し合う機会を支援する米沢市まちづくり

出前講座の実施、山形大学工学部及び米沢女子短

期大学と連携した高等教育機関開放講座や生涯

学習推進のための各種研修会の実施のほか、市民

の生涯学習の中核である米沢鷹山大学の支援を

行っております。また、このほかにも市内高等学

校と連携して、子育てと命の尊さについて考える

機会を提供する「赤ちゃんとのふれあい体験」を

実施するなど、学習機会の提供に努めております。 

  一方、米沢鷹山大学においては、米沢鷹山大学

自らが企画・運営する米沢鷹山大学企画講座の実

施、市民自らが培った知識や経験を生かし講師と

なる「市民おしょうしなカレッジ」の運営を主な

事業としており、これらの事業の着実な実施によ

り、市民の皆様の学習機会の提供や充実を図って

おります。 

  令和３年度の米沢鷹山大学における米沢鷹山大

学企画講座と市民おしょうしなカレッジの事業

実績については、米沢鷹山大学企画講座が32講座

で受講者数が293人、市民おしょうしなカレッジ

が24講座で受講者数が805人となっており、米沢

鷹山大学企画講座については、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けることなく増加傾向が見

られます。また、市民おしょうしなカレッジは、

講師となる市民自らが学び、備えたスキルを生か

し、学びの成果を発揮できる貴重な場であること

から、さらなる認知度の向上のため、ホームペー

ジ、ＳＮＳ等をより積極的に活用し、講座数の増

加を図っていきたいと考えております。 

  次に、市民主体の生涯学習活動を奨励、支援す

るための米沢市生涯学習ボランティアマナビス

ト、通称「マナビスト」の状況についてでありま

すが、マナビストとは、マナビスト養成講座を受

講し指定単位数を修めた方、または通信教育で生

涯学習に関する資格を取得された方を対象に教

育長が認定した方々です。マナビストとして実際

に活動されている方は、令和５年１月末現在で89

名となっております。マナビストについては、コ

ロナ禍の影響もあり、令和元年度以降、新規認定

者の数は２名のみであるのに対し、高齢等の理由

により活動停止者が24人と増加し、これによるマ

ナビストの減少が大きな課題となっております。 

  マナビストの主な活動につきましては、生涯学

習に関する相談への助言及び指導、生涯学習団体

の運営に関する側面的支援となっており、令和３

年度の活動実績としては、米沢鷹山大学企画講座

の32講座のうち、約４割に当たる12講座において

講師として活動されるなど、本市の生涯学習の推

進に貢献していただいているところです。 

  これらの状況を踏まえ、本市では新年度におい

ても、米沢市まちづくり出前講座、高等教育機関

開放講座及び生涯学習推進のための各種研修会

の実施、さらには市民の生涯学習の中核である米

沢鷹山大学の支援等を引き続き着実に行ってい

くとともに、講座、研修会の実施に当たっては、

社会ニーズ、開催時期、時間帯等を十分勘案した

上で、市民の皆様が参加しやすい環境整備に努め

ていくことで、市民の生涯学習に対する満足度の

向上につなげたいと考えております。 

  また、米沢鷹山大学においては、米沢鷹山大学

企画講座の企画運営、市民おしょうしなカレッジ

の運営を着実に行うとともに、マナビストの減少

対策についての課題の整理を行い、登録者の増加

に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 答弁の途中ではありますが、暫時

休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、４、子育て

と健康長寿を支えるまちづくりについてお答え

いたします。 

  健康長寿日本一に向けた取組についてですが、

初めに、目指すべき姿、本市が考える日本一の姿

についてお答えいたします。 

  少子高齢化が進む社会にあって、本市が今後も

活気に満ち、市民にとって魅力あるまちであるた

めには、市民一人一人の笑顔があふれ、満足のい

く日々の生活を送れることが大事であると考え

ています。そのためには、生まれたばかりの子供

から高齢者まで誰もが健康であることが何より

も重要です。それは身体の健康のみならず、心の

健康も土台とし、不安や問題に直面した場合には、

解決できる糸口が身近にあることが必要であり、

また、自分のやりたいことができる、自分らしく

生きることができる、そんな市民一人一人が持つ

夢や希望をかなえるための手段が身近にあるこ

とが必要です。 

  本市では、子供から高齢者まで市民一人一人が

心と体の健康を意識し、自ら健康であるための行

動ができるようになることが健康長寿への入り

口と捉え、さらに誰もが生き生きと不安なく日々

の生活を送り、夢や希望で輝く人たちであふれる

まちであることが健康長寿日本一の姿であると

考えています。 

  次に、健康長寿日本一を実現するための指針、

指標についてお答えいたします。 

  健康長寿日本一の根底を支えるための第一歩と

して、令和元年12月に米沢市健康長寿のまちづく

り推進条例を制定しました。そして、次期健康増

進計画を包含する米沢市健康長寿日本一推進プ

ランを今年の秋に策定する予定です。 

  先ほども述べましたが、健康長寿日本一になる

ための目指す姿の１つ目として、誰もが健康を意

識すること、２つ目として、誰もが健康であるた

めの行動ができることとしています。今回策定す

る推進プランは、健康長寿日本一のこの２つの目

指す姿を達成するためのプランであり、健康長寿

の土台となるものだと捉えています。この２つの

目指す姿を実現するための指針、指標については、

今後推進プラン策定の中で整理し、推進プラン

（案）としてお示ししたいと考えております。 

  今年度このプランを策定するため、市民を対象

に健康に関する意識・生活アンケート調査を実施

しました。平成29年度に実施した健康増進推進計

画策定のための同様の調査結果と比較して、市民

の健康に対する意識については、一部の分野で改

善が見られました。市民の健康に対する関心は、

少しずつではありますが高まっていると感じて

います。また、今回新たに質問した中で、かかり

つけ医を持つ方は全体の８割、健康であると感じ

ている方は全体の７割いる結果となり、自分自身

の健康に対する意識も高い傾向にありました。 

  自己管理の分野においては、重点的に、運動、

健診受診率の向上、減塩の取組を進めてきており

ます。運動においては、官民プロジェクトである

「ＦＵＮ＋ＷＡＬＫ ＰＲＯＪＥＣＴ」に令和元

年度から参加し、毎年10月に開催される「オクト

ーバーラン＆ウォーク」においては、令和２年度

は全国総合１位、令和３年度は総合第３位、今年

度は第２位の結果となりました。多くの市民の皆

様の健康長寿に向けた歩みを進めることができ

たと考えております。 

  推進プランでは、目指す姿の達成に向けての目

標数値を示し、具体的な施策を盛り込んでいきた

いと考えております。また、事業を展開するに当

たっては、様々な団体や企業を巻き込み、本市の

特色である学園都市・米沢を生かし、専門分野か

らの御協力をいただきながら、さらには米沢市医

師会や米沢市歯科医師会との連携・協力体制が取

れた良好な関係を強みに、健康長寿日本一に向け

た取組を展開していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 
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○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、５の賑わいと交流

を促すまちづくりについてのうち、（１）空き家

対策についてと、６の安全安心に暮らせるまちづ

くりについての災害対策のうち、橋梁の耐震化の

取組についてお答えいたします。 

  初めに、近年、人口減少や高齢化などを原因と

して空き家の数が増加している状況から、周辺へ

悪影響を及ぼす管理不全空き家が増加しており

ます。本市では今年度、空き家問題に対して総合

的に対応するため、平成30年３月に策定した米沢

市空家等対策計画の中間見直しを進めており、そ

の中で、平成29年度から５年ぶりとなる空き家の

実態調査も実施したところであります。その結果、

先ほど議員からも紹介があったとおり、令和４年

10月１日時点での空き家数は約1,700件であり、

前回調査から約500件増加し、その数は約1.4倍に

なっております。 

  これまで、当計画に基づき、空き家の発生予防、

適正管理、利活用対策、管理不全空き家対策など

について様々な施策を展開しているところです

が、既に存在する空き家に対応することはもちろ

んのこと、いかにして空き家の発生を予防してい

くかについても重要な課題であると認識してお

ります。現在取り組んでおります空き家の発生予

防策については、所有者などの責任と管理意識の

向上を促すため、空き家に関する問題は所有者な

どが解決を図ることが原則であること、空き家の

管理は所有者に責任があること、周辺に迷惑を及

ぼさないよう適正な管理に努めることなどにつ

いてのお知らせ文書を広報誌への掲載や固定資

産税の通知に同封し、周知・啓発を行っていると

ころです。 

  また、このたびの実態調査により、空き家とな

った約1,700件への対応についても、アンケート

の実施により回答があった中で、空き家・空き地

バンクへの登録希望や、その他相談希望があった

所有者の方には市から連絡するなど、空き家の状

況改善につなげていきたいと考えております。 

  さらに、今年度につきましては、一般社団法人

山形県古民家再生協会の御協力をいただきなが

ら、市内２地区の地区委員会・民生委員会と住民

を対象に家の終活セミナーを開催したところで

す。これは所有者などの方に空き家の適正管理を

認識していただくことはもちろんでありますが、

独り暮らしなどで空き家になってしまいそうな

方やその近親者に対して、自身の住宅の相続や家

の畳み方など、空き家になる前にどのような方策

が講じられるかを考えていただくセミナーです。

新年度につきましては、セミナーなどを積極的に

実施するとともに、空き家利活用や解体などの補

助金制度施策も行ってまいります。 

  また、空き家の維持管理支援面では、老朽化を

防いでいくためには、窓開けによる換気や雪下ろ

しなど定期的な維持管理が必要で、所有者などの

居住地が遠隔地の場合にはその負担もさらに大

きくなります。そのため、空き家の所有者などが

適正に維持管理が行えるよう、除草や雪下ろしな

どの空き家管理委託サービスを実施している事

業者の情報、併せて空き家に関する補助金などの

情報についても、先ほどと同様に広報誌への掲載

や固定資産税の通知に同封し周知を図っており、

様々な面から空き家対策に取り組んでおります。 

  次に、相続登記義務化に向けた対応についてで

ありますが、不動産登記法の改正により、令和６

年４月１日から相続登記の申請が義務化されま

す。相続などによって不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から３年以内に相

続登記の申請が必要となることから、毎年６月に

発送している納税通知書とともに、法務局が作成

した相続登記の申請義務化に関するパンフレッ

トを同封し、市民の方へ周知する予定としており

ます。 

  このほか、空き家相談窓口を通じて、来庁され

た方に対して、不動産に関する事情や相談をお伺
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いした上で、庁内の関係課と連携を図りながら、

必要に応じて不動産登記を所管する法務局への

御案内や相続登記手続を行う司法書士会などと

の連携を密にし、複雑化・多様化した課題に対し

て適切に支援し、市民に寄り添った丁寧な対応を

していきたいと考えております。また、改正され

た不動産登記法の情報を把握するために、空き家

担当者研修会などに積極的に参加し、情報収集や

職員の能力向上にも努めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、６の災害対策のうち、橋梁の耐震化の取

組についてお答えいたします。 

  初めに、橋梁の耐震化において、耐震補強の対

象となる橋梁について説明いたしますと、耐震補

強が必要とされる橋梁は、昭和55年以前の道路橋

示方書による基準で建設された、橋長が15メート

ル以上でかつ橋脚を有する複数径間の橋梁とな

っており、本市が管理する市道橋303橋のうち、

15橋が耐震補強の対象となっているところであ

ります。 

  本市の橋梁の耐震補強の取組といたしましては、

平成30年に発生しました大阪北部地震や北海道

胆振東部地震をはじめ、近年激甚化した災害が発

生していることから、災害時の避難や救助、一日

でも早く平穏な暮らしや経済活動を取り戻すた

めの迅速な復旧・復興に不可欠な交通ネットワー

クの確保のため、同年に緊急輸送道路を対象とし

た「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急

対策」が閣議決定され、耐震化対策の方針が示さ

れたことで、本市では、緊急輸送道路に指定され

ている路線のうち、米沢駅から八幡原ヘリポート

区間にある細原橋及び八幡原大橋の２橋が耐震

化対策の対象となり、災害が発生した直後から、

避難・救助をはじめ、物資供給などの応急活動の

ため緊急車両の通行確保が重要であることから、

平成30年度から令和３年度にかけて国の緊急対

策交付金を活用し、耐震整備に着手したところで

あります。 

  現在の整備状況といたしましては、細原橋は令

和２年度に整備が完了しているところでありま

すが、八幡原大橋につきましては橋長が273メー

トルと長い橋梁であるため、対策を行う箇所が多

く、まだ全ての耐震化対策が完了していない状況

であります。 

  現在、本市で管理する市道橋303橋について、米

沢市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の寿命

を長もちさせる老朽化対策を年次計画で進めて

いるところでありますが、老朽化した橋梁が急速

に増加している状況で、その対策に要する費用も

年々増加しております。 

  このようなことから、今後の見通しといたしま

しては、老朽化対策を年次計画で進めながら、橋

梁の重要性や交通量などを勘案の上、老朽化対策

による橋梁補修と耐震化対策をセットにして整

備を進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、初めに、５の

賑わいと交流を促すまちづくりについての（２）

ゼロカーボンシティの実現に向けての御質問に

ついてお答えいたします。 

  本市は、令和２年10月にゼロカーボンシティ宣

言を行いましたが、宣言にありますように、2050

年までの二酸化炭素排出実質ゼロというゴール

が設定されましたが、スタート地点である宣言を

行った令和２年10月時点での二酸化炭素の排出

状況と、そこからゴールまでの道のりは不明の状

態であり、まずは、地球温暖化対策実行計画に記

載した内容を達成に向けて推進していく状況で

ありました。 

  その後、令和３年度に、再生可能エネルギー導

入目標策定の基礎調査を行い、本市の二酸化炭素

排出量と再生可能エネルギーのポテンシャル推

計を行ってまいりました。これによりスタート地

点を明らかにし、さらに令和４年度には再生可能
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エネルギー導入目標の策定に取り組みましたが、

これには本市の将来像や重点施策の案、再生可能

エネルギー導入に係るロードマップの案を含ん

でおります。 

  令和５年度には、再生可能エネルギー導入目標

を踏まえて、地球温暖化対策実行計画の改定を行

い、再生可能エネルギーの導入拡大に係る取組の

ゴールと、省エネルギーの推進に係る取組のゴー

ルを設定してまいりたいと考えています。 

  この省エネと再エネ、２つの取組のゴールが見

える化されることにより、市民、企業、行政の役

割や行動指針が明確になり、納得感を持って自分

事として徹底した省エネルギーの推進及び再生

可能エネルギーの導入拡大が進んでいくものと

考えております。 

  次に、令和５年度の新規事業として計画してお

ります、国の人材面からの地域脱炭素支援につい

ては、外部専門家を招聘し、ゼロカーボンシティ

の達成に向けた事業の推進に関するアドバイス

を受けようとするものですが、この推進すべき事

業に関しては令和５年度に地球温暖化対策実行

計画に盛り込むこととしており、その中身につい

ては、本市の地域特性や地域課題の複数同時解決

に資するような施策となるよう考えているとこ

ろです。また、この招聘事業により、環境に関わ

る人たちの資質や能力の向上、そして行動変容に

つながるものと考えております。 

  続きまして、６の安全安心に暮らせるまちづく

りについての災害対策についての中の防災教育

についての御質問にお答えいたします。 

  初めに、自主防災組織の組織率、訓練の状況に

ついてですが、本市の自主防災組織は、令和４年

12月末現在、226組織が結成されており、全世帯

に対する割合となる組織率は70.4％となってお

ります。前年同期と比較しますと、組織数は８組

織増加しましたが、県全体から見ますと低い状況

であります。 

  訓練の状況については、昨年10月の米沢市総合

防災訓練に地域の方にも参加いただいたほか、自

主防災組織による防災訓練は、本市が把握してい

るだけでも63組織が取り組んでいるとともに、コ

ミュニティセンターの協力を得ながら、夜間停電

時及び冬期間の災害に備え、地域の自主防災組織

の方を交えて避難所開設訓練を実施したところ

です。さらには、防災に関する出前講座は15回実

施しておりますが、自主防災組織のみならず、福

祉関係団体など様々な団体から要請があり、日頃

の備えや災害時の対応に係る啓発活動を行って

いるところです。 

  このような状況ですが、日頃からの防災の取組

としては、自主防災組織については組織率100％

を目標としております。特に市街地の組織率は低

い傾向となっており、組織率向上のため、コミュ

ニティセンターには組織化への協力依頼をして

おりますが、人口減少に伴う町内会組織の高齢化

及び若い方の町内会活動への参加率の低下が要

因であるともお聞きしております。 

  また、新型コロナウイルス感染症により、町内

会活動も中止・自粛を余儀なくされ、人と人との

接触が制限され、住民同士の交流が少なくなった

ことも影響していると思われます。そのため、町

内会ごとの自主防災組織の設立だけでなく、複数

の町内会が一つになって自主防災組織を立ち上

げ、コミュニティセンターが主催する防災訓練等

に参加するなど、地域で防災に取り組む方法を周

知するとともに、新規で自主防災組織を設立した

場合や防災訓練等を実施した場合は、継続して防

災資機材購入の支援を行っております。 

  次に、児童生徒に対する防災教育の取組につい

ては、昨年10月の米沢市総合防災訓練において、

主会場の興譲小学校の全児童も避難訓練、初期消

火訓練などを体験するなど、防災教育に寄与した

ものと感じたところです。興譲小学校ではさらに

今年２月３日、学校からの依頼により、４年生を

対象に授業の一環として防災の基礎知識の講座

を開催しました。小学生のうちから防災について
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学ぶことは、本人のみならず、学んだことを家庭

に持ち帰り、防災について話し合うことにより、

防災の基本である自助の意識を高めることが期

待されます。 

  また、市内には、浸水想定区域内または土砂災

害警戒区域内に所在している事業所が幾つもあ

ることから、出前講座等を活用しながら、防災・

減災に関する助言等を行い、従業員や顧客の安全

確保と業務の継続の２つの災害対策が求められ

る事業所等を支援しております。 

  最後に、このたびの議会に、避難行動要支援者

名簿情報の提供に関する条例の議案を提出して

おりますが、名簿の管理や災害時における避難支

援など、自主防災組織の果たす役割はますます重

要になるとともに、個別避難計画の作成を進めて

いくには、自主防災組織の育成及び結成の促進が

急務と考えております。そのためにも市民一人一

人による自助の取組と、地域住民が自分たちの地

域は自分たちで守るという共助の推進を図るた

め、様々な防災教育を継続的に実施してまいりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋上下水道部長。 

  〔髙橋伸一上下水道部長登壇〕 

○髙橋伸一上下水道部長 私からは、６、安全安心

に暮らせるまちづくりについての災害対策につ

いてのうち、防災インフラ整備の取組について、

市街地の浸水対策などを中心にお答えいたしま

す。 

  本市では、昨年の８月３日から４日にかけ、24

時間降雨量が256ミリメートルと、観測史上最大

を記録しました。近年の気候変動の影響により全

国的に大雨が頻発し、河川の堤防の内側に位置す

る市街地の水路があふれるなどのいわゆる内水

による浸水被害が増大していることから、国にお

いては、下水道法や水防法を含む流域治水に係る

９つの法律を改正する、通称「流域治水関連法」

が令和３年度に施行され、各自治体で雨水出水浸

水想定区域の指定が義務づけられました。 

  区域を指定することにより、大雨時における内

水浸水の被害が想定される区域を明確にするこ

とと、浸水した場合の予想される深さを明らかに

し、危険度などの情報を住民等に的確に伝達する

ことで、適切な避難行動を促進することを目的と

しております。 

  内水による浸水被害は、河川からの外水被害と

比較すると、一般的には区域は狭く、浸水の深さ

は低いものの発生頻度が高く、市民生活や企業活

動にも密接な関わりを持っていることから、本市

では、市街地での内水浸水対策を具体的に検討す

るため、令和５年度から側溝や水路等の排水施設

や雨水の流れ方などの現況調査を行いたいと考

えております。その調査には２年ほどかかると見

込んでおり、その後、調査結果を踏まえたシミュ

レーションを行い、内水浸水想定区域図を作成し、

ハザードマップにも反映する計画としておりま

す。 

  内水浸水想定区域図は、内水氾濫が発生した場

合に浸水が想定される区域や浸水の深さを表示

した図面のことでありますが、これにより視覚的

に分かりやすい情報発信を行い、被害の最小化に

つなげるとともに、現況調査の結果を基に、道

路・水路管理者、関係部署とも協議をしながら、

従来の想定を超える集中豪雨に対応した効果的

な治水対策を検討していきたいと考えておりま

す。 

  なお、浸水被害を軽減するため、建設部土木課

では日常の維持管理として、パトロールによる水

路や側溝の土砂堆積状況の調査及び土砂しゅん

せつを行っており、そのほかに市民との協働活動

として、側溝蓋の撤去・再設置を市が行い、地元

町内会などで側溝内の土砂上げを行う事業を実

施しており、例年、約20前後の団体からの申請が

あり、今年度は29団体で実施しているところです。 

  また、計画的な維持管理としては、雨水浸透ま

すを定期的に清掃するとともに、最上川に接続す
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る排水樋門について、例年、洪水期前に国で実施

する合同点検に合わせ、通水断面を阻害する支障

木の伐採や土砂しゅんせつを行うとともに、横断

する水路の土砂しゅんせつなどを実施し、浸水被

害の軽減に努めております。 

  次に、震災などの防災インフラ整備の取組とし

て、水道及び下水道施設の耐震化の状況について

お答えいたします。 

  初めに、水道施設の耐震化の状況でありますが、

米沢市地域防災計画における上水道施設の災害

予防対策として、現在は市立病院や避難所などの

重要給水施設までの配水管が連続した耐震管と

なるよう、優先的に整備を進めております。災害

時においても被害を最小限に抑え、水道水の安定

的な供給ができるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

  なお、本市全体のいわゆる基幹管路の耐震管率

は、今年度末で20.8％となる見込みでありますが、

まだまだ低い状況でありますので、今後とも計画

的に取り組んでまいります。 

  次に、下水処理施設の耐震化については、本市

の下水道ストックマネジメント計画に基づき、施

設の持つ機能等などから優先順位を定め、令和３、

４年度に浄水管理センターの管理棟の耐震化工

事を実施し、令和６、７年度で、浄水管理センタ

ーの沈砂池ポンプ棟及び上新田中継ポンプ場の

耐震化工事を実施する予定であります。 

  また、下水道管渠の耐震化の状況でありますが、

阪神淡路大震災の後、平成10年度以降に敷設した

管渠については耐震化施工をしておりまして、令

和４年３月末時点で総延長約306キロメートルの

うち約127キロメートル、率にして41％が耐震管

渠となっております。今後とも計画的に耐震化対

策を進めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、７の持続可能

なまちづくりについてのうち、（１）と（２）に

ついてお答えいたします。 

  初めに、（１）のデジタル田園都市国家構想総

合戦略について申し上げます。 

  国におけるデジタル田園都市国家構想総合戦略

は、議員お述べになったとおりでありますが、デ

ジタルの力を活用した地方創生を加速化・深化す

ることで、全国どこでも誰もが便利で快適に暮ら

せる社会を目指しつつ、東京圏への一極集中を是

正し、また、各地域で既に取り組まれているデジ

タル技術活用の優良事例を横展開するなどしな

がら、地方の社会課題解決を進めていこうとする

ものであります。 

  本市としましては、国の総合戦略を踏まえ、令

和元年度に策定しました第２期米沢市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を令和５年度に（仮称）

米沢市デジタル田園都市国家構想総合戦略とし

て改定することとしております。 

  具体的には、本市の現在の総合戦略の４つの基

本目標である、１つ、産業・雇用対策、２つ、社

会動態対策、３つ、自然動態対策、４つ、地域づ

くり対策を継続しながら、これまでの総合戦略に

はなかったデジタル技術を活用した具体的施策

を盛り込み、まち・ひと・しごとの創生と好循環

を確立することで、市民が生活する上でデジタル

化前よりも便利になったと実感できる地域社会

を目指すとともに、デジタル化による行政事務効

率化や財政負担軽減が実現されるような地方創

生の取組を加速させ、人口減少社会に対応するた

めの戦略としていきたいと考えております。 

  策定に当たっては、全国のデジタル技術の先進

事例などを全庁的に共有しながら、職員のデジタ

ル化への意識づけを行い、市民の利便性向上や業

務効率化に直結する効率的な事業を戦略に盛り

込んでいきたいと考えております。 

  デジタル化の具体的事業につきましては、ＮＥ

Ｃパーソナルコンピュータ株式会社やデジタル

関連企業の知見も活用しながら検討するととも
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に、ｅスポーツやマイナンバーカードの活用など

も考えてまいります。 

  総合戦略の策定体制でありますが、庁内体制と

して市長を本部長とし、各部長で構成する米沢市

まち・ひと・しごと創生総合戦略本部会議におい

て基本的な方向性などを十分に協議、共有し、そ

れを各部署で共有することで全庁的な取組とし

てまいります。 

  また、外部委員による審議体制としては、本市

の地方創生の推進に関し、外部有識者から意見を

頂戴する附属機関である米沢市行政経営市民会

議において御意見をいただく予定としておりま

す。 

  次に、（２）の第２次置賜定住自立圏共生ビジ

ョンについてお答えいたします。 

  定住自立圏構想については、議員お述べのとお

りでありますが、平成30年度に本市を中心市とし

た置賜３市５町で置賜定住自立圏を形成し、令和

元年度から令和５年度までを計画期間とした置

賜定住自立圏共生ビジョンを策定し、事業を進め

ているところであります。 

  置賜定住自立圏での主な成果として、まずは置

賜成年後見センターの設置が挙げられます。置賜

成年後見センターは昨年４月に設置され、成年後

見制度の一次相談窓口である各市町の担当部署

からの相談を受けるほか、弁護士など専門的な知

識を有するメンバーで構成され、受任候補者を検

討するために設置される受任調整会議の運営な

ど、単独自治体では対応や体制構築が困難な業務

を実施しております。 

  次の成果としましては、広域観光の推進が挙げ

られます。置賜圏域内の豊かな自然や歴史、文化

などの資源を生かした広域観光の推進を図るた

め、観光資源の発掘、魅力の向上、情報発信等の

取組を行ってまいりました。道の駅米沢を中心と

して、圏域内の道の駅や観光案内所等が連携した

情報発信やイベントの開催を行うことにより、単

独自治体で行うよりも効果的なプロモーション

活動ができたものと捉えております。 

  定住自立圏が形成されたことで、分野ごとにワ

ーキンググループを設置し、３市５町での課題の

共有や事業の情報交換が図られるようになった

ことも成果であると捉えております。 

  また、財源確保の観点から申し上げますと、定

住自立圏の中心市においては、8,500万円程度を

基本額として加算措置もあり、本市においては約

１億円程度の特別交付税措置が講じられており

ます。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響

によって、ワーキンググループ活動が当初の予定

どおりにいかなかった面があり、課題であったと

考えております。 

  次年度、令和６年度から令和10年度までを計画

期間とする第２次置賜定住自立圏共生ビジョン

を策定することとしておりますが、分野ごとのワ

ーキンググループでこれまでの取組状況を評

価・検証しながら、具体的な内容をまとめていき

たいと考えております。 

  また、昨年12月に開催した３市５町の首長を構

成メンバーとした置賜定住自立圏推進協議会に

おいて、ゼロカーボンやＤＸ等の新たに取り組む

べき課題について、新規の項目として次期ビジョ

ンに盛り込むことを基本的な考え方として確認

したところであります。 

  今年の秋頃までを目途とし、ビジョンの骨子案

を取りまとめ、各市町の議会にも報告しながら、

令和５年度末に策定を完了したいと考えており

ます。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、７の（３）現在そ

して将来における財政の見通しについてお答え

いたします。 

  令和４年度の決算見込みにつきましては、国際

的な原材料価格の上昇やエネルギー・食料価格の

高騰などの影響により、市税は市民税を中心に落
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ち込むと見込んでいたものの、決算見込額は当初

の見込みを上回るものと推測され、普通交付税も

臨時的な財源措置がなされたことなどにより、当

初の見込みよりも収支は改善するものと見込ん

でおります。 

  このように、社会・経済情勢が厳しさを増す中

においても、国、地方ともに税収が堅調に推移し

たことに加え、令和２年度までを計画期間として

いた財政健全化計画に掲げた施策については、こ

れ以降も継続することを基本としつつ、職員一人

一人が歳出削減や財源確保の意識を持って予算

編成や執行に臨んでいることによる効果なども

あり、近年の決算は当初の見込みよりも好調に推

移してきているところです。 

  一方、令和５年度当初予算と同時に公表した今

後10年間の財政見通しにおきましては、現在整備

を進めている市立病院建設事業などの大規模事

業により、市債の借入れに伴う公債費の増加や維

持管理費用を含めた将来負担を見込んでいる状

況でございます。今後数年間は積極財政が続いて

いくこととなると考えてございます。 

  このため、特に市庁舎建設事業の旧庁舎の解体

などのために発行する市債の返済につきまして

は、通常の返済期間よりも短い期間での返済とな

ることから、令和５年度以降、令和８年度までの

実質単年度収支が大きくマイナスになると見込

んでおります。この対応といたしましては、これ

まで積立てを行った財源調整のための基金から

取り崩すことで財源を確保し、後年度負担の平準

化を図っていくこととなりますが、同時に、さら

なる行財政改革にも取り組むなどして、これまで

以上に歳入の確保や歳出の抑制を図ることによ

り、中長期的な健全財政の維持を図ってまいりた

いと考えております。 

  また、将来への投資といたしましては、今年度

は、世界農業遺産認定を目指す紅花の普及促進に

向けた「最上川源流よねざわプロジェクト」や米

沢市版ＤＭＯ「米沢観光推進機構」の設立など、

本市の地域資源を生かした取組を実施したほか、

来年度は、国の地域力創造アドバイザー制度を利

用した地域づくり人育成塾を実施し、将来を担う

若手人材を育成するなど、未来に向けて本市が今

後とも持続的に発展するための取組を推進して

いくこととしております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） それでは、時間が残っ

ておりますので、再度２回目の質問させていただ

きたいと思います。限られておりますので、順不

同で質問させていただきます。 

  まず初めに、先ほど答弁がありました財政の見

通しについて御質問させていただきたいと思い

ます。 

  まずは、健全化の効果が一定程度表れていると

いう答弁をいただいたことに私もすごく安心し

たというか、非常によかったと一定の評価ができ

るものと思います。しかし、この質問をしたとき

に、一方でやはり緊縮財政となって、政策に何ら

かの制限がかかったりしていないのかという心

配もいまだに思っております。例えば、新たに出

てくる新規事業などを見ましても、やはり当然、

実施計画等に登載されているものが計画的に上

がってくると、これはもちろん分かりますが、政

策を見ても例えば国のひもつきの事業であった

り、なかなか単独で議会等から意見があるような

ものに対して、迅速に対応できているような事業

が非常に少ないという印象を私個人としては持

っております。 

  例えばどうなのでしょうか。そういった一件査

定の中で、ゼロ査定となるような事業というのは

これまで結構あったりしたものなのでしょうか。

そういった上限とか、圧力というか、そういった

何か暗黙のルールといいますか、そういったもの

があるのでしょうか。ぜひお知らせください。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 予算査定の中におきましても、
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ゼロ査定ということも実際にはございました。た

だし、それも全体の予算の中でどのようなバラン

スで、どのような事業について力を入れていくか

ということで、各部各課での話を聞いた上で、や

むを得ずゼロ査定となることもあったというこ

とは申し上げておく必要があるかと思います。 

  ただ、それにつきましても、やはりスクラップ・

アンド・ビルド、もしくは将来的な計画、実施計

画、それぞれのバランスの中でやむを得ずそうい

ったこともございますけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、先に向けた事業というものも幾つ

か組ませてはいただいておりますので、取捨選択

といいますか、優先順位をつけた中での予算作成

になることは御理解いただきたいと思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 分かりました。今、一

生懸命、引き続き財政健全化に努められていると

思いますけれども、その目的というものは、今直

面する課題に当然政策的な経費を捻出するため

だと私自身は考えております。それがなくて絞り

込み、絞り込みを行っていけば、このまちの将来

的な発展は見込めません。今総務部長からスクラ

ップ・アンド・ビルドというお話がありましたけ

れども、経常的経費を削っていくというのは相当

大変だと思うのです。ですから、やはり今後はス

クラップ・アンド・ビルドの逆、先にビルド、必

要な政策を打ち出して、そして優先順位をつけて

これまでの経常経費を残念ながら削っていく。そ

ういった考えで、やはり政策の優先順位をしっか

りつけると、そういう考え方も必要になるのでは

ないかと考えますけれども、その辺はいかがでし

ょうか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 議員おっしゃるように、将来

的な政策の組み方ということは、予算を組む上で

大変重要であると思います。実施計画の策定など、

これから様々な手法の中で前向きに検討してま

いりたいと思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 計画的な予算計上・要

求というのは当然ながら理解しますが、なかなか

これをやってはどうかというのが忘れた頃に事

業として出てくるというのが多いです。世の中と

いうのは刻々と変化しています。一年で変わる、

半年で変わることもある。単年度で必要な予算に

ついてはしっかり要求できると、やはりそういっ

た体質を今後ともつくっていただきたいと。いい

意味で財政課と各課が議論できる、ぜひそういう

状況を生み出していただいて、刻々と変化する情

勢に対応できるような、フットワークの軽い予算

要求ができるような土壌をぜひつくり出してい

ただきたいと思います。どうでしょうか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 議員おっしゃるとおり、行政

の弱点としては、やはりフットワークの軽さがな

いところということは重々承知しております。な

かなか難しい面もございますけれども、今の議員

の御助言を参考にしながら、前向きに検討してま

いりたいと思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 各部長前向きに、総務

部長は検討するというお話ですから、ぜひ、どん

どんと御相談いただいて、必要なもの、優先順位

はしっかりと見定めていただいて、スクラップす

るものはスクラップして新たなビルド、これを前

向きに進めていただきたいと強く思います。 

  下から行きますか。安全安心に暮らせるまちづ

くりについて伺いますが、自主防災組織、226組

織で70.4％とお話がありました。この中で訓練し

ているが63組織あったというお話です。自主防災

組織をこれからもっと増やしていく、組織率を高

めていくということは大変重要かと思うのです

けれども、つくって終わりというところがないか

という心配をしております。やはり訓練というの

は１回して完全に身につくものではなくて、やは

り定期的に訓練を重ねていく、これが重要かと思



- 37 - 

うわけです。 

  そういった意味で、行政手法でもう少し自主防

災組織での訓練・講習を市民にも促していく、計

画的に市民の意識向上を図っていくという考え

が必要かと思いますけれども、その辺の認識をお

知らせください。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 おっしゃるとおりだと私

も認識しておるところです。やはりつくっただけ

ではなく、活動してこその意義というものがござ

います。そういった意味では、結成、そしてその

維持ということに関して、地域の支援となるよう

な取組をしていく必要があると考えているとこ

ろでございます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 必要性としては共有で

きたかと思いますので、どうすれば、これまでの

226組織、組織率を上げるのはもちろんのこと、

この団体がそういった勉強会を自主的に行って

いくような枠組みづくり、ぜひここにも力を入れ

ていただきたいと思います。 

  あと、学校の教育でお話しいただきましたが、

話の中身とすると避難訓練的な内容のお話が多

かったように思うわけです。学習指導要領の中に

も安全とか災害とか防災などという言葉もあろ

うかと思うのですけれども、避難訓練以外の教育

というものは何か教育現場では行われているの

でしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 子供たち、いざというと

きに対応できるということでは、やはり頭の中だ

けで理解できるものではないので、体験を通して

ということで訓練を大事にはしておりますが、毎

回訓練だけではなくて、基礎・基本の心構えとい

うか、そういったところは常々、学級活動やホー

ムルーム等でも指導はしているところです。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 分かりました。あと深

くは申しませんけれども、例えば学校周辺が浸水

想定区域になっているようなエリアもあったり、

児童生徒が自分のすぐ近くの自宅周辺、学校周辺

がどのような危険エリアになっているのか、有事

の際の避難経路はどれが適切で正しいのかとい

う知識も、やはり学校にいる場合であれば教職員

の先生方の適切な避難誘導等がありますから、そ

れはあまり心配しておりませんが、それ以外です。

そういったとき、いつ災害が起こるか分かりませ

んので、ぜひそういったところも今後指導してい

ただきたいと思います。指導は、もしかしてされ

ていますか。そういった部分はどうでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 議員がおっしゃるとおり

で、やはり様々な災害が身近でなくとも国内であ

るいは県内で起きたときに、教職員は子供たちの

発達段階に合わせてその都度指導して、もし自分

の身近に起きたらということも置き換えており

ますし、家庭との連携なども大切にしていきたい

と、そのように取り組んではおります。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 安心しました。引き続

き、そのような指導を継続していただければと思

います。 

  では、次、大項目の５に移ります。 

  空き家対策に関してですけれども、やはり1,700

件近い空き家が出たというあの報告、私も本当に

残念というか、びっくりしたところでありました。

納税通知書等の中にそういった啓発文書を同封

しているということでありましたが、ぜひその

1,700件の方に引き続きやはり個別にでも、草刈

りや雪下ろしなどの適正管理、場合によっては空

き家バンクでの取引の成功事例だとか、あとは支

援制度の案内、定期的にそれを送ることで、それ

を受け取るたびにやはり空き家所有者、管理者も

意識することにつながると思うので、ぜひまた継

続してそういった案内通知文を送っていただき

たいと思いますが、どうでしょうか。 
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○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 空き家対策につきましては、

やはり様々な施策を展開していかないと、一つだ

けの施策ではなかなかうまくいかないと思って

おります。議員から御提案いただいた内容につき

ましてもしっかり検討いたしまして、実施に向け

て検討していきたいと思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ぜひやってください。

もうその1,700名の方は確実に、自分が居住のた

めに供しない不動産物件を把握しているのが確

定しているわけですから、まさに訴えるべき方と

いうのがもう明確になっておりますので、ぜひそ

の方へのどのようなアプローチが適正管理を促

すことができるのか、また場合によっては、市内

での不動産流通を促せるかということを考えて

いただいて、ぜひしかるべき対応を取っていただ

ければと思います。 

  あと、相続登記の関連でありましたけれども、

先ほど法務局や司法書士という話、その連携は当

然でありますが、やはり窓口相談の中で遺産分割

協議の話だ、不動産登記となると、その登記の手

法だけではなくて様々な事情、そういったものが

あろうかと思います。勉強されるということであ

りましたが、ぜひ本当に対応する職員のスキルア

ップ、そういったものに取り組んでいただきたい

と思います。また、相談窓口の充実ですね。いま

一度、この件につきましてのお考えをお聞かせい

ただければと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 相続登記の問題につきまして

は、空き家対策に大きな影響があるものと捉えて

おりますので、今後につきましても、所有者それ

ぞれの複雑な事情もあるかと思いますので、その

辺を丁寧に聞き取りながら、あと専門性も高いと

いうところから、やはり司法書士会であったり、

土地家屋調査士会との連携も非常に重要となっ

てきますので、そういったところを強化しながら

対応してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） まさにこの不動産登記

法の改正というのは、我々の地方都市にとっては

ありがたい法改正だと思うわけです。土地所有者

を調べて法務局で出た住所で現在地に行って、存

在していない、建物がない、そこに住んでいない

となると、せっかくの民間での流通がやはりそこ

で止まってしまうなどという事例はたくさんあ

りますので、ましてや不動産登記、相続登記に関

しては罰則規定もあります。そして、さらにその

翌年からは住所変更登記までも義務化になって

くるということなので、法務局に行って聞いてこ

いではなくて、積極的にＰＲして、しっかりと手

続を行ってくださいという案内をぜひ行ってい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  大項目の３に移ります。スポーツ推進計画の策

定について伺います。 

  こちらは教育長から、私が心配した全国大会の

出場者ですとか、児童生徒の運動力の低下、さほ

どではないということで安心したところであり

ますけれども、でも、一つここは教育長にお願い

がございます。お願いというのは、この新しい計

画を策定する際に、各団体の意見をよく聞いてい

ただきたいということなのです。 

  私はこの質問をする際に、正直ほかの団体の話

の聞き取りはほとんどできておりませんけれど

も、私の立場で言えば、私はレスリングをやって

いました。ちびっ子レスリング、小中学生の指導

者もいます。だけれども、練習場がないのです。

米沢工業高等学校にしか常設マットはなくて、し

かもコロナ禍で練習できる場所がない。これは根

本的に大変なことなのです。そこで育った子供た

ちが、小中学生の練習場が整っていないがゆえに

県外の強豪校に移って、全国大会で活躍したなど

という、うれしい反面、悲しい事例もあったりす

るわけです。 

  だから、教育長も練習環境の充実ということに
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関しては極めて重要だとおっしゃいました。これ

はほんの一例だと思います。ぜひそういったもの

を探るためにも、各団体から悩み事というか困り

事含め、ぜひ聞き取りを行っていただいて、それ

らを整理した上で政策策定を行っていただきた

いと考えますけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 議員お述べのとおりだと思いま

す。まず、実態把握をしっかりして、計画を策定

していくようにしたいと思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） そうしますと、教育委

員会だけでは解決できない問題も出てこようか

と思います。例えば今空いているような公共施設

の一部を借りて練習させてほしいとか、例えばレ

スリングだと少しあればマットを敷いてできる

のです。だから、公共施設の利活用という面も一

方で出てこようかと思いますので、指導者も充実

してみんなやる気があるのに、練習場がなくて子

供たちがよそに出ていってしまうなどという本

当にこの悲しい状況を、うちのレスリングだけで

あればいいのでしょうけれども、ほかでもそのよ

うなことが起きては本当に悲しいので、ぜひとも

その辺の重要な対応をお願いしたいと思います。

公共施設の利活用、この点も踏まえてぜひ検討を

お願いします。どうでしょうか、教育委員会で答

弁できますでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 ありがとうございます。

私どもとしましても、庁内横断的に様々な情報を

共有しながら、練習の体制、環境の整備について

はしっかり努めていきたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） その辺、ぜひ聞き取り

していただきながら、対応策も踏まえた計画策定

を心から願います。お願いします。 

  あとは、生涯学習の取組について伺います。 

  鷹山大学をはじめとして、各種出前講座や企画

講座、市民おしょうしなカレッジ、様々な取組を

なされてきたという報告を受けましたけれども、

一方で、これは聞き取りの際にもお話はさせてい

ただきましたが、やはりもう鷹山大学任せではな

くて、ある程度計画的に学び、生涯学習を進めて

いくべきではないかと私自身は考えております。 

  例えば市民任せで事業メニューをつくるという

ことではなくて、先ほどの防災の話もそうです。

例えば市として計画的に進めていくべき学びを

順次提供するような方策、またあとは学びの場所

の提供であったり、そしてそこで学んだ人たちが

地域に戻ってその学びを生かせる、活躍できる仕

組みづくり、そういったものを踏まえた、要する

に目的を持って計画的に進める生涯学習をぜひ

推進していただきたいと思うわけでありますけ

れども、ぜひそのお考えをお聞かせいただければ

と思います。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 議員がお述べのとおりで

あります。学びの成果を地域に生かす、その仕組

みづくりが大変重要だと思っております。まちづ

くり出前講座等で本市の施策、あるいは考え方を

市民の方々に十分お伝えした上で、そういったも

のを各地域、各団体でありましたり、そちらの皆

様に伝えていくということは重要だと思います

ので、今現在、教育振興計画においてもその一つ

として施策を掲げております。ここ数年、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によってなかなか取

組が進んでおりませんけれども、今後は他自治体

の先例でありましたり、各団体の様々な知見を利

用しながら取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） いろいろネットなどで

調べてみますと、面白い取組だと思うような自治

体は結構ありました。やはりそれらの自治体に共

通しているのは、生涯学習の名は違えど、推進計

画等しっかりとビジョンを持って政策を推し進
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められております。ぜひ、そういった意味で計画

的に進める、これもひとつ参考にしていただきな

がら、よりよい環境づくりに努めていただければ

と思います。 

  あとは、最後に中川市長にお伺いします。今回

もかなりの項目を上げさせていただきました。質

問項目、例えば新産業団地の整備であったり、オ

ーガニックビレッジ宣言、あとは中川市長肝煎り

の健康長寿日本一、ゼロカーボンシティ、デジタ

ル田園都市国家構想総合戦略、今答弁をいただい

ても、全て新年度において道筋を立てるべき重要

な事業、令和５年度の早いうちに道筋を立てなけ

ればいけないどれも重要な事業だと思っており

ます。ぜひ中川市長には、その道筋、レールをし

っかり敷いていただきたいということをお願い

したいと思います。その思いを最後、中川市長か

らいただいて、質問を終わらせていただきます。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 就任期間が今年の12月21日までと、

そういった中で新たな事業に取り組むというこ

とは後々の問題等にも関わってきますけれども、

今議員が述べられたいろいろな手がけてきた事

業につきましては、今年度の中で全て完了すると

いうわけにはいかないものも結構ありますので、

そういったことも含めまして、ただ、今述べられ

たそれぞれの事業については、やはり一定程度の

道筋を立てて、そして行政は継続してまいると。

これも重要なこれからの米沢市が発展する上で

取り組んでいかなければならないことだと思っ

ておりますので、そういった一つ一つの方向性に

ついては可能な限りその方向性を示していきた

いと、このように考えております。 

○相田克平議長 以上で一新会、23番中村圭介議員

の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  至誠会、19番島貫宏幸議員。 

  〔１９番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○１９番（島貫宏幸議員） 皆さん、こんにちは。

至誠会の島貫宏幸です。 

  初めに、２月６日に発生したトルコとシリアの

地震で亡くなられた方々の御冥福をお祈りする

とともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申

し上げます。また、昨年２月24日に起こったロシ

アによるウクライナ侵攻から１年が経過しまし

た。犠牲になられた皆様に哀悼の意を表するとと

もに、国際社会に混乱をもたらした侵攻に強く抗

議し、一日も早く終結することを願うところであ

ります。 

  我々至誠会は、相田克平、木村芳浩、小島一、

井上由紀雄、古山悠生、そして私の６名で活動し

てまいりました。御承知のとおり、今回の３月議

会は任期中最後の定例会になりますが、本市の当

面の課題について、会派を代表しただしてまいり

たいと思います。 

  また、この３月で定年退職される職員の皆様の

これまでの御労苦に対し、心から感謝を申し上げ、

質問に入ります。 

  大項目１、昨今の社会情勢から考える持続可能

な市政の在り方はについてお伺いします。 

  ３年に及ぶコロナ禍が社会全体の生活環境を変

化させ、現在も大きな影響を与えています。それ

に加え、ロシアによるウクライナ侵攻以降、平和

の上に成り立っていたグローバル社会に乱れが

生じ、資源価格高騰に端を発した物価の上昇で、

産業や国民生活が苦境に立たされています。経済

活動の停滞と物価の上昇が同時に進行する、いわ

ゆるスタグフレーションも依然として強い傾向

にあります。 
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  こうした状況を踏まえ、新年度の市政運営に当

たり重要視すべき政策課題をどのように捉えて

いるのかをお聞きします。 

  昭和49年の狂乱物価以来の近年まれに見る物価

上昇の背景にもなっているエネルギー価格の上

昇は、ウクライナ情勢を受けて石炭や液化天然ガ

スなどの輸入価格が上昇し、燃料費調整額が値上

げされたものによるものです。政府では電気・ガ

ス価格激変緩和対策事業を実施し、２月の検針分

から10月検針分まで適用することとなっており

ますが、電力大手各社では、従量電灯など規制料

金の値上げを申請しており、４月以降の値上げが

予定されています。 

  新年の予算編成には、こうした値上げ傾向につ

いては一定の予測はされてきたと推察しますが、

物価及びエネルギー価格高騰対策は、新年度予算

に十分に反映されているのかをお聞きします。 

  本市は、昨年ＳＤＧｓ未来都市に選定され、Ｓ

ＤＧｓの推進は来年度の重要施策の一つである

と認識しています。施策を推進するために、昨年

４月に市長から委嘱されたＳＤＧｓ推進参与で

すが、ＳＤＧｓの推進のみならず、米沢市版ＤＭ

Ｏの設立やゼロカーボンシティの推進など多方

面で活躍されました。残念ながら、今年３月まで

の任期を待たず退職されたことに驚かれた方も

多いと思います。この退任によりＳＤＧｓの推進

が停滞することへの心配や、任期途中での退任に

市民から疑問の声が少なからず聞こえておりま

す。 

  そこでお伺いしますが、前ＳＤＧｓ推進参与の

活動をどのように評価されているのか。また、委

嘱された責任をどのように感じておられるのか。

市長の御所見をお聞かせください。 

  次に、大項目２つ目の本市産業の中長期ビジョ

ンについてお伺いします。 

  ３年に及ぶコロナ禍で、本市の経済は大きく傷

つきました。行動制限により、特に飲食関連や旅

行業、サービス業、旅館やホテル、タクシーや貸

切りバス、自動車運転代行業などに深刻な影響が

出ており、現在も回復が道半ばの状況にあるので

はないでしょうか。 

  これまで国の支援策として、持続化給付金やい

わゆるゼロゼロ融資、消費喚起事業など経営を支

える施策が実施されてきましたが、経済の回復基

調を待たずに融資の返済が始まるなど、経営の先

行きを不安視する声もあります。さらには、原材

料及びエネルギー価格高騰が続いています。多く

の産業が出口を見いだせず、苦境に立たされてい

るのではないでしょうか。 

  そこでお伺いします。 

  本市の産業振興施策の現状と将来展望及び課題

をどのように考えているのかお聞きします。 

  米沢商工会議所では、会館の老朽化に伴い新会

館整備を行い、館内に米沢市産業振興センター

（仮称）を設け、製造業のマッチングや内発型の

ものづくり、起業の拠点として、事業創出支援並

びに産学官の交流や地域おこしの拠点としての

機能を持たせ、ビジネスカフェなどを備えた施設

に加え、政府系金融機関である日本政策金融公庫

の設置も併せて計画されております。具体的計画

は現在も協議が重ねられていると聞き及んでい

ますが、米沢市産業振興センター（仮称）の整備

における支援をどのように考えているのか。市と

してどのような内容であれば整備に財政的支援

ができるのか、お聞きします。 

  米沢市では2050年までにカーボンニュートラル

を目指すことを宣言しました。カーボンニュート

ラルの実現は並大抵の努力では実現できず、エネ

ルギー・産業部門の構造転換、大胆な投資による

イノベーションの創出といった仕組みを大きく

加速させる必要があります。これを踏まえ、経済

産業省が中心となり、関係省庁と連携して2050年

カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

を策定しました。グリーン成長戦略では、産業政

策・エネルギー政策の両面から、成長が期待され

る重要分野について実行計画を策定し、具体的な
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見通しを示しています。 

  こうした目標の実現を目指す企業に対し、本市

としてはどのような支援を行っているのか。また、

成長分野の産業創出や支援をどのように考えて

いるのか。実現を後押しするため、産学官金連携

は欠かせないものと思いますが、現状はどのよう

になっているのかをお聞きします。 

  地方都市にとって若年層の流出は深刻な問題で

あり、新型コロナウイルス感染症の影響により一

時的に東京都への転入超過数が減少傾向にあり

ましたが、最近では再び転入超過数が増加に転じ

ています。本市においては、山形大学工学部や米

沢栄養大学など４つの大学や専門学校が立地す

る学園都市であるため、10代後半の転入数が超過

するものの、大学や短大の卒業に伴い、多くの学

生が県外に流出しています。また、同様に高校を

卒業した後に、進学や就職で若者が県外に流出し

ています。 

  今後もこうした若年層の流出は続くものと考え

られ、いずれは深刻な人材不足が引き起こされる

ことが心配されるところです。本市の若年層の流

出による人材不足の現状はどのような状況なの

か。また、対応策はどのようなものであるかお聞

きします。 

  続いて、農業分野に関する質問です。高齢化や

後継者不足が深刻化する中で、集落や地域が抱え

る人と農地の問題を解決するために、未来の設計

図となる人・農地プランを自治体が作成すること

が求められ、本市では令和２年度に全地区での

人・農地プランが実質化されています。 

  令和４年５月には、関連の施策が見直され、農

業経営基盤強化促進法などの改正法が成立し、

人・農地プランが法定化されました。これは、地

域での話合いにより、目指すべき将来の農地利用

の姿を明確化する地域計画を定め、地域内外から

農地の受け手を幅広く確保しながら、農地バンク

を活用した農地の集約化を進めることが目的と

されております。しかし、地域計画を策定する上

で自治体や農業委員会などの現場での負担や、担

い手へのこれ以上の集約は困難を極めるなど、農

地集約の難しさが浮き彫りになっています。 

  そこで、農地集約に関する現状の課題と進捗状

況、課題解決に向けた対応策についてお聞きしま

す。 

  あらゆるものが値上がりし、様々な分野に影響

を及ぼしていますが、農業分野でも大きな影響を

与えています。米の価格は一昨年に比べ、昨年は

若干持ち直しましたが、生産するのに必要な肥料

や資材などの価格が上昇し、稲作農家の経営を圧

迫しています。 

  また、畜産分野でも飼料が1.5倍から２倍に高騰

し、深刻な状況になっており、本市を代表するブ

ランド牛である米沢牛の枝肉価格は好調である

ものの、養豚や養鶏も含む生産コストが上昇する

ことで、利益が減少することが懸念されます。さ

らには、他県では乳牛の子牛の価格が下落し、買

手がつかないとの報道も耳にします。 

  これまでも生産コストが上昇し、長期化するこ

とで、生産者の経営意欲が損なわれるおそれを指

摘してまいりました。生産コストの上昇に対し、

本市でも単発の支援を続けていただきましたが、

農畜産業における資材や飼料代高騰の現状、そし

て課題、今後の見通しや対応策をどのように考え

ておられるのかお聞きします。 

  次に、大項目３つ目のまちづくりにおける環境

整備についてお伺いします。 

  新年度も継続する都市構造再編集中支援事業は、

社会インフラやまちづくりに大きく寄与する事

業であると認識しているところです。国の支援制

度を活用し、本市の財政負担を軽減できる魅力的

な事業ではありますが、その目的と効果について

どのように評価しているのか。また、都市再生整

備計画に基づき、令和７年度までの事業となって

おりますが、今後の事業計画の内容の追加や見直

しなどについて検討される予定があるのかお聞

きします。 
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  昨年度から、米沢市版ＤＭＯが本格的に始動し、

来年度も本市の重点事業に位置づけられ、データ

根拠のある稼ぐ力を創出し、持続可能な観光地域

づくりを目指すために、様々な事業が予定されて

います。今後、新型コロナウイルス感染症が収束

に向かえば、国内の観光やインバウンドの需要が

上昇することが予想され、観光客から選ばれる観

光都市を実現するために、このＤＭＯが重要な役

割を果たすことが期待されているところです。 

  そこでお伺いします。 

  マーケティングなどで得られたデータを、具体

的にどのような形で観光事業に結びつけるのか。

また、これまでの取組をどう評価しているのか。

今後の課題についても、併せてお聞きします。 

  公共交通に関する課題は、当会派からもこれま

でも指摘させていただいてきました。新年度から

公共交通活性化事業が拡充されますが、どのよう

に進める計画なのでしょうか。市民の利便性向上

の具体的な内容と、冬期におけるダイヤの乱れ、

バス停の除雪対策、ドライバー不足の現状をどの

ように捉え、克服するお考えなのかお聞きします。 

  次に、大項目４つ目の子育てと教育の方向性に

ついてお伺いします。 

  令和３年度の本市の出生数は412名と過去最少

となり、令和４年度も同程度と少子化に歯止めが

かかりません。少子化は本市のみならず日本全体

の課題になっており、国も異次元の少子化対策を

掲げ、子育て支援策を強化しようとしています。 

  こうした動きは地方自治体の間でも広がり、東

京都では０～18歳の全ての子供に月額5,000円を

支給する方針を示すなど、これまでにない規模の

支援策を令和５年度の予算案に盛り込む動きが

相次いでいます。しかし、この動きは自治体間で

の競争を招き、より子育て支援が充実した自治体

に若年層が流出することが懸念されます。 

  少子化が進む中でも人口増加を続けている兵庫

県明石市から広がりつつある、第２子以降の保育

料の完全無償化に、本市でも取り組むことができ

ないかお聞きします。 

  本市ではＧＩＧＡスクールが始まってから数年

経過しました。導入前から全小中学校の教職員を

対象に、オンライン研修とアプリケーション操作

を学ぶ研修などを実施したほか、ＩＣＴ支援員を

導入するなど、サポート体制の充実を図ってこら

れましたが、授業の地域間格差やクラス格差が出

ないよう、引き続きスキルアップに努める必要が

あると思います。 

  教職員の指導力や子供の学ぶ様子は大変気にな

るところですが、どのような状況でしょうか。ま

た、教材の選択や更新などはどのように進められ

ているのでしょうか。ほかに機器の不具合や破損

への対応、新年度の授業の方針について、併せて

お聞きします。 

  今年の１月に、学校給食共同調理場の整備、維

持管理や運営について、ＰＦＩ方式を採用するこ

とが報告されました。従来方式、デザインビルド

方式、公設民営方式、民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用したＰＦＩ方式を十分に比較

検討した上でＰＦＩ方式を採用されたものと理

解しておりますが、メリットとデメリットをどの

ように捉えているのか。民間の技術力や経営ノウ

ハウを活用する上で、最大の効果をどう考えてい

るのか。１事業者で進めるのか、分野ごとに複数

の業者で進めるのかについてお聞きします。 

  幅広い年代が利用する上で、なくてはならない

スポーツ施設ですが、整備されてからこれまで部

分的な改修を繰り返してきたものの、令和３年６

月に公表された米沢市公共施設等総合管理計画

のスポーツ施設編に記載されている14の施設の

うち、８施設が昭和の時代に整備された施設であ

るなど、老朽化対策が課題となっております。 

  適切な維持管理ができなければ、施設を利用す

る市民から不満が出るばかりではなく、修繕に多

額のかかり増し費用が発生するリスクも高くな

るのではないでしょうか。 

  そうした中、昨年は皆川球場の雨漏り修繕工事
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が行われ、令和８年の整備完了に向けて進められ

ており、米沢市営陸上競技場も第３種公認更新の

ための大規模改修や、先ほど示された市政運営方

針の中では、市営弓道場の屋根改修も予定されて

おります。 

  そこで、お伺いします。 

  本市のスポーツ施設の修繕や改修の具体的計画

はどのようになっているのか。また、老朽化した

施設の更新など、検討はしているのかを最後にお

聞きし、演壇からの質問といたします。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 ただいま御質問いただきました、

１の昨今の社会情勢から考える持続可能な市政

の在り方についてお答えいたします。 

  初めに、（１）の新年度の市政運営に当たり重

要視すべき政策課題をどう捉えているかについ

てお答えいたします。 

  コロナ禍や不安定な世界情勢などによる原油・

原材料価格の上昇とそれに伴う物価高騰が、市民

生活に大きな影響を及ぼしているものと認識し

ております。こうした状況にあって、令和５年度

においても、市民生活と地域経済を守ることが第

一と捉えております。特に生活困窮者への支援や

消費喚起のための事業支援などを引き続き実施

していきたいと考えております。 

  また、市政運営方針で申し上げましたように、

「ひと」こそが何物にも代え難い本市の宝である

と考えており、特に人口減少社会においては、こ

れまで以上に多様な人材の育成が重要になって

おります。 

  このため、地域づくりマネジメントを担う人材

育成を目的とした地域づくり人育成塾の開催を

はじめ、最上川源流よねざわ紅花プロジェクトに

おける大学生や企業などの関わり、東町プラット

フォームにおける行政、まちづくり会社、町内会

等の関わりなど、様々な「ひと」の関わりを通じ

て人材の育成や活躍の後押しを行い、米沢の未来

に向け、持続可能なまちづくりを進めてまいりま

す。 

  続きまして、（２）の物価及びエネルギー価格

高騰対策は、新年度予算に十分に反映されている

のかについてお答えいたします。 

  不安定な世界情勢を背景とした国際的な原材料

価格の上昇や為替変動の影響等によるエネルギ

ー価格の高騰などの先行きの不透明感が増す中

で、令和５年度予算編成方針におきましても、物

価高騰対策への対応を基本方針の一つとして打

ち出し、予算編成を行ったところであります。 

  令和５年度当初予算におけるエネルギー価格高

騰への対応として、本市の直接的な経費支出に当

たる公共施設の運営管理における電気料及び燃

料費の高騰分としましては、電力会社による電気

料金値上げの影響などを加味し、一般会計からと

畜場及び食肉市場費特別会計への繰り出し分を

含めて、前年度当初予算対比で2.1億円ほど増額

した予算計上をしたほか、生活者向けの物価高騰

対策といたしましては、今年度に引き続き小中学

校や保育施設における給食食材費の高騰分に補

助を行い、保護者の負担軽減を図ることとしてお

ります。 

  また、新年度予算に計上しました建設事業費な

どについては、物価高騰による影響などを見込ん

だところでありますが、今後のさらなる高騰に対

しては、社会・経済情勢を注視していくとともに、

民間の動向などにつきましても情報収集に努め、

予定されている業務の推進に影響が出ないよう

に細心の注意を払ってまいります。 

  次に、（３）のＳＤＧｓ推進参与の任期中の成

果をどのように評価しているのかについてお答

えいたします。 

  ＳＤＧｓ推進参与を務めた伊藤氏につきまして

は、本市を何度か訪問する機会があり、その中で

本市に強い魅力を感じ、この地でまちづくりを行

いたいという思いで移住してこられました。 

  伊藤氏は、外務省でＳＤＧｓの国内広報や国連
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本部での外務大臣プレゼンテーションなどを担

当しておりましたので、そのＳＤＧｓに関する知

見のほか、外務省在職時に立ち上げた団体の運営

等で培った人脈、経験を生かし、本市のＳＤＧｓ

の推進や市と民間の連携を図っていただくこと

を期待し、令和４年４月から１年間の任期で、非

常勤特別職として委嘱したものであります。 

  在任中の伊藤氏の実績につきましては、市内の

学校や各種団体等でのＳＤＧｓに関する講演活

動をはじめ、ＳＤＧｓ「わたしのなせばなる」高

校生チャレンジの企画と実施、米沢市版ＤＭＯ構

想の中核組織である米沢観光推進機構のアドバ

イザー、ＩＣＴ推進チームが進めているワーケー

ション推進事業における訪問企業の紹介、米沢駅

コワーキングスペース整備に関するアドバイス、

米沢のものづくり企業の先進的な取組などを市

内外に発信するための「ものづくり共創オンライ

ンセミナー」でのモデレーターなど様々な業務に

関わるとともに助言をいただき、持続可能な地域

づくりに、行政、民間それぞれに新たな意識を植

え付けていただいたものと評価をしておるとこ

ろであります。 

  しかしながら、昨年12月に辞職の申出があり、

12月末をもって辞職されました。任期途中に辞職

されたことにつきましては、大変残念に思ってお

るところであります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、２番、本市産業の

中長期ビジョンはと、３番の（２）米沢市版ＤＭ

Ｏの評価と課題についてお答えいたします。 

  初めに、２の（１）産業振興施策の現状と将来

展望及び課題をどのように考えているのかにつ

いてですが、まず、商工分野におきましては、市

内の各種事業者への聞き取りによりますと、原油

価格の高騰から輸送コストなどの事業費が増加

したり、電気料金の高騰に加え、契約先の新電力

の経営破綻、受入れ停止などにより、高額な電力

への切替えを余儀なくされたり、また、思うよう

な材料調達が困難な上、原材料の高騰を受けて仕

入価格が値上がりする中、取引先との関係から材

料費などの値上げ分を製品などに転嫁しづらい

状況にあるなど、経営面において非常に苦慮され

ているとの声を数多く聞いております。 

  このような状況を踏まえ、本市では今年度も

様々な緊急経済対策事業を展開してまいりまし

た。まず、原油価格高騰の影響を直接受けるトラ

ックなど貨物自動車運送業や自動車運転代行業

を営む市内の事業者を対象とした運送事業者等

原油価格高騰対策支援金給付事業、またバス、タ

クシー事業を営む交通事業者へは地域生活交通

事業者原油価格高騰対策支援金事業を実施して

まいりました。 

  さらに、昨年からは、特に生産活動に与える影

響も甚大である製造業を営む中小企業者を対象

とし、製造業事業者電気料金高騰対策支援金によ

る支援を実施しているところです。 

  このように、本市の産業の実情に即した経済対

策を国・県の支援策を見極めながら実施しており

ますが、特に飲食業や旅客業などは、消費者の購

買意欲や消費意欲など、いわゆる消費マインドに

左右されやすい傾向にありますので、いち早く日

常生活を取り戻すことで市民の消費マインドを

上げ、地域経済を循環させていくためにも、関係

団体などと連携しながら通常の社会経済活動に

戻る取組、情報発信に努めてまいります。 

  また、観光分野におきましては、新型コロナウ

イルス感染症が収束に向かっている中で、観光入

り込みは徐々に回復傾向にあります。一方で、市

内のある宿泊施設では、電気代の高騰など経費の

負担が増え、依然として経営が苦しい状況にあり

ます。このようなことから、地域が稼ぐ力をつけ、

健全経営につながるよう観光施策を展開し、地域

を活性化していくことが喫緊の課題であると考

えているところです。 
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  次に、本市産業の将来展望でありますが、商工

分野におきましては、具体的には今後ますます成

長が見込まれる電気自動車（ＥＶ）や再生可能エ

ネルギー関連分野を中心に、地域の企業が得意技

術の応用などにより、それら成長分野に参入を進

めるなどしていく必要があるものと考えており

ます。 

  加えて、本市の産業をいかに高付加価値化を図

りながら持続的に発展させていくかも大きな課

題の一つでありますので、新商品開発や新分野へ

の展開をはじめ、ＩＴ化、ＤＸなど様々な新しい

技術を活用した高付加価値化に向けた産業施策

を推進していく必要があるものと考えておりま

す。 

  観光分野につきましては、さきに開催されまし

た上杉雪灯篭まつりにおいても入り込みが戻っ

てきております。その中では、インバウンドに関

して、特にアジア圏の方々が数多く見られました

ので、旅行消費額が日本人と比較して高額な外国

人観光客を取り込むことにより、地域経済の活性

化につながることから、今後本市においてもより

力を入れて推進していく必要があると考えてお

ります。 

  次に、（２）の米沢市産業振興センター（仮称）

整備における支援をどのように考えているのか

についてお答えいたします。 

  米沢商工会議所が公表しました地域産業振興セ

ンター（仮称）の基本構想によりますと、同セン

ターの主な機能としては、製造業の受発注マッチ

ングや内発型ものづくりの拠点をはじめとした

７つの機能が掲げられており、事業者に対する支

援のみならず、市民も含めた交流機能を備えた公

益的な施設とすることが想定されているところ

です。 

  この基本構想を受けまして、今年１月には地域

産業振興センター（仮称）検討委員会が立ち上げ

られ、本市からも外部委員として関係部署から２

名の職員が参画し、その具備すべき機能などにつ

いて検討を始めたところであり、今後、具体的な

内容などについて議論を深めていくこととして

おります。 

  こうした施設に対する本市からの財政的な支援

についてでありますが、令和元年７月に米沢商工

会議所から本市に対し、新会館建設に係る支援に

ついて御要望をいただいているところでありま

す。商工会議所は、御承知のとおり商工業の総合

的な改善発達を図る、極めて公共性の高い特別認

可法人でありますので、その支援の必要性につい

ては十分認識しているところでありますが、さき

に述べましたとおり、現在その検討委員会が始動

したばかりですので、その中で本市の産業振興や

地域活性化のためにどのような公共的機能が必

要なのかをしっかり議論しながら、市でも積極的

に関わり、支援の内容、方法などについて十分検

討してまいりたいと考えております。 

  次に、（３）の成長分野の産業創出や支援をど

のように考えているのかについてお答えいたし

ます。 

  本市におきましては、令和２年10月に宣言した

ゼロカーボンシティの実現に向け、産業面からの

今年度の主な取組としましては、市内の産学官金

の各団体により組織されました米沢ものづくり

振興協議会が主体となり、ゼロカーボンの実現に

もつながる山形大学の研究シーズの一つである

有機太陽電池や半固体電池などの次世代電池に

関する研究開発、さらに、地元企業と連携した製

品化への応用に関するパネルディスカッション

形式のセミナーを開催し、新技術開発及び新産業

創出に向けた市内企業の連携及び意識の醸成に

努めたところです。 

  さらに、山形大学では、リチウムイオン電池の

電解液をゲル状にした半固体電池の開発を行い、

その研究成果を基に立ち上げたスタートアップ

企業が、山形大学や他の企業と連携しながら、実

用化、製品化に向けて現在取り組んでいるところ

です。 



- 47 - 

  一方で、市内企業の脱炭素に向けた取組としま

しては、近年、県外から本市に立地された企業で、

ＤＸやＩｏＴ技術などを駆使した工場の省力

化・最適化を図るスマートファクトリーに加え、

二酸化炭素の排出削減を目指し、製品の製造過程

で発生するポリプロピレンなど繊維の端材を再

処理し、再利用する事業を地元企業と連携してで

きないか検討を開始しております。 

  さらに、この１月末に本市が東北地方の市町村

で唯一参加しました「繊維産地サミット」におき

まして、市内の企業が「次代を担う繊維産業企業

100選」に選ばれました。その企業では、木材パ

ルプを原料とするセルロースナノファイバー素

材を活用し、自社の特許技術である縮みやよれな

どを防ぐ世界初の再生繊維改質技術を応用した

スカート、スーツ、シャツなど自社ブランド製品

を２月に東京都内で発表されております。 

  このように、化学繊維レーヨン発祥の地米沢か

ら、生物由来の最先端バイオマス素材を活用した

サステーナブルな繊維加工技術が誕生するなど、

今後様々な企業の脱炭素に向けた取組が地域全

体へ波及することに期待を寄せているところで

す。 

  次に、（４）の若年層人口の流出による人手不

足の現状と対応策はについてお答えします。 

  まず、本市における現在の雇用情勢についてで

すが、ハローワーク米沢が公表している東南置賜

２市２町管内の雇用情勢は、直近の令和４年12月

末時点で、有効求人数が3,085人、前年同月比403

人増、有効求人倍率1.64倍で、前年同月比0.41ポ

イント上昇するなど、求人数は増加傾向にあり、

人手不足の傾向が続いております。 

  また、同じく令和４年３月「新規学校卒業者の

求職・求人・就職状況」によりますと、高校卒業

者、短期大学卒業者、大学卒業者の県内就職率は、

いずれも前年度を上回る状況となっております。 

  このような中、少子化に伴い、高校生全体の卒

業者数が年々減少傾向にある状況にも留意しつ

つ、本市では、地域の若者の市外への流出を抑制

し、地元定着を促進することで優秀な人材を確保

し、人手不足解消につなげるため、様々な事業を

展開しているところです。 

  具体的には、米沢商工会議所と連携しました米

沢地域人材確保定着促進事業を展開し、地元の３

大学を対象とした地域産業見学会をはじめ、「や

まがた就職企業ナビ米沢」による情報発信、首都

圏での就職相談会などに加え、高校生が実際に地

元企業の就業体験を行う「ワク・ワク・ワーク事

業」など、地元就職に向けた意識づけ、機運醸成

を図ることを目的とした事業を実施しておりま

す。 

  また、今年度の新たな取組としましては、山形

大学工学部と企業との懇談会をこの２月に開催

したところです。大学側の就職担当教職員と学生

の採用を希望している地域企業33社が参加し、地

元就職について活発な議論がなされたところで

あります。 

  さらに、令和７年度に米沢産業高等学校（仮称）

が開校するのに伴い、昨年度、開校に向け地域が

一体となって優秀な人材を育成し、地元に就職し

活躍してもらえるよう、地域コンソーシアムを立

ち上げ、統合予定の両高校が実践する人材育成事

業への協力支援を積極的に行っているところで

す。 

  今後とも、若手人材の流出を抑制するとともに

優れた人材を地域企業が確保できるよう、学校の

御意見、企業のお話もお聞きしながら、各種支援

施策を連携しながら推進してまいります。 

  次に、（５）の人・農地プランに基づく農地集

約の進捗状況についてお答えいたします。 

  本市では、人・農地プランの実質化の取組によ

り、本市の担い手への農地集積率は向上しており

ますが、農地の集約化はまだまだ進んでいないの

が現状です。 

  また、令和２年度の実質化が完了した以降、地

区の状況の変化に対応した話合いやプランの見
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直しができていない状況にあります。今後、高齢

化や人口減少により、農業者の減少や耕作放棄地

が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなる

ことが懸念されていることから、農地が利用され

やすくなるよう、農地の集約化などに向けた取組

を加速させることが大きな課題であると考えて

おります。 

  今後の取組としては、国の法改正を受け、地域

農業経営基盤強化促進計画、いわゆる地域計画を

作成してまいります。これは、従来の人・農地プ

ランに目標地図と呼ばれる、おおむね10年後に誰

がどの農地を管理していくのかを農業者ごとに

色分けを行い、将来の農地利用の状況を一目で分

かるように作成した図面を加え、地域での話合い

により将来の農地利用の姿を明確化するもので

す。 

  このため、新年度早々に、農業者、農業委員会、

農地中間管理機構、ＪＡ、土地改良区などの関係

者の協議の場を設置するとともに、目標地図の素

案作成については農業委員会に依頼していくこ

ととし、おおむね令和６年度中に作成できるよう

進めてまいります。 

  次に、（６）の農畜産業における資材や飼料の

価格高騰対策の考え方についてお答えいたしま

す。 

  本市では、農業資材などの価格高騰に対する支

援を行うため、国の交付金を活用し、昨年６月及

び９月補正予算により、営農意欲の向上と経営の

安定化を図るため、資材費、肥料購入費の一部に

対する支援を実施いたしました。 

  稲作を対象とした支援につきましては、稲作経

営継続支援事業費補助金として申請された農業

者601名に対し、2,010万5,100円を交付いたしま

した。 

  また、園芸及び大豆生産者を対象とした園芸等

経営継続支援事業費補助金につきましては、令和

４年度に出荷する農産物に対して施肥した肥料

代の１割を交付するもので、２月末現在の申請者

数は119名となっており、補助金の合計は351万

8,100円となっております。 

  このほかにも、国及び県では、化学肥料の低減

や堆肥などの国内資源の活用の取組を行う農業

者に対し、肥料コスト上昇分の一部を支援する肥

料価格高騰対策事業を実施しております。 

  農業者の皆様には、以上のような経営支援を御

活用いただくことで、資材、肥料高騰に対する影

響緩和を図っておりますが、特に肥料価格の高騰

に関しましては、海外由来の化学肥料の原料供給

がいまだ改善の見通しが立っておらず、農業者か

らも不安の声を伺っております。 

  このようなことから化学肥料低減のための方策

の一つとして、市内畜産農家から生産される堆肥

の活用があります。堆肥は本市の大切な地域資源

の一つであり、これまでも産地交付金で耕畜連携

の取組に対し支援を行っておりますが、ますます

重要視されるものでありますので、今後、耕種農

家とのマッチングや堆肥散布などの支援策につ

いても、国・県の支援策を注視しながら検討して

いく考えです。 

  また、畜産関係につきましては、飼料価格の高

騰対策として、畜産飼料高騰対策支援事業を実施

し、総額3,635万円の補助金を交付しております。

その後も、国や県において配合飼料価格安定制度

に基づく異常補塡や緊急対策事業など様々な対

策が継続的に講じられているところですが、輸入

飼料につきましても価格高騰が続いております。 

  この状況を受け、子牛価格の下落などで特に厳

しい経営が強いられている酪農経営につきまし

ては、現状把握と課題解決に向けた会議を、置賜

３市５町の畜産主管課長などで組織する置賜定

住自立圏米沢牛ワーキンググループ研究会の枠

組みで開催しました。その中では、中長期的には、

輸入飼料の使用割合をできるだけ減らし、稲わら

や牧草などの粗飼料について地域内で自給する

体制の構築、生産を進めるための耕畜連携を進め

ることが重要であるとの意見も多く出されまし
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た。 

  今後も、家畜飼料の価格変動を注視し、県や関

係機関と連携し、必要な対策を講じるとともに、

粗飼料の自給率を高めることで輸入飼料への依

存を減らし、できるだけ為替などの外的要因によ

る経営の影響を少なくすることができる経営体

への転換に対する支援が必要であると考えてい

るところです。 

  次に、３番、まちづくりにおける環境整備の（２）

の米沢市版ＤＭＯのこれまでの評価と課題につ

いてお答えいたします。 

  米沢市版ＤＭＯ推進事業につきましては、令和

４年度から令和８年度までの５年間、デジタル田

園都市国家構想交付金を活用しながら自走化し

ていくこととしておりますが、１年目から２年目

にかけましては、組織づくりとシステム構築など

事業の足場固めの時期として、稼ぐ・稼げる地域

をつくっていくための専門人材の育成や組織体

制を整備するほか、観光ＤＸ事業において、今後

の観光戦略を策定するために必要な宿泊、購買、

移動などの観光情報を集約するプラットフォー

ムの構築を主に行っていくこととしております。

そして３年目以降は、それらのデータを蓄積し分

析することにより、戦略的な観光政策を立案し、

マーケティング及びプロモーションを実施して

いく計画としております。 

  現在、ＤＭＯで取り組んでいる主な事業につき

ましては、観光ＤＸ事業として観光情報を集約す

るプラットフォームの構築を進めるため、最上川

源流よねざわ紅花まつりや西吾妻山自然満喫誘

客促進事業など、本市の各種イベントにおける来

場者、利用者に対するアンケートの実施や、道の

駅米沢を中心とした観光動態調査のほか、福島市

と連携し、道の駅ふくしまへの車両調査用カメラ

を設置し、米沢－福島間の人流調査を行うなど、

観光情報のデータ集積を進めております。 

  そのデータにつきましては、一例として、人流

調査では、観光客がどこから来ているのかや移動

手段、訪れている観光地や観光ルートを把握でき

るようになり、アンケートからは、誰と来ている

か、訪れた観光地の満足度や旅先での使用金額な

どを把握することができます。これらを活用する

ことで、これまでの勘と経験に基づくマーケティ

ングからデータに基づいた戦略的なマーケティ

ングへの転換を図ることができるようになりま

す。これにより、事業の効率化、効果の最大化を

目指していくものです。 

  本年１月からは、ＪＲ東日本が開始しました同

社の通販サイト「ＪＲＥ ＭＡＬＬ」の海外展開

に関する実証事業に対し、米沢織や笹野一刀彫な

どの地場産品の商品選定や撮影を手がけるなど、

地域の魅力を発信し、インバウンド獲得にもつな

がる可能性のある取組などを進めているところ

です。 

  さらに、国の1,500億円の予算規模となります補

助事業に、宿泊施設や観光施設の大規模改修など

が対象となる「地域一体となった観光地・観光産

業の再生・高付加価値化事業」がありますが、米

沢商工会議所や米沢観光コンベンション協会な

どと連携し、その活用に向け、中心的な役割を担

いながら、採択されるよう積極的に取り組んでお

ります。 

  こうした活動の評価についてでありますが、観

光情報の集積等については着実に進めることが

できていること、また、地域の魅力磨き上げ事業

や国の有利な補助事業の活用検討も積極的に取

組を進めており、想定以上の成果を出しているも

のと考えております。 

  一方で、米沢観光推進機構の幹事会におきまし

ては、地域内の事業者との合意形成をさらに力を

入れて行っていく必要があるとの御指摘をいた

だいたことから、継続して関係団体などに対し、

ビジョンや事業経過についての説明を丁寧に重

ねていくほか、ＤＭＯの活動をより多くの方に御

理解いただくために、広報をはじめとする各種媒

体を通じ、情報発信をしていきたいと考えており
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ます。 

  また、２年目となる令和５年度については、デ

ータに基づくマーケティング、プロモーション、

インバウンドなどを３年目以降にしっかりと展

開できるよう、引き続きデータの集積と組織、シ

ステム強化に努めることはもちろんですが、当初

の計画を拡充し、本市の歴史や文化、食など、地

域資源を活用した事業をＤＭＯが先導して企画

しながら、具体的に目に見える成功事例として積

み上げ、地域事業者からの信頼が得られる流れを

つくっていくなど、取組の深化を図ってまいりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 伊藤農業委員会会長。 

  〔伊藤精司農業委員会会長登壇〕 

○伊藤精司農業委員会会長 私からは、大項目２、

本市産業の中長期ビジョンはのうち、（５）人・

農地プランに基づく農地集約の進捗状況につい

て、農業委員会の立場でお答えいたします。 

  高齢化の進行や人口減少の本格化により農業者

の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切

に利用されなくなることが懸念されている中、農

地が利用しやすくなるよう、また、農業経営の効

率化に資するよう、農地の集約に向けた取組を加

速していくことが喫緊の課題となっております。 

  農地の集積については、全国的に農地バンク（農

地中間管理機構）を創設した平成26年以降、認定

農業者等の担い手に集積が進んでおり、本市では

令和４年４月１日現在で80％の集積率となって

おります。一方、農地の集約については、数値の

定義がないため集約率としてお示しすることは

できませんが、現在も農地の集約は全体的に進み

方が遅く、いわゆる分散錯圃の状態にあるものと

捉えているところです。 

  この要因としては、出し手と受け手、それぞれ

の賃貸借に関する要望が合わないことや、圃場の

交換に抵抗感を持つ人が少なくないことと、代々

受け継いできた農地への愛着など、これらによっ

て、集約が進まない状況であると考えております。 

  なお、農業経営基盤強化促進法の一部改正によ

り人・農地プランが法定化され、令和７年３月末

までに地域農業の将来の在り方を示した地域計

画を市町村が策定・公示することとなりました。

農業委員会では、市町村の求めに応じ、10年後に

目指すべき農地の効率的・総合的な利用の姿を明

確化した目標地図の素案の作成が新たな役割と

なったところです。 

  市町村は、地域計画を検討するため協議の場を

設定し、幅広く関係者に参加を呼びかけることと

なっておりますので、この地域の協議の場で地域

の農業者、担い手、市、農業協同組合、農業委員

会が一体となって徹底した話合いを行うことに

より、地域との調和を図りながら、農地の集約に

向けた取組を一歩ずつ着実に進めてまいりたい

と考えているところであります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、３のまちづくりに

おける環境の整備をのうち、（１）都市構造再編

集中支援事業の目的や効果をどのように評価し

ているのかについてお答えいたします。 

  都市構造再編集中支援事業につきましては、国

土交通省が所管する補助事業であり、その交付対

象は、都市施設などの箱物整備を含め50項目を超

える補助メニューが設定されている上、基本とな

る補助率が50％であること、また、非営利活動法

人や一般社団・一般財団法人などに対し間接補助

が可能であることなど、市町村にとって大変有利

でかつ使いやすい補助事業になっております。 

  本市におきましても、令和３年度から令和７年

度を計画期間とする都市構造再編集中支援事業

を活用し、現在取組を進めているところであり、

この事業を申請するためには、あらかじめ補助事

業に関わる目標や事業内容を明示した計画を定

めておく必要があり、その計画が令和３年４月に
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策定・公表した都市再生整備計画（米沢市中心地

区）となります。 

  また、都市構造再編集中支援事業申請の必須条

件として、市の都市機能や居住の維持・誘導に関

し、その方向性や誘導施策について示した立地適

正化計画を策定する必要があり、本市においては、

令和２年12月に策定・公表しているところです。 

  都市再生整備計画は、立地適正化計画に基づき

策定することとなっていることから、いずれの計

画にいたしましても、目標設定などの基本的な内

容は共通するところであり、都市構造再編集中支

援事業の推進に当たっては、この２つの計画の目

標に基づき評価を行うこととしております。 

  具体的な目標設定でありますが、１つ目に、地

域での健康な暮らしを支えるまちづくり、２つ目

に、地域の子育てを支援する住みよいまちづくり、

３つ目に、密度の高いコンパクトなまちづくりを

掲げ、また、３つの目標それぞれに定量化する指

標を定め、令和３年度から令和７年度の事業期間

の最終年度以降に評価することとしております。 

  なお、令和３年度から事業を開始し、今年で２

か年目という状況におきましては、基幹事業であ

る米沢市立病院・三友堂病院新病院や子育て世代

活動支援センターの整備事業も含めた大半の事

業が現在進行形で推進している状況であること

から、現段階においては、事業の効果を測定する

など、具体的な評価は行っておらないところです。 

  また、事業計画の方向性の見直しについてであ

りますが、逐次、社会情勢の変化等を捉えつつ、

目標の達成に向けて、新たな取組の必要性がある

と判断した場合には、適宜、都市再生整備計画を

変更するなど、計画期間の範囲内において柔軟に

対応していきたいと考えているところです。 

  なお、都市構造再編集中支援事業が本市にとっ

て大変有利な財源であるとはいえ、市の財政負担

を伴うものでありますので、新規事業の実施の可

否については十分に必要性や効果の検討を行い、

その上で必要と判断した場合においては、都市再

生整備計画の中に事業を登載し、取組を進めてい

きたいと考えているところです。 

  また、今後の都市構造再編集中支援事業、都市

再生整備計画の活用につきましては、都市機能の

充実や居住の維持・誘導に関して、現在実施中の

事業計画期間だけではなし得ることはできませ

ん。さらにまちを発展させる必要があると捉えて

おりますので、次期の都市再生整備計画事業につ

いても、積極的に活用できるよう検討してまいり

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 答弁の途中でありますが、暫時休

憩いたします。 

 

午後 ２時１１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時２２分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、３のまちづく

りにおける環境の整備をのうち、（３）の公共交

通の拡充をどのように図っていくのかについて

お答えいたします。 

  本市では、公共交通の利便性向上と維持・確保

のため、令和３年度に米沢市地域公共交通計画を

策定いたしました。 

  この計画では、市街地におけるバス路線の経路

やダイヤを見直し、公共交通の回遊性を高めるほ

か、郊外の地域には、地域に合った交通モードの

検討・導入を進めるとともに、公共交通を利用し

やすくする環境の整備に取り組んでいくことと

しております。 

  これまでの取組としましては、市街地における

バス路線の経路やダイヤの見直しの内部検討を
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進めるとともに、郊外の地域から市街地への地域

に合った交通モードの検討・導入を進めるため、

地域住民で構成された組織と協議を開始してお

り、六郷地区では令和５年度から乗合タクシーを

新たに運行することとしております。 

  また、交通結節点のＪＲ米沢駅においては、誘

導サインが多岐にわたり分かりづらい状況とな

っていることから、市民のほか観光客にとっても

分かりやすく利用しやすい環境とするため、誘導

サイン見直しの設計に取り組んでおります。 

  市民バスにつきましては、交通系ＩＣカードで

運賃の支払いができるヤマコウチェリカの導入

や万世線へのラッピングバス導入のほか、市役所

前のバス停上屋に直接時刻表のパネルを貼り付

けることで既存のバス停を撤去し、上屋内の待合

スペースの拡張と時刻表の見やすさの向上を図

るなど、待合環境の改善を行いました。 

  令和５年度におきましては、市街地循環の各路

線の経路やダイヤの具体的な見直し案を地域公

共交通活性化協議会で協議し、令和６年４月から

の見直し運行開始に向けて準備を進めるほか、新

たに運行する六郷地区の乗合タクシーの運行状

況を検証するとともに他の地区との協議も進め

てまいります。 

  また、ＪＲ米沢駅の誘導サインの更新に着手す

るとともに、民間企業と連携し、イオン米沢前と

山大正門のバス停に上屋を設置するほか、商業施

設などと連携し、バス待ち環境の改善などを進め

てまいります。 

  次に、冬期における市民バスの対応について申

し上げます。 

  大雪などによる道路事情によっては大幅な遅延

が発生し、御迷惑をおかけしているところであり

ますが、各道路管理者にバス路線の優先的な除

雪・排雪をお願いしているほか、バス停の除雪対

策としては、一部のバス停を近隣の店舗前に移設

し、店舗の方の御協力により一体的に除雪してい

ただくなどの工夫を行っております。 

  また、市街地循環路線においては、冬ダイヤを

設定し運行時間にゆとりを持たせておりますが、

今年度は、すこやかセンターのバス停で５分間の

待機時間を設け、遅延による影響を少なくするよ

うな取組も行っております。今後も取組の拡大を

含め、さらなる改善に努めてまいります。 

  次に、ドライバー不足への対応についてであり

ますが、バスやタクシー会社からもドライバー不

足の話を聞いており、民間路線バスでは本年４月

から一部の路線が減便されるなど路線の維持が

困難になってきている状況であると認識してお

ります。本市としましては、事業者のドライバー

確保に対する支援制度やＡＩデマンドなどの効

率的な運行を支援するソフトの導入について研

究、検討するとともに、利用が低迷しているバス

路線の見直しと乗合タクシーのエリア拡大など

を事業者とともに検討していきたいと考えてお

ります。 

  また、今年度の国の第２次補正予算において、

旅客運送に必要な普通自動車第二種運転免許を

取得するための経費に対する補助金が創設され

たと聞いておりますので、この制度のＰＲに努め

てまいります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、４、子育て

と教育の方向性はの（１）米沢市でも第２子以降

の保育料無償化に取り組めないかについてお答

えいたします。 

  令和４年度から実施している第３子以降の保育

料及び副食費の独自軽減については、年度末で保

育料対象が約140人で年間約4,300万円、副食費対

象が約200人で年間約1,000万円、合計で約5,300

万円となる見込みです。 

  現在、本市で保育料を徴収しているのは、市の

独自軽減である第３子以降に該当しない０歳か

ら２歳までの第１子と第２子の保育料で、第２子
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の保育料については、現在国の基準に基づき、同

時在園の場合においては第１子の半額としてい

ます。また、第２子でも生活保護世帯、市民税非

課税世帯、市民税所得割７万7,100円以下の独り

親世帯等については、既に無償となっています。

それに加えて、県の独自軽減事業である国の第３、

第４階層区分の方については、国徴収基準の半額

を軽減しているところです。 

  保育料を徴収している第２子の対象児童は234

人で、年間約4,400万円が保護者負担となってい

ます。０歳から２歳までの保育所等に支払う給付

費は、保育士の配置基準が３歳以上児と比較して

多いことや、完全給食であることなどで園児１人

当たりの給付費が０歳児で約18万円から約26万

円であることから、国の階層別での保育料につい

ても、０歳児で０円から約10万円と高額となって

います。このことから本市では、できるだけ保護

者の負担を軽減するため、国の基準より低い保育

料の設定を行っているところです。 

  よって、第２子に係る保育料において、年間約

3,300万円の軽減を既に行っております。また、

第１子においても年間約8,000万円の軽減を行っ

ており、このことから、同時在園の第２子につい

ての保育料の無償化を行った場合、年間約１億

5,600万円の財政負担となります。よって、現段

階では、保育料無償化の対象世帯拡充については、

市単独で行うには財政的に厳しい状況であり、国

の大きな方針転換や県の支援が必要であると考

えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、４、子育てと教育の

方向性はのうち、（２）以降の項目についてお答

えいたします。 

  初めに、（２）ＧＩＧＡスクールの現状と課題

をどのように捉えているのかについてお答えい

たします。 

  教員の指導力や子供たちの学び方の様子につい

てですが、子供たちは、ＧＩＧＡスクール構想の

推進によって、令和３年度から１人１台のタブレ

ット端末を使用した学習を行い、現在では多くの

学校でクラウドを利用して学習活動を行ってい

ます。 

  紙の付箋ではなくパソコン上のデジタル付箋を

活用したクラスメートとの意見交流や、授業の振

り返りを記入して学習履歴を残すことができる

ようになりました。端末を使うことで、より協働

的で効率的な学習を行えるようになり、学び方が

変化してきました。さらに、教科の学習だけでな

く、委員会活動や学校行事等での活用も進んでい

るところです。統合に向けた（仮称）南西中学校

の施設整備や中学校制服についてのアンケート

も、生徒はタブレットを使用して回答しました。 

  教員の指導力についてですが、ＩＣＴ活用を得

意とする教員を中心に、端末の使い方や授業での

活用方法などについて校内で研修を繰り返して

います。苦手意識を持つ教員が一人で悩まないよ

う、教員の個性も大切にしながら得意なところを

生かし、学年でチームを組んで取り組んでいます。 

  さらに、小中学校にＩＣＴ支援員３名を配置し、

授業準備支援、活用方法の相談を行い、学校間の

取組の差を解消できるようにしているところで

す。 

  教員のスキルアップを図るために、市全体で研

修会を行っています。今年度もオンライン研修と

実技研修を２回行い、多くの教員の参加がありま

した。さらに、各学校のＩＣＴ推進リーダー等を

対象に、授業でより実践的に活用するための研修

も行いました。 

  次に、教材の選択や更新等についてですが、年

度初めに、教育委員会が利用実績の多い複数のド

リル教材を学校に提示し、学校は児童生徒の実態

に応じた内容のドリル教材を選定しています。一

人一人の理解度に合わせた課題を選ぶことがで

き、児童生徒も教員も学習履歴や正答状況など、
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容易に確認することができるものです。授業終盤

の学習のまとめや単元のまとめ等の場面で活用

していますが、端末の持ち帰りにより、家庭学習

でドリル教材を使用させている学校も多くなっ

ています。 

  また、本市ＩＣＴ推進チームとの協働事業とし

て、鷹山流ＧＩＧＡスクール推進事業を推進し、

米沢市内の小中学生を対象にした「米沢市ＧＩＧ

Ａチャンネル」と、小学生を対象にしたプログラ

ミング講座を実施しています。米沢市ＧＩＧＡチ

ャンネル内の英語チャンネルでは、児童がＡＬＴ

と英語で会話しながら学校紹介をする動画コン

テンツを作成しました。プログラミング講座は、

ソフトを活用した出前講座を行いました。 

  次に、機器の不具合や破損の対応についてお答

えいたします。 

  今年度の不具合や故障、破損が起きた台数は、

令和５年２月20日時点で208台、全体の3.6％です。

一時的な不具合については、教育委員会の担当者

が端末を初期化するなどで対応しました。破損の

主な原因は落下によるものが多く、液晶画面のひ

び、本体表面が欠ける等の破損となっています。

端末の正しい使い方について、繰り返し指導して

います。 

  不具合や破損が発生した際は、児童生徒が端末

を使用できないことがないように、教育委員会か

ら代替端末を貸し出しています。 

  次に、オンライン学習システムを使用したリモ

ート授業についてですが、全ての学校で端末を持

ち帰り、オンラインへの接続の仕方についても練

習しております。 

  現在は、不登校や別室登校の児童生徒だけでな

く、新型コロナウイルス感染症予防等で一定の期

間学校を休まなければならない児童生徒に対し

てオンライン学習システムを活用しています。教

室の児童生徒と同じ授業を見たり聞いたりでき、

学習機会の保障という観点では有効な手段と言

えます。しかしながら、学習内容や発達段階によ

っては、オンライン事業が適しているのか、従来

の紙ベースの学習が適しているのかなど、有効性

を見極め実施していくことが課題と考えていま

す。児童生徒一人一人の状況に寄り添い、自分の

ペースで選択できるよう効果的に活用してまい

ります。 

  今後も引き続き、学習用具の一つとしてタブレ

ット端末を活用し、学習内容に応じた個別最適な

学習と協働的な学習を進めてまいります。日常的

な端末の使用が増えることを考えますと、端末の

取扱いを含めＩＣＴを活用して正しく情報を利

用できるよう、情報モラルやマナーの育成にも取

り組んでいきます。 

  また、現在の端末が使用できる期間は５年間で

すので、今後の端末更新に向けて、端末の選定や

予算の確保についても国などの情報を確認しな

がら進めていく必要があります。関係機関と連携

し、ＧＩＧＡスクール構想のさらなる充実に努め

てまいります。 

  続きまして、（３）学校給食共同調理場の維持

管理や運営をＰＦＩ方式にする効果は何かにつ

いてお答えします。 

  従来的な施設の整備及び運営については、設計、

建設、維持管理及び運営をそれぞれの段階で個別

に発注し契約を行いますが、ＰＦＩ方式ではそれ

らを一つの業務としてまとめて発注し、受注者側

は各業務を行う複数の業者で組成する特別目的

会社を設立し、市と本業務の契約を締結すること

になります。 

  設計、建設、維持管理、運営を担う複数の企業

が一つの特別目的会社となり、共同調理場の整備、

維持管理及び運営を一体的に行うことにより、運

営期間中に問題が生じないような耐久性やメン

テナンス性を十分に配慮した設計や建設を行う

とともに、建物が完成した後は、予防保全の観点

から施設を管理していくことになるため、施設の

長寿命化に大きく貢献するものと考えられます。 

  また、ＰＦＩ方式では、業務を発注する際に、
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細かな仕様ではなく、市が求める各業務の水準の

みを定めて発注するため、参加する各民間事業者

の創意工夫やノウハウを生かす機会が多くなり

ます。その結果として、事業の効率化が図られる

ものと考えております。また、より質の高いサー

ビスの提供が可能となることが最大のメリット

だと考えています。 

  さらに、ＰＦＩ方式では、受注した特別目的会

社が施設整備費の一部を準備し、その費用を市が

割賦で支払うことになりますので、単年度におけ

る支出を抑制し、財政負担の平準化を図ることが

できるというメリットもあると考えております。 

  なお、事業者との契約締結に至るまでについて、

実施方針の作成、特定事業の選定、事業者の募集、

審査、選定及び基本協定の締結と、複数の段階を

経ていく必要があることから、時間を要するとと

もに、各段階で必要な書類等を整備する必要があ

るため、発注者、受注者ともに事務量が大きくな

るということがありますので、国の事業実施手続

簡易化マニュアル等を参考に事務の簡素化も検

討してまいります。 

  続きまして、（４）スポーツ施設の修繕や改修

は計画的に行われているかについてお答えしま

す。 

  スポーツ施設の修繕や改修については、米沢市

公共施設等総合管理計画個別施設計画及びまち

づくり総合計画実施計画に基づき大規模改修を

実施するとともに、日常点検等において発見され

た危険箇所を優先に修繕等を行っております。個

別施設計画等による大規模な改修実績としては、

令和３年度に市営野球場観客席防水改修工事な

どを実施したほか、令和４年度には市営陸上競技

場第３種公認更新等改修工事を行っております。 

  また、修繕や改修につきましては、令和元年度

に市営西部野球場万年塀撤去工事、令和２年度に

市営プール循環ろ過機修繕等を実施しており、今

後も利用者が安全に安心して利用できるよう、施

設の管理を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、今後の施設改修計画でありますが、令和

12年度までの個別施設計画期間中に大規模な改

修を計画している施設は、市営プール、市営野球

場及び市営体育館の３施設があります。 

  初めに市営プールでありますが、まちづくり総

合計画第４期実施計画に基づき、個別施設計画を

２年前倒しして、令和５年度から令和７年度にか

けて給排水設備並びにプールサイドのインター

ロッキングブロック等を改修する計画でしたが、

現在実施している体育施設劣化度調査の結果を

踏まえて、改修工事を始める時期について再検討

してまいります。 

  次に、市営野球場についてですが、個別施設計

画では、令和６年度に設計業務、令和７年度に改

修工事を実施する予定となっており、改修内容と

いたしましては、内外野部分のラバーフェンス及

びバックネット改修等を計画しております。しか

しながら、昨今の不安定な世界情勢による資材や

燃料費等の高騰や半導体不足などの影響により、

大幅な費用の増加と工事期間の長期化が予想さ

れることから、今後、計画見直しの可能性も視野

に入れる必要があると考えております。 

  また、市営体育館につきましては、建設から51

年が経過しており、施設及び各種設備等の劣化が

随所に見られます。計画では、アリーナ照明灯の

ＬＥＤ化や屋根の改修を予定しております。 

  なお、市営体育館は本市のスポーツ振興の拠点

施設であり、大規模災害時の防災活動拠点施設で

もありますので、その更新につきましては非常に

重要な課題であると認識しておりますが、建て替

えには多額の費用が必要となりますので、当面は

適切な維持管理を続けながら、建設から60年を経

過する令和14年度から、今後の施設の在り方につ

いて検討することとしています。 

  また、これらの計画を進めるに当たっては、い

ずれも多額の経費が必要となることから、国・県

等の補助を受けながら整備を行っていく必要が

あります。そのため、今後は改修工事等に活用す
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ることが可能な補助制度等の研究や情報収集に

努めながら、米沢市公共施設等総合管理計画個別

施設計画に基づき、市民の皆様に安全に御利用い

ただけるよう施設管理や整備を計画的に行って

まいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。 

  質問に入る前ですけれども、昨今の世界情勢か

ら見た日本の経済をもう少しひもといていきた

いと思うのですけれども、伸びている国ではすご

く伸びている。ただ横ばいの国もある。日本はど

こにいるのかというと、やはり横ばいかと感じて

いるところです。ＧＤＰでいくと横ばいが続いて

いるということでありますし、新型コロナウイル

ス感染症、あるいは原材料価格、エネルギー価格

高騰で企業の収益が圧迫されることを踏まえて、

企業の収益が伸びなければ、従業員に払う給料も

手当てするのは中小企業ではなかなか厳しいと

いうことが言えるのではないかと思います。 

  三面等価の原則というのがあるのですけれども、

これは生産と分配と支出、分かりやすく言うと、

付加価値と所得と需要となっているそうです。こ

れが等しく一致するのが三面等価の原則という

ことなのですけれども、その所得です。今、大企

業では結構景気のいいお話、ベースアップをいき

なり40％も上げる、そんな企業も出てきました。

一方で、地元経済に目をやりますと、先ほども御

指摘させていただきましたけれども、エネルギー

価格の高騰、あとは原材料価格の高騰があって厳

しい経営が続いているのではないかと感じてい

るところです。 

  今、賃上げの圧力が随分かかっているところで

はありますけれども、それぞれの経営者の皆様は

大変御苦労なさっているのかもしれません。実際、

経営にすごく不安を覚えていらっしゃる方もい

らっしゃいます。先日、飲食店関連の皆様の集ま

りに参加させていただきました。やはり今指摘を

させていただいた原材料価格、エネルギー価格、

あとは人件費の高騰、そうしたものがあって、こ

れまで新型コロナウイルス感染症の対策で国の

支援を随分受けてはきたのですけれども、その支

援もだんだん尻すぼみになっていき、今生活され

ている方々も同じく、食材も含めて、エネルギー

代高騰、あとガソリン代も高い状態、それで給料

が今までとあまり変わらない。要は、実質賃金が

下がっている中で、余計なことにお金を使いたく

ないというデフレマインドというのですけれど

も、節約志向、これが強く働いていくのではない

かと思っています。 

  そうすると何が起こるかというと、物を作って

も売れないから生産を減らす、生産を減らせば売

上げが下がる、売上げが下がれば給料に回すお金

が少なくなるという悪循環になっていくという

ことです。それを何とかクリアしていかなければ、

私たち米沢の地方都市も、同じくかなり厳しい状

況にこれから置かれていくだろうと思うわけで

す。ですので、「昨今の経済情勢から考える持続

可能な市政の在り方」の中の今の部分、私は核心

的な部分ではないかと感じているところです。 

  そこで、次の質問ですけれども、ちょうど１か

月前に発表になったばかりではありますけれど

も、新型コロナウイルス感染症について５月８日

から感染症法の２類相当への位置づけを５類に

引き下げることが決まりました。これによって、

検査や療養、医療体制や社会生活の変化など大変

気になるところであります。まず、そうした５類

引下げ後の社会変化、まずは最初お聞きしたいの

ですけれども、感染対策などの現時点での考え方、

社会変化をどのように考えているのかお尋ねし

たいと思います。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、感染対策の

考え方ということでお話をさせていただきます。 

  国においては、議員がお述べのとおり２類相当
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から５類に変わるということになっております。

これにつきましては、まだ具体的な国の方針が示

されておりません。特に医療の提供体制、医療費

などの公費負担については、これから３月上旬に

も具体的な方針を提示するという状況ですので、

現時点でその詳細は分かっていないところです。 

  ただ、今後国から示される具体的な内容に基づ

き、本市としては市民の方に混乱が生じないよう、

分かりやすく丁寧な説明を心がけ、適正な情報の

提供を行っていく必要があると考えております。

また、新規感染者数は全国的に減少傾向にあるも

のの、今後も新型コロナウイルス感染症は継続し

ていくことが見込まれます。このことから市民の

方には、基本的な感染対策については引き続きお

願いしていく必要があると考えているところで

す。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 今のお話ですと、まず

３月に詳しい内容が決定した後、またいろいろな

動きが出てくるとは思うのですけれども、新型コ

ロナウイルスが世の中からなくなるわけではな

いということであります。そうしますと、これま

でとあまり変わらないような生活を送らなけれ

ばいけないという、自分でセルフチェックも含め

た、少し行動を抑制ぎみにしてしまうというとこ

ろも若干残っていくのかと感じています。 

  飲食店とか旅館、旅行業者などでもお話を聞く

と、やはり大きな会社の話でいけば、職場内で新

型コロナウイルス感染症とかが発生してしまっ

てクラスターが出ると生産が止まってしまうか

ら、いまだに飲食を伴うそうした会には出ないと

いう方針が残っている企業もあるのですけれど

も、今回５類引下げになった後にどういう判断に

なるかによって、市内の経済へのよい影響が出れ

ばいいと思っているのですけれども、その辺がな

かなか見えづらい今の時期の考え方になるかと

思います。 

  そこで再び聞きたいのですけれども、新型コロ

ナウイルス感染症５類引下げ後の本市の経済、先

ほどの話に若干戻りますが、これまでの国による

各種支援の廃止や縮小が取り沙汰されています。

持続化給付金も随分前にしていただきましたけ

れども、２回目、３回目ということは今後期待で

きないだろうと思っているところでもあります。

ただ、それに伴い経済回復へ向けた対策を本市で

もしっかり進めていかないと、やはり市内経済が

循環していかないということになると思います。

経営者も大変先行きに対して不安を覚えている

と思うのですけれども、５類引下げ後の本市経済

をどのように考えているのか、その辺についてお

答えいただきたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ５類への引下げに伴って社

会・経済活動、こちらが正常化、地域経済が活性

化する、そういうことを期待しております。さき

にお答えいたしましたけれども、雪灯篭まつりは

大変多くのお客様でにぎわいまして、屋台村など

は１日で２日分の売上げが全部出たというお話

もお聞きしております。そういうことから大変期

待はしているところですが、一方でやはり懸念さ

れるのが物価高、エネルギーの価格高騰、そうい

う部分が大変懸念されますので、今後の経済動向

についてはそちらの状況も見ながら、地域経済に

大きな影響を及ぼす場合はやはり国や県の対策

も見ながら、それに呼応できるような体制をしっ

かりと取っていく、そう考えているところです。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） ＧｏＴｏトラベルとか、

全国旅行支援とか、食旅とか、様々これまで支援

をいただいてきておりました。やはりここまで物

価が高くなる、エネルギー価格が高くなる、４月

からの給料、少し改定される企業はあるかと思う

のですけれども、この物価高・エネルギー価格高

をカバーするだけの額まで到底到達しない。今そ

うした物すごい勢いで物価が上がっている中で、

やはり消費喚起をしていただく必要性は十分考
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えられると思います。 

  そうしたものがなければ、いろいろな面で資金

的に心配、家計を守らなければいけないという大

前提があると思うのですけれども、そうした気持

ちが残っている以上、なかなか経済を回すだけの

支出につながる考え方が、それぞれの方は生まれ

てこないのではないかと考えているところです。

そうした意味でも、新年度予算の中でそうした支

援策、国の事業費がいろいろな形で今後あるかど

うか分かりませんけれども、可能な限りそうした

皆さんの需要喚起策、これはぜひ検討していただ

きたいと思うのですけれども、その辺については

いかがですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 これまでの対策は、国の臨時

交付金を活用したりして対応してきました。現時

点で国の支援メニュー、そういうものについては

具体的にまだ示されていないところであります

けれども、やはり市内の状況を見ますと、大変厳

しい業界がまだございます。そういう部分につい

ては、国や県の情報もいち早くつかみながら、そ

ういうものが示されればすぐ活用できるように

準備を常に心がけていきたいと思っております。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 交付税措置していただ

けることが前提での計画になるかとは思うので

すけれども、とにかく今そういうのでも、すがっ

てでもしていかないと、市内経済が大変厳しい状

況だという話は現場にも結構足を運んで伺って

おりますので、私からも強く、その辺については

十分検討していただいてすぐに活用できるよう

に御準備いただきたいとお願いしたいと思いま

す。 

  次に移ります。 

  新年度もＳＤＧｓ推進事業が計画されているわ

けですけれども、事業の推進に参与がいらっしゃ

らない状況を鑑みて、大変心配される声、先ほど

演壇でも指摘はさせていただきましたけれども、

そこで中川市長にお尋ねしたいのですが、ＳＤＧ

ｓ推進参与の後任人事について検討されている

のか、お考えなのか、その辺について伺いたいと

思います。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先ほどお話ししましたし、今回の

代表質問でもいろいろな方針、御質問が出ている

中で、今地方自治体というのは非常にその変わり

目にあるのではないかと思っております。ゼロカ

ーボンもしっかり取り組んでいく、具体的にどう

するのだと。また、ＳＤＧｓにつきましても、経

済・社会、または環境分野で具体的に何をしてい

くのだと。また、Society5.0とか、デジタル化と

か、そういったものに対応していくとき、本当に

今の職員の体制の中で非常に難しい分野が出て

きているというのも事実であります。 

  そういった中で、まず政策的能力をいかに向上

させていくかという視点と、あともう一つは、具

体的に事業をどのように組み立てていくかとい

うことにつきましては、やはりそういうアドバイ

ザー的な方の御支援というのは必要になってく

るものだと思っておりますので、市政運営方針で

も申し上げたかもしれませんけれども、ゼロカー

ボンについては、外部からのそういったいろいろ

なアドバイザーにも御協力いただくということ

にしておりますし、今後ＳＤＧｓをより推進して

いくという意味では、これから適当にといいます

か、的確な御指導をいただける方がおいでになれ

ば、ぜひまたアドバイザーなり、参与としてお迎

えしたい。そして、政策的な資質の問題等につい

ては、谷中先生にも大変今お世話になっておりま

すので、そういったことを組み合わせながら、こ

れからの米沢市の行政運営に努めていきたいと

思っておりますので、そういった方がいればお迎

えしたいという気持ちでおるところであります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 今、中川市長がおっし

ゃるとおり専門性の高い中身でもありますし、こ
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れまでの取組のさらに精度を高めるためにやは

り専門知識は当然必要だろうと私も思うところ

であります。そうした機会があれば、お願いでき

る方がいればぜひお願いしたいのだという今の

市長の答弁でしたので、そうした形で関わってい

ただける方、いろいろなチャンネルを使って見つ

けてくださいというのは変ですけれども、御紹介

いただくなりしていただきながら、市のＳＤＧｓ

の推進に今後も努めていただきたいと思います。 

  それでは、次に移ります。 

  先ほどですけれども、米沢市産業振興センター

（仮称）の整備における支援について御答弁をい

ただいておりました。演壇でもお話しさせていた

だきましたけれども、日本政策金融公庫も入居さ

れる予定をしておられます。すごく重要な金融機

関であると私も認識しているのですけれども、ほ

かにも公共性を高める中身が第一だと私も思っ

ております。そうした状況が整うことで、米沢市

産業振興センター（仮称）の整備における一つの

考え方として、都市構造再編集中支援事業を活用

できないかというところであります。その点につ

いて少しお話を伺いたいのですけれども、先ほど

演壇でも、ぜひ検討とか、途中の追加とか、そう

いうこともあり得ますかとお聞きしたのですが、

改めてその点についてお聞きしたいと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 現時点におきまして、米沢市

産業振興センター（仮称）の整備内容がまだ具体

的になっていないというところから、都市構造再

編集中支援事業の補助メニューに該当するかど

うかについては判断しかねるところではありま

すけれども、やはり当該センターが、既存のもの

ではない新しい機能を持った施設でかつその機

能がやはり都市再生整備計画の目標達成に必要

な施設ということが判断できれば補助対象にな

る可能性もありますので、その補助対象になるか

どうかということにつきましては最終的に国・県

の判断となりますので、整備内容がおおむね分か

った段階で県・国に御相談していきたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） であるならば、先ほど

職員の方が２名、その検討会に参加されていると

いうことでありました。こうした事業費を活用で

きるような中身に整えていくというか、誘導して

いくというか、そうしたアドバイスも専門的な知

識を持った方に外部から来ていただくなどしな

がら、やはりぜひ検討していっていただきたいと

強く思うわけですけれども、そうした考え方につ

いて市は持ち合わせているのかどうか、お聞きし

たいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 検討委員会、先ほどもお答え

いたしましたけれども、開始されたばかりです。

また、今日も夕方、その検討会がございますので、

そういう中で例えば人材の確保の機能であった

り、あるいはスタートアップのような機能であっ

たり、いろいろあるかと思います。またあと、こ

ういう新型コロナウイルス感染症収束に伴って

も、いろいろ様々な御相談に対応できるような経

営支援、相談窓口的な機能も必要ですので、そう

いう既存の機能とどう組み合わせながら必要な

ものができるかというのは、いろいろな方が委員

に入っておられますので、様々なお話を聞きなが

ら機能を決定していく、そういう部分にはしっか

り携わっていきたいと思っております。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 都市構造再編集中支援

事業にこだわってずっと言っているわけではな

いのですけれども、できれば一般財源で市にとっ

て必要な機能だから整備するのだということで

あれば、それはそれでできるとは思うのですけれ

ども、状況がそれを許さないという厳しい財政状

況を鑑みながら新年度も運営されるという御説

明でもありましたので、できればこういうものを

ぜひ活用して、もうそれを中に盛り込んでいくと
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いうことを求めていきたいと思いますので、ぜひ

これについて今後、始まったばかりとはいえ活用

できるようにしっかりとサポートをお願いした

いと思います。 

  それでは、次に移ります。 

  ４月から六郷地区での運行が新たに始まる乗合

タクシーですけれども、新設に向けて、六郷地区

以外の協議している地区があるという御説明が

以前あったかと思います。そこでお伺いしたいの

ですけれども、乗合タクシーの増設による既存路

線への影響について伺いたいのですが、既存の路

線バスへの影響をどう捉えているのか。あと、既

存のバス路線の収支改善と両立を図るべきでは

ないかと思うわけですけれども、かなり難しい判

断を迫られるかとは思うのですが、現時点でどの

ようなお考え、または影響をどう捉えていらっし

ゃるのか、伺いたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 基本的には同一地区内で

乗合タクシーと路線バスの両方を併用して運行

するということは考えておらないところであり

ます。したがいまして、乗合タクシーのエリアを

拡大する場合においては、既存バス路線との調整

が必要となることから、山交バスと協議しながら

検討を進めることとしているところであります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 先ほど、バスの運転免

許証の補助もあるということで、ドライバー不足

の対策です。そうしたことがこれからどのぐらい

プラスに働くかというのはなかなか見えづらい

ところではあるのですけれども、やはり乗合タク

シーの増設によって既存バス路線が影響を受け

ないとも限らないと。並走するわけではないとい

う今のお話でしたけれども、私も乗合タクシーを

何度か利用させていただきましたが、玄関から目

的地までドア・ツー・ドアで移動できるというの

は、冬場とか、真夏の物すごく暑いときとか、バ

ス停で待つ必要がないということを考えたとき

に、御高齢の方にとっても、小さなお子さんにと

ってもすごく楽だと、ありがたいと感じていると

ころです。 

  そうした路線が増えることによって、既存のバ

ス路線がますます縮小してしまう可能性も指摘

をしていかなければいけない。なぜかというと、

それを利用しているお客様がいる限りはやはり

きちんと運行してほしいという思いもあるわけ

ですけれども、２つ走らせるわけではないという

お話でしたけれども、その辺の考え方です。なか

なかこれは本当に難しい判断かと思うのですけ

れども、ほかの地域と協議している中で、選択を

迫られたときにどのように判断していくかとい

うのは、これからの見通しによると思いますが、

その辺についてもう少し詳しくお知らせいただ

けるとありがたいと思います。いかがですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 バスと乗合タクシーとそ

れぞれメリット・デメリットというのはあるかと

思います。それを実際に利用される地域の方々が

どのように捉えるのかというところが非常に大

事かと思っておりますので、地域の方々と話合い

を進めながら、その中でよりよい方法を選択して

いくということになるかと思っております。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） ぜひ、引き続き地域の

事情を捉えて、この事業について推進していただ

きたいと思います。 

  次に、移ります。 

  スポーツ施設の件でありますけれども、先ほど

教育長からは、プールの改修についてもお話をい

ただきました。廃止の方針が一転、継続というこ

とで、要望書も出していただきつつ、白紙撤回さ

れて継続を選択していただいたということを、す

ごくありがたく今も思っているところです。改修

もこれから県にも、市の重要事業要望書の中に登

載もいただいていますし、そうした中でどのぐら

い支援を受けられるかというのは分かりません
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けれども、やはりプールを利用しておられる方々

はとても大切に思っているし、楽しみにもされて

いると思いますので、ぜひしっかりと対応いただ

きたいと思います。 

  そこで、あまり個別的なものを言い過ぎるとよ

くないのでありますが、皆川球場の件で少し確認

させてください。グラウンドとバックスクリーン

の整備計画について、これまで団体からだと思う

のですけれども、要望が出されていたかと思いま

す。先ほどの演壇からのお話でもありましたけれ

ども、雨漏りの修繕は行われてはきたものの、少

し間を置いて完成に向けていろいろとこれから

進められるということと別に、グラウンドとバッ

クスクリーンの要望にある中身について、これは

どのように進むのか、どういう取扱いになってい

るのかというのは少し詳しく御答弁いただける

とと思うのですが、いかがですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 市営野球場につきまして

は、建設から32年が経過していることもありまし

て、今議員から御指摘のあるように、外野のグラ

ウンドの不陸でありましたり、バックスクリーン

についても大分老朽化が進んでいるということ

で、競技団体からは要望を頂戴しております。そ

ういった内容も含めながら、個別施設計画の中で

は令和６年度、令和７年度において設計、そして

改修を進めるとしておったわけでありますけれ

ども、昨今の急激な建設資材等の物価高騰もあり

ます。そのようなことも考慮しながら、やはり本

市の財政負担等も念頭に入れまして、競技団体か

ら頂戴している御要望、これも十分に検討しなが

ら、国などの補助制度が該当するかどうか研究し

た上で、令和６年度、令和７年度を計画期間とし

ます次期実施計画、この策定の中で改修の時期、

それから内容についても十分検討してまいりた

いと考えております。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１９番（島貫宏幸議員） 適切な時期を捉えて、

しっかりと修繕・改修に向けて計画的に取り組ん

でいただければと思います。 

  時間も大分過ぎているので、最後にしますけれ

ども、先ほど第２子以降の保育料無償化に取り組

めないかということを求めて質問させていただ

きましたけれども、人口10万人の都城市ではベビ

ーファースト宣言というのをされたのですね。３

つの無償化ということで、保育料は第１子から、

あと中学生以下の医療費が無償化、あと妊産婦健

診等の費用も無償化ということであります。福岡

市や伊丹市なども、第２子以降は保育料無償化と

いうことで取り組んでいる。今、全国の自治体で

トレンド化しつつあるという感じを受けています。 

  そうなってくると、自治体間競争がこれから起

こってまいりますし、そうした支援が充実してい

るところに人が集まる。そして、そこの地域だけ

は出生率がどんどん高くなっているという現象

が結果的に起こってきているところもあるわけ

です。本市の人材不足について先ほども質問させ

ていただきましたけれども、ここ５年間、500人

前後の出生数を考えたときに、今後20年後、大変

厳しい人材不足、地域の担い手不足、お祭りや地

域行事もできなくなる。求人を出しても人が来て

くれない。そうした難しい時代に入っていくのか

と思っています。そうした意味でも、子供ファー

ストを掲げる自治体が増えてきている背景を考

えると、そうした課題にしっかり取り組まないと、

持続可能な都市経営が難しくなると危機感を持

って取り組まれていると思うのです。 

  そこで、市長にお答えいただけるかどうかです

けれども、そうした子育て関連、一生懸命米沢市

も取り組んでいらっしゃる。十分、先ほどの健康

福祉部長の答弁で伝わってきたのですけれども、

第２子以降の保育料無償化に向けてさらなる財

政支出を伴うわけではありますが、今るるお話し

した内容、将来的な展望を考えたときに、今手当

てしないとかなり厳しい時代がそこまで来てい

ると思うのです。そうしたことを受けて現時点で
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の、急な振りで申し訳ないのですが、所見をいた

だければと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 子育て支援についてどこまでどう

やるかということについては、それぞれの自治体

の裁量に基づいておやりになっていると。米沢市

も決して第２子以降の保育料を完全に無償化と

いうところまでにはいっていないにしても、それ

なりの対応はさせていただいていると。問題は人

口減少、少子化というものをどのように食い止め

ていくかと、そして総合的にどのように対策をし

ていくかということが重要かと思っております。 

  所帯を持たれて一人でも多くの子供の出生と、

同時に、今私一番これは早急に対応していかなけ

ればならないのは、未婚率が年々年々高くなって

きていると。今手元に資料があるのですけれども、

令和２年度では26.9％が、これは男性の生涯未婚

率です。そういったものが高くなっている。女性

においては、令和２年度で13.2％となっていると。

これがどんどん、どんどんと未婚率が高くなって

いくと、当然これは少子化につながってまいりま

すので、そういったことも含めて総合的に少子化

対策に取り組んでいかなければならないと、この

ように思っております。 

○相田克平議長 以上で至誠会、19番島貫宏幸議員

の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  市民平和クラブ、７番小久保広信議員。 

  〔７番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○７番（小久保広信議員） 市民平和クラブ代表の

小久保です。 

  私から、会派を代表して質問を行わせていただ

きます。 

  例年のとおり、質問項目を４人で分担して原稿

を書きました。言い回しなど多少の違いがあった

りしますが、御容赦いただきたいと思います。 

  時間もないので、早速質問に入ります。 

  大項目の１番目の令和５年度市政運営方針につ

いて、主要施策の中でどういう施策を行っていく

のか、この点はどうしていくのだろうか、こうし

たほうがよいのではないかなどの疑問に思った

点についてお伺いいたします。 

  初めに、（１）挑戦し続ける活力ある産業のま

ちづくりの中で、「令和７年度の新産業高校開校

に向け、高校生の地元定着につながる人材育成の

取組等を支援し、若者の地元就職を促進します」

としていますが、具体的な取組をお伺いいたしま

す。 

  大学生の地元定着をどう考えているのか。どの

ような取組を行っていくのか。さらに、市外に進

学した大学生や専門学校生などの地元定着にど

う取り組んでいくのか。また、女性の転出超過に

対する対策をどう考えているのか、お伺いいたし

ます。 

  次に、（２）郷土をつくる人材が育つ、教育と

文化のまちづくりで、「学園都市については、山

形県公立大学法人への補助を新設し、地域との連

携を推進するほか、学園都市推進協議会を中心に、

学生生活を応援するとともに地域交流の促進を

図るなど、ホームタウン化に向けた取組を進めま

す」としていますが、どのような補助を行うので

しょうか。地域交流にはどのようなものがあるの

か。多くの市民の方が関われる取組が必要だと思

いますが、具体的な取組はどのようなものがある

のかお伺いいたします。 

  （３）子育てと健康長寿を支えるまちづくりで、

「高齢者福祉については、保健事業と介護予防の
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一体的事業を拡充し、重症化予防と虚弱状態の改

善に向けたプログラムを包括的に行います」と述

べていますが、具体的な取組についてお伺いいた

します。 

  家族介護者支援の質問を12月定例会で行いまし

たが、介護を行っている家族から支援策の充実を

求める声が出ています。併せてどのような施策を

行っていくのかお伺いいたします。 

  （４）自然と都市の魅力が調和し、賑わいと交

流を促すまちづくりで、「環境対策については、

ゼロカーボンシティの実現に向け、地球温暖化対

策実行計画を見直すほか、エネルギーの地産地消

を図るため、地域の新電力会社と連携し、公共施

設への再生可能エネルギー供給に向けた取組を

推進します。また、プラスチックの河川流出防止

とごみ排出量削減を推進するため、効果的な情報

発信やごみ拾いイベント等を行い、循環型社会の

実現を目指します」としていますが、市民の皆さ

んは、ゼロカーボンシティやプラスチックごみゼ

ロ宣言、そしてＳＤＧｓの取組について、いつど

こで決まったのか、どういうことなのか、どんな

取組をするのか、理解されていません。この点を

どのように克服し、市民理解を得ていくのかお伺

いいたします。 

  大項目の２点目、米沢市学校給食共同調理場基

本構想・基本計画について再考を促すについてお

伺いします。 

  本件につきましては、市民平和クラブとして一

貫して、中学校においても自校方式を維持できる

整備計画を求めてまいりました。本定例会には、

計画の推進に欠かせないＰＦＩアドバイザリー

契約予算が盛り込まれ、計画はさらに進められよ

うとしています。 

  計画の発端は、米沢市立学校適正規模・適正配

置等基本計画による中学校統合に際し、主に中学

校の給食の調理方法など、その根幹をなす米沢市

学校給食基本方針について、学校給食検討委員会

を設置し検討されていたものであり、その審議結

果には明確に中学校も「自校方式が最も望まし

い」とした内容の報告書を、令和３年２月に教育

委員会は受理しています。それから、令和３年４

月30日の市政協議会に至るまで、教育委員会とし

て協議会や視察、勉強会と称する会合を４回程度

開き、様々検討されてきたことも承知しています。 

  また、教育委員会はその審議の過程において、

現在行われている親子方式の継続が困難である

との結論を採用し、現状に至っているものと認識

しています。 

  私たち市民平和クラブとしても、４つの条件を

真剣に考えてまいりました。１つは、子供たちに

いい給食を安定して供給する。２つ目には、労働

環境や地元雇用、地元企業を大切にする。３つ目、

財政の適切な支出であるかどうか。４つ目、給食

施設の集約で、食育や地産地消が守られるのかな

ども含め、都度質問を行ってまいりました。 

  その視点で、特に１つ目、いい給食を子供たち

に安定して供給する、この点についてまず質問さ

せていただきます。 

  小項目１、米沢市学校給食基本方針の決定に当

たって民意が反映されていないについてお伺い

します。 

  長年行ってきた本市学校給食は、その伝統的手

法を守り、中学校での給食調理方式について親子

方式を採用し、継続してきたものです。 

  一昨年３月定例会に提出された米沢市学校給食

検討委員会の報告書を受け、同年５月に教育委員

会から出された米沢市学校給食基本方針には、

「基本方針の実現にあたって」として、「中学校

は令和８年に向けて共同調理方式を整備」すると

いう内容が明記されていました。 

  私たち市民平和クラブとしては、市の基本的な

政策に関する計画、指針などの策定または改廃す

る場合、パブリック・コメントを行い、市民への

説明責任を果たし、行政運営の公正性及び透明性

を図り、民意を確認すべきことと認識をしており

ます。しかし、教育委員会は各担当課において判
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断するものとして捉え、しかも理由として、中学

校の自校方式の可能性について、敷地確保も含め

検討ができないと判断、パブリック・コメント制

度実施要綱第３条第２項（３）の「裁量の余地が

ないもの」と勝手に解釈し、パブリック・コメン

トを行わなかったことはあまりにも強引であり、

間違っていると判断しています。 

  このことは、市政への市民行政参画を閉ざした

ことと同意です。この点について、当局の御見識

とお考えをお伺いいたします。同条例の合理性を

毀損するものと考えますが、どうお考えでしょう

か。 

  次に、小項目２、３つの方式等についての検討

比較が明確に行われていないについてお伺いし

ます。 

  ここでお聞きする内容は、学校給食検討委員会

の報告書中、４項に記載されている本市学校給食

の３つの調理方式の検討結果として、①小中学校

ともに自校方式であり、仮に自校方式ができない

場合は②親子方式の継続、③給食センター方式と

されています。加えて、子供たちにとって望まし

い在り方について検討したものであり、施設整備

や管理運営等に係る経費に関しては検討してい

ないとしています。したがって、教育委員会は、

財政面についての検討を加えた上で、具体的な方

針を策定すべきとも明記されています。先ほど申

し上げた４つの条件を、明確かつ真摯に取り組ま

れた検討委員会の姿勢については、私たちは高く

評価しているものです。 

  そこでお伺いいたしますが、学校給食検討委員

会で示されたこれら３つの調理方式について、財

政面での比較検討や実効性について、どの程度明

確に検討が行われたものかどうか、具体的にお答

えいただきたいと存じます。 

  小項目３、自校方式の比較検討を含め検証すべ

きではないかですが、市民平和クラブでは、米沢

市学校給食基本方針について、議会において教育

委員会原案で賛成多数で可決されたその後も、米

沢市学校給食共同調理場基本構想・基本計画策定

等支援業務については反対の立場から議論して

きましたし、今般上程されているＰＦＩアドバイ

ザリー業務委託費についても十分議論してまい

りたいと考えております。といっても、予算事案

等といった関連議案について議論、採択のみで、

それをもって基本議論は十分尽くしたとは言え

ないと考えています。 

  例えば、今回教育委員会で決定した米沢市学校

給食共同調理場基本構想・基本計画での事業方式

決定に対して、ＶＦＭはＰＦＩ事業を決定する上

で非常に重要な概念としています。 

  教育委員会は、４つの事業方式を提示していま

すが、その中の一つ、従来方式（分離発注）につ

いては、従来本市で行っていない学校給食調理方

式であり、ＶＦＭの本来の比較定義からすれば、

従来方式との定量評価として適切なものかどう

かについてまずお聞きした上で、やはり小項目２

で述べたような３方式も含めて明確な財政負担

額を算定すべきことではないでしょうか。本市財

政負担30億円以上の施設計画です。しかも、市民

の皆さんに15年間の債務負担行為をお願いする

先の長い事業です。もっと明確で公平な方式の比

較・検討も含めて再考すべきと考えますが、教育

委員会の所見をお伺いいたします。 

  次に、大項目の３点目、業務量に見合った職員

数についてどのように確保されているのか、お伺

いいたします。 

  年々多様化する市民ニーズに加え、新型コロナ

ウイルス感染症対策の業務量が増大している中

で、その業務量に見合った職員数をどのように確

保しているのか。2020年に制度化された会計年度

任用職員制度との関係も含めてお伺いします。 

  初めに、小項目の１項目めとして、本市におけ

る会計年度任用職員と正規職員の人数、賃金はど

うなっているのかお伺いいたします。 

  地方公務員法が改正され、それまで曖昧だった

臨時・非常勤職員について任用根拠が整理されま
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した。その改正地方公務員法が施行された2020年

４月１日から３年がたとうとしています。任用根

拠が整理されたとはいっても、会計年度任用職員

は単年度の任期となっています。また、一時金が

支給されることになった一方で月額賃金が下げ

られ、年収が逆に減るというケースが発生してい

るとの報道もあり、不安定な任用形態であること

に変わりはありません。 

  本市においても、全員協議会での学校給食調理

員に関する教育総務課長発言では、「会計年度任

用職員については、１会計年度を上限として、そ

の年度に必要とされる業務を行ってもらうため

に職員を任用する制度である。基本的には、単年

度の任用期間となっているので、任期が満了とな

ったとしても、人員削減とか、首切りとかではな

い」との答弁がありました。同じような業務が何

年も継続しているにもかかわらず、任期を１年と

区切って任用することは、任用する側の都合ばか

りが優先されていると言うべきではないでしょ

うか。 

  そこで、改めてお伺いしますが、米沢市におい

て、この間、正規職員数が減って会計年度任用職

員が増えていることはないでしょうか。それぞれ

の人数の推移はどうなっているのかお伺いしま

す。また、それぞれの賃金はどうなっているのか。

特に会計年度任用職員について、最低賃金との差

や年収額はどうなっているのかお伺いいたしま

す。今後の考え方と併せてお答えいただきたいと

思います。 

  次に、小項目の２番目として、今年度の退職者

数と新年度の新規採用者数の見通しはどうなっ

ているかお伺いします。 

  昨年12月定例会で条例改正案が議決され、米沢

市においても、職員の皆さんの定年年齢が段階的

に引き上げられることになりました。最終的に、

10年後に65歳となります。 

  このことは、年金支給開始年齢との空白期間が

なくなることであり、一般的には喜ばしいことで

はないかと推測されます。しかし、一方で定年前

に退職する職員が増えているのではないかとい

う懸念があります。これまでも、定年前に退職す

る職員は少なからずおられたものと認識してい

ますが、今年度はどうなっているのか。特に近年、

若い職員が退職する事例が数多く見られますが、

その理由をどう捉えているのかお伺いします。 

  次に、小項目の３番目として、正規職員の時間

外勤務や年休取得率はどうなっているかについ

てお伺いします。 

  働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律が、一部を除いて2019年４月から施行

されました。この中で、労働基準法における時間

外労働の上限規制に関する改正事項は、一部の地

方公務員にも適用されるとされています。 

  また、そのことと併せて、年次有給休暇、いわ

ゆる年休の取得についても民間企業と同様に取

り組むとしている自治体もあります。「年次有給

休暇の取得及び時間外労働の上限規制等につい

ては、改正労働基準法の適用を受ける職員だけで

なく、他の職員についても取組みを徹底してい

く」との働き方改革を上げている大牟田市がその

好例の一つです。 

  業務量に見合った職員数が確保されていなけれ

ば、時間外勤務が増えたり、年休の取得率が下が

ったりするものと思われます。そこで、改めてお

伺いします。本市においては時間外勤務が増加し

ていないか、年休取得率が下がっていないか、近

年の傾向をお知らせください。また、特定の職種

に偏った傾向が見られるということはないでし

ょうか。特に、学校給食調理職場や保育所などで

はどうなっているのかお知らせください。 

  小項目の４番目として、職員労働組合が実施し

た2022年職場点検アンケート内容をどのように

捉えているかお伺いします。 

  実際に各職場で働いている組合員の実態や生の

声を把握すべく、職員労働組合が職場点検アンケ

ートを実施し、その結果を集約した内容が当局に
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も説明されていると聞いていますが、その内容は

どのようなものだったのでしょうか。また、その

内容をどう捉え、業務量に見合った職員数の確保

にどのように生かそうとしているのか、当局の考

えをお知らせください。 

  令和５年度市政運営方針では、伴走型支援とい

う新しい言葉が出てきます。伴走する側である職

員の皆さんの体制は十分でしょうか。米沢市のま

ちづくりは、職員の皆さん抜きでは到底なし得る

ことはできません。業務量に見合った職員数が十

分に確保されていることを重ねて強く望みます。 

  大項目の４点目、新市立病院の運営等について

お伺いします。 

  新病院の「充実した医療を受けられる体制を構

築」とは何かについてお伺いします。 

  本年７月の完成、そして11月の開院を目指して、

米沢市立病院、三友堂病院の建設が進められてい

ます。外観は大分できてきたように感じています。 

  さて、市政運営方針では、「公立病院と民間病

院が各経営体を維持しつつ合築する国内初の事

例であり、官民が機能分化・医療連携をすること

で、高度化・多様化する医療に対応し、誰もが充

実した医療を受けられる体制を構築します」と記

しています。具体的にどのように変わっていくの

でしょうか。お教えいただきたいと思います。 

  新病院等に関する市民説明についてお伺いしま

す。 

  新市立病院、新三友堂病院の市民の利用方法等

も変わってくると考えられます。そして、平日夜

間・休日診療所も新市立病院に入ります。利用方

法や平日夜間・休日診療所の場所の変更など、市

民へ説明周知する事項も多いと思われます。今後、

市民への説明周知をどのように行うのでしょう

か、お伺いいたします。 

  新病院での医療スタッフの確保についてお伺い

します。 

  現在、米沢市の救急輪番体制は、三友堂、舟山

病院の２民間病院と米沢市立病院が救急制で救

急患者を受け入れています。それが11月の開院か

らは、24時間365日の救急医療を含めた急性期医

療の病院となるわけです。看護師はもちろん、放

射線科や検査科なども24時間の体制を確保しな

ければなりません。現在勤めておられる方の働き

方も変わると思います。そして、医師をはじめと

した医療スタッフの増が必要と考えられます。新

病院での医療スタッフの確保はどのような状況

でしょうか、お伺いいたします。 

  次に、新病院に関する職員説明についてお伺い

します。 

  12月定例会では、「今月、院長講話と題しまし

て、病院長自ら『新病院に向けての現状と課題』

をテーマに、職員全体に対して説明する機会を設

けたところであります」と答弁していますが、実

際はパワーポイントの資料を提示しただけとお

聞きしています。 

  新病院移行後の業務の分担や職員の働き方など

について、職員の方々にいまだ十分な説明がない

ために不安を持っておられるようです。説明不足

で職員が辞めることがあってはなりません。不安

の解消のため、そしてスムーズに新病院体制に移

行するためには、早い段階から丁寧な説明が必要

と考えますが、当局のお考えをお伺いいたします。 

  大項目の最後、新型コロナウイルス感染症の後

遺症対策についてお伺いします。 

  政府は、２月10日の新型コロナウイルス感染症

対策本部で、マスクの着用について、３月13日か

ら屋内・屋外問わず個人の判断に委ねることを決

めました。一方、医療機関を受診する際や混雑し

た電車やバスに乗る際などは、高齢者など重症化

リスクの高い人への感染を防ぐため、引き続き着

用を推奨することになりました。 

  全国知事会会長の平井鳥取県知事は、現場では

学校も含め、いろいろな声が上がっているのも事

実だ。全部、個人の判断でと言われても困ると指

摘し、効果的なマスクの着用や感染対策を現場と

もすり合わせ、エビデンスに基づいた国民への広
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報や、業界への指導を行ってもらいたいと、政府

による丁寧な説明を求めています。 

  さらに、今年の５月８日からは、季節性インフ

ルエンザと同じ５類に引き下げると決めました。

感染者の外出自粛や医療費の負担、マスク着用、

医療機関への受診など、これまでと対策が大きく

変わります。 

  そうした状況の中で、感染した人が後遺症に苦

しんでいる例が見られます。後遺症とは、新型コ

ロナウイルス感染症に罹患した後に、感染性は消

失したにもかかわらず、ほかに原因が明らかでな

く、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復

した後に新たに出現する症状、症状が消失した後

に再び生じる症状の全般を指しています。 

  代表的な罹患後症状は、疲労感・倦怠感、関節

痛、筋肉痛、せき、たん、息切れ、胸痛、脱毛、

記憶障害、集中力低下、頭痛、抑鬱、嗅覚障害、

味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低

下などがあります。 

  また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から

持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、

症状が消失した後に再び生じる症状があります。

罹患後症状の多くは、時間経過とともに症状が改

善することが多いとされています。その過程で、

各症状に応じた対症療法が行われることもあり

ます。また、症状が改善せずに持続する場合には、

他の疾患による症状の可能性もあります。 

  疲労感や倦怠感、痛みなどがひどくて、継続し

ての就労や通学が困難になる例もあります。他の

人からは症状を理解されずに、怠けている、休ん

でばかりいるなどと言われている例もあります。

そうした状況の中で、抑鬱状態に陥る人も出てき

ていると言われています。 

  そのように、新型コロナウイルス感染症の後遺

症に苦しむ方々がいることを、米沢市はどのよう

に考えているのでしょうか。どれくらいの人が本

市では苦しんでいるのでしょうか、お伺いします。 

  次に、後遺症に悩む人への支援をどう考えてい

るのでしょうか。 

  後遺症について市民の皆さんの理解を深め、広

めていくことも必要なのではないでしょうか。罹

患後症状は、体の症状のみならず、精神面や社会

面へのアプローチが必要なこともあり、社会全体

でサポートしていくことが大切だと言われてい

ます。適切に対応することで、多くの場合、症状

が改善すると言われています。様々な支援がある

と思いますが、本市のお考えをお伺いします。 

  最後に、相談体制の充実を図るべきと考えます。

市のホームページには、後遺症と思われる症状が

ある場合は、かかりつけ医がある場合は定期的に

受診している医師に相談、かかりつけ医がなく、

受診可能な医療機関等でお悩みの場合は、山形県

コロナ後遺症コールセンターに相談とホームペ

ージに記載されていますが、本市としての相談体

制に取り組む必要があると思いますが、本市のお

考えをお伺いいたします。 

  以上、演壇からの質問といたします。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 ただいまの御質問に対しまして、

１の令和５年度市政運営方針の具体的な取組は

何かのうち、（２）の山形県公立大学法人への補

助金の内容と学園都市推進協議会を中心とする

ホームタウン化に向けた取組の内容についてお

答えいたします。 

  山形県公立大学法人地域貢献活動支援補助金は、

昨年10月に本市と山形県公立大学法人が締結し

ました包括連携協定を契機として、学生が行う地

域貢献活動や地域社会の発展につながるような

研究、教育・研究環境の整備充実、大学が行う地

域貢献活動のＰＲなどに対して支援しようとす

るものであります。令和５年度の当初予算案に新

規項目として100万円を計上しております。 

  具体的な例としましては、今年度、本市のプラ

スチックごみゼロ宣言に賛同する米沢女子短期

大学の学生が、使い捨てコンタクトレンズ空きケ
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ースの回収事業に主体的に取り組んでおります

が、こうした取組を市が支援することにより、米

沢栄養大学及び米沢女子短期大学がより一層地

域に根差した大学として発展するよう連携して

いきたいと考えておるところであります。 

  なお、山形大学工学部につきましては、国の重

要文化財であります旧米沢高等工業学校本館を

地域社会活性化に向けた共創拠点として活用す

るための支援として、山形大学工学部共創拠点事

業補助金を予算案に計上しておるところであり

ます。金額は200万円であります。 

  次に、ホームタウン化に向けた取組の内容につ

いてでありますが、学園都市推進協議会において、

学生が地域の人々と様々に交流できる機会を増

やしていきたいと考えております。例えば、従来

バスツアーをやっておったわけでありますけれ

ども、変更しまして、地域の大人たちと交流する

機会や地域イベント（わっさまるしぇ）への参加

などを盛り込み、米沢で新生活を始める学生が地

域に興味を持つきっかけをつくれるような企画

を考えております。 

  また、昨年、学生からの企画提案で開催しまし

た学生と市民がボードゲームを通じて気軽に交

流する「出逢いな祭」というイベントも好評を得

たことから、令和５年度も引き続き開催したいと

考えております。学生向けポータルサイトの「ウ

ェルカム米沢インフォメーション」やオープンチ

ャットの「リモートコミセン」など、既に運用し

ているホームページやＳＮＳを活用して、学生と

市民が様々な接点を持てる機会づくりも進めて

まいりたいと、このように考えております。 

  こうした取組によって、本市での短い学生生活

の中で、学生が地域住民とのつながりを築きなが

ら、本市を知り、本市への愛着を感じてもらうこ

とで、卒業後も学生が本市に定住したい、あるい

は市外に住んでいても本市と継続的に関わりを

持っていきたいと感じるようなホームタウン化

に努めてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

  以上であります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１番の（１）若者

の地元就職を促進する具体的な取組は何かにつ

いてお答えいたします。 

  まず、市内の高校生の地元定着につながる取組

としましては、令和７年度に米沢産業高等学校

（仮称）が新たに開校されることから、優秀な人

材を育成し、地元に就職し活躍してもらえるよう、

令和３年10月に地域が一体となって地域コンソ

ーシアムを立ち上げ、両校が実践する人材育成事

業に対する協力や支援を官民挙げて行っている

ところです。 

  その具体例として、米沢工業高等学校におきま

しては、今年度から「持続可能な地域社会をつく

る、地域が育てる、地域産業人の育成」をスロー

ガンに、キャリア探究教育がスタートしましたの

で、１年生の授業におきまして、本市の職員や地

元企業の社長などが講師を務め、地域資源や地元

企業などを知る取組を行ったほか、地元企業など

29事業者による合同企業説明会を学校内で初め

て開催するなど、地域の未来をつくる担い手とし

ての職業観を養う取組を進めました。 

  キャリア探究教育が２年目となります新年度は、

２年生は「知る」から「探る」へステップアップ

して学んでいくこととされておりますので、引き

続き市内企業などと連携しながら積極的に支援

してまいります。 

  次に、米沢商業高等学校におきましては、生徒

の地元企業への理解を促進させ地元定着へつな

げることを目的として、「米沢市内魅力発見企業

訪問」と題した職場見学ツアーを実施しておりま

す。 

  また、生徒自身のキャリア教育及び観光業界を

担う人材育成に寄与することを目的に、生徒がバ

スガイドとなり一般参加者を引率する「産業観光
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バスツアー」の取組や、地元企業に就職した本校

の卒業生による企業紹介動画を制作し、地域企業

の魅力を伝える取組なども行っております。 

  新年度には、米沢工業高等学校と米沢商業高等

学校が合同で初めてとなる企業説明会などを開

催する予定であり、地域コンソーシアムの枠組み

を通して、統合する両高校の生徒が次世代を担い、

本市への定住・定着促進が図られるよう、地域を

挙げた支援を行ってまいります。 

  次に、大学生の地元定着に向けた取組について

でありますが、米沢商工会議所との連携による米

沢地域人材確保定着促進事業を展開し、地元の３

大学を対象とした地域産業見学会や「やまがた就

職企業ナビ米沢」による企業情報の発信、地元企

業のＰＲ動画の配信及びＵＩＪターンを見据え

た首都圏での就職相談会の開催などを実施して

おります。 

  加えまして、今年度は新たな取組として、山形

大学工学部と地域企業による懇談会をこの２月

に開催いたしました。33社の地域企業が参加し、

山形大学の卒業生を採用した企業による事例紹

介などが行われたほか、各テーブルに分かれての

懇談では活発な議論がなされるなど、学生の地元

就職促進に向けた取組を強化しているところで

す。 

  このほかにも、若者の市内回帰や定着の促進に

向けた取組の一つとして、県との連携によるやま

がた就職促進奨学金返還支援事業を実施してお

りますが、令和３年度からはこの事業にＵターン

枠が設けられましたので、首都圏での移住イベン

トなどで積極的にＰＲしながら、本市への若者回

帰に生かしてまいりたいと考えております。 

  次に、女性の転出超過に対する対策についてで

あります。女性活躍に関する制度の一つとして、

国が認定する「えるぼし制度」がありますが、女

性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策

定・届出を行った企業のうち、その取組の実施状

況が優良であり、一定の条件を満たした企業には、

国から「えるぼし企業」として認定を受けること

ができるというものです。 

  これまで、県内では21社、そのうち市内では３

社がえるぼし企業に認定されておりますが、その

うちの１社は今年度新たに認定された企業であ

ります。 

  この制度により認定を受けた企業は、女性が活

躍できる企業として積極的にＰＲすることがで

きますし、企業価値の向上にもつながるものであ

ることから、市としましてもこのえるぼし認定制

度についての理解を深めるべく、ホームページな

どでの周知に努めているところです。 

  また、今年度は新たな取組として、市内外に本

市産業の状況や市内企業の魅力を知っていただ

くことを目的に、広報よねざわを活用した企業紹

介を行っております。「ここ（米沢）にいい人い

い仕事」をテーマといたしまして、市内企業で活

躍する主に女性を中心とした若手職員にインタ

ビューを行い、自身が勤務する企業の概要や就職

した理由、仕事でやりがいを感じることなど、実

際に働いて感じた会社の魅力を若者や女性目線

で発信していくものです。掲載した企業からは、

職場のイメージアップや社員のモチベーション

アップにつながるなど好評を得ており、掲載を希

望される企業からの問合せも多数いただいてお

りますので、今後も女性が活躍する企業を積極的

にＰＲしていきたいと考えております。 

  このように、今後とも、市内への若者の就職に

つながる取組について、関係機関・団体とも連携

を図りながら推進していくとともに、女性に限ら

ず誰もが安心して働き続けられる良好な職場環

境の整備に向け、企業に対する意識改革や機運醸

成に取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、１、令和５

年度市政運営方針の具体的な取組は何かの（３）
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と５、新型コロナウイルス感染症の後遺症対策を

どう考えているのかについてお答えいたします。 

  初めに、１の（３）「高齢者福祉については、

保健事業と介護予防の一体的事業を拡充し、重症

化予防と虚弱状態の改善に向けたプログラムを

包括的に行う」とは何かについてですが、高齢者

の保健事業と介護予防の一体的事業の具体的な

取組については、医療保険制度の保健事業と介護

保険制度の介護予防事業を一体的に実施するこ

とにより、後期高齢者を包括的に支援し、健康寿

命の延伸を目指す事業で、本市では今年度から開

始いたしました。 

  初年度となる今年度は、第七中学校区において、

健康課による個別支援と高齢福祉課による通い

の場への積極的な関与を実施いたしました。 

  健康課による個別支援では、後期高齢者のうち、

令和３年度の健診未受診かつ医療機関未受診者

のうち、介護保険利用者や通いの場参加者などを

除く健康状態不明者に対し、保健師及び栄養士に

よる訪問などによる実態把握・支援を行いました。

また、高齢福祉課による通いの場への積極的な関

与として、シューイチ体操倶楽部参加者に対する

栄養講話、心身機能の低下防止のための実技指導

及び健康相談を行ったところです。 

  事業実施の結果ですが、個別支援となる健康状

態不明者34人のうち、健診受診勧奨が14件、医療

機関への受診勧奨が７件となりました。また、歯

科に関しては、かかりつけ医のいる方が少なく、

症状が出てから受診するものと認識している方

が多く見受けられました。 

  歯及び口腔は、循環器、呼吸器疾患、認知症等

の全身疾患に大きな影響を及ぼす機能であるこ

とから、早期介入の必要性があります。このこと

から、令和５年度は、令和４年度の健診受診者の

うち、口腔機能の低下及び低栄養のおそれのある

方を抽出し、保健師や栄養士などの訪問などによ

る状態把握を行い、医療等へのつなぎを支援し、

生活習慣病の重症化予防に関する相談・指導に取

り組む予定です。 

  また、通いの場への積極的な関与の実施結果に

ついては、個別支援同様、日頃からの運動の必要

性は理解しているものの、口腔機能や栄養に関す

る知識が低い状況でした。このことから、令和５

年度は、健康教育・健康相談のほか、リハビリテ

ーション専門職による指導を実施し、心身機能の

低下防止に取り組む予定です。 

  令和５年度の事業実施地域については、健康課

による個別支援は市内全域を、高齢福祉課による

通いの場への積極的な関与は第三中学校区を予

定しています。 

  次に、家族介護者支援についてですが、高齢者

が介護を必要とする状態になった場合でも、その

能力に応じた自立した生活を送るためには、世帯

の一員である家族介護者が抱える課題にも目を

向けることが大切であると捉えております。家族

介護者には、介護負担やストレスの増大に伴う不

安など、様々な悩みを抱え込むケースがあること

から、相談体制の充実を図り、家族介護者のニー

ズの把握に努める必要があると考えております。 

  現在、家族の方の相談窓口としては、担当のケ

アマネジャーや地域包括支援センターがありま

す。そこでは高齢者本人のことだけでなく、介護

者自身のことを相談していただく場所でもある

ことから、まずはその周知に努めてまいります。

あわせて、相談を受けるケアマネジャーや地域包

括支援センターに対しては、専門職としての資質

向上・人材育成を目的として研修を実施してまい

ります。 

  このほか、現在取り組んでいる家族介護者の支

援事業については、家族介護者交流支援事業、認

知症サポーター養成講座や認知症カフェがあり

ます。 

  今後とも様々な家族介護者の支援につながる事

業について、多くの方に知っていただき、参加し

ていただけるよう周知に努め、開催方法について

も検討してまいります。 
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  家族介護者のニーズの把握については、令和６

年から令和８年を計画期間とする本市高齢者福

祉計画・第９期介護保険事業計画策定のため、現

在在宅介護実態調査及び介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査を実施しているところですので、今回

の調査結果や相談機関などにお寄せいただいた

御意見を参考に、家族介護者支援に関する取組を

強化してまいります。 

  次に、５の（１）新型コロナウイルス感染症の

後遺症を米沢市は、どう考えているのかについて

お答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染症はいまだ不明な点が

多く、後遺症を有する方の実態についても把握す

ることは困難な状況です。その中で、令和４年12

月に県が公表した「新型コロナオミクロン株に係

る罹患後症状（後遺症）実態調査に関する報告」

を参考に現状の一部を申し上げます。 

  医療機関を対象にした調査では、６月公表時と

比べると、報告があった患者数はほぼ変わらない

ものの、複数症状を有する割合は２割程度増加し

ています。症状としては、倦怠感、せき、集中力

低下、抑鬱が増加し、呼吸困難、味覚障害、嗅覚

障害は減少している状況です。また、後遺症の症

状が６か月以上継続している人の割合は３割程

度減少しています。 

  次に、新型コロナウイルス感染症罹患者を対象

とした調査では、回答した人のうち約半数が後遺

症に悩み、さらにその半数が社会生活に影響があ

ると回答、さらにその半数が仕事や学校を辞めた

り休んだりしていました。コロナ後遺症診療可能

診療所、コロナ後遺症コールセンターの認知度に

ついては、３割程度という結果でした。 

  また、令和５年１月19日に県が実施した医療機

関向けの研修会において、倦怠感、無気力、集中

力の低下や抑鬱などの症状は目に見えないため、

周囲の人々に怠けやサボりと誤解されることに

苦しんでいる実態があるとのことでした。 

  このことを受け、県としては、医療機関や関係

団体等と情報共有や県民への周知、後遺症に苦し

む方が円滑に相談や受診ができるコールセンタ

ーや診療所の周知、県医師会との連携の下に研修

会を開催し、対応力の向上や診療可能な診療所の

拡充を図ることとしています。 

  市としても、様々な機会を捉えて、後遺症に関

する正しい知識や相談機関の周知啓発に努め、医

療機関等と情報共有を図っていきたいと考えて

おります。 

  次に、（２）後遺症に悩む人への支援をどう考

えているのかについてお答えいたします。 

  後遺症の悩みについては、症状そのものへの悩

みと周りの理解不足に対する悩みがあると考え

られます。 

  後遺症の症状そのものへの悩みについては、県

で構築している新型コロナ後遺症の診療体制で

の対応となり、まずはかかりつけ医に御相談いた

だきたいと考えています。また、かかりつけ医が

いない場合は、後遺症診療可能診療所やコロナ後

遺症コールセンターに御相談いただくことにな

ります。本市では、後遺症の症状で悩む方が迷わ

ず適切な診療を受けられるよう、県と連携しＰＲ

を行うほか、健康相談室への相談があった場合に

は、問合せ先や診療可能診療所等の案内を行って

いるところです。 

  周りの理解不足に対する悩みについては、誤解

や偏見をなくし、後遺症に対する社会全体の理解

を深めることが重要となります。現在、国で作成

した後遺症に関するリーフレットをホームペー

ジで周知しておりますが、今後は、医療機関や薬

局など市民の皆様の身近な場所での周知を図っ

てまいります。 

  後遺症の悩みはお一人お一人違うものと考えて

おります。今後とも後遺症に悩む人へ寄り添った

支援を行いたいと考えております。 

  続いて、（３）相談体制の充実を図るべきでは

ないかについてお答えいたします。 

  本市ではすこやかセンター２階に設置している
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健康相談室において、これまでも後遺症について

の相談を複数件受けております。その都度お話を

お伺いしながら、診療所等を御紹介するなどの対

応を行ってきました。確かに症状そのものの悩み

に直接お答えすることはできませんが、今後は健

康相談室で後遺症への問合せも可能であること

をチラシやホームページなどにより発信し、県な

どの関係機関と連携を図りながら、職員の質の向

上に努め、対応してまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私から、１の（４）ゼロ

カーボンシティ宣言、プラスチックごみゼロ宣言

に関する具体的な取組と市民理解をどう促進す

るかの部分についてお答えいたします。 

  初めに、米沢市ゼロカーボンシティ宣言に至る

経緯ですが、国から、令和元年12月に全国各市区

町村長に向けて、ゼロカーボンシティを表明する

よう依頼があり、翌年、県内では東根市に続き山

形県が宣言を行いました。本市においても、世界

的情勢からも地方自治体としてこれまで行って

きた地球温暖化対策をさらに発展させ取り組む

べき課題であるとの認識から、令和２年10月８日、

宣言を行ったものです。 

  この宣言は、さきに将来の目標である2050年の

二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることを決

めたものであります。現行の米沢市地球温暖化対

策実行計画を令和５年度に見直し、再生可能エネ

ルギーの導入目標を盛り込む考えです。 

  次に、米沢市プラスチックごみゼロ宣言は、市

議会令和４年６月定例会一般質問で、我妻德雄議

員からプラスチックごみ削減宣言に関する御提

案を受け、最上川の最上流部に位置する本市とし

て無関係ではなく、むしろ海洋プラスチック問題

には積極的に取り組むべきと判断し、令和４年７

月22日、宣言を行ったところです。 

  この宣言は、ポイ捨てなどによるプラスチック

ごみが河川を通じ海洋汚染や生態系に影響を与

えるなど地球規模の環境問題となっている中、従

前の廃棄物対策の取組の延長として、環境に配慮

したエシカル消費をはじめとするライフスタイ

ルへの転換などをさらに推進していくことを発

信したものです。 

  ゼロカーボンシティやプラスチックごみゼロの

実現には、省エネルギーの推進やごみの分別の徹

底など市民一人一人の行動変容が欠かせないこ

とから、市民の理解と協力が必要です。そのため、

市長自らが各地区で開催された座談会等で、ゼロ

カーボンシティ宣言やプラスチックごみゼロ宣

言に関して説明を行うなど、市民啓発に取り組ん

でまいりました。 

  また、地球温暖化対策実行計画に沿ったこれま

での取組に加え、ゼロカーボンシティ推進シンポ

ジウムの開催のほか、令和４年度の再生可能エネ

ルギー導入目標の策定を踏まえて、今後、地球温

暖化対策実行計画の見直しを行ってまいります。 

  さらに、再生可能エネルギーの地産地消に向け、

地域新電力会社と公共施設への電力供給契約に

向けた検討を進めておりますので、こうした取組

を通じて、市民に再生可能エネルギーの活用を広

く発信してまいります。 

  また、プラスチックごみの削減や資源循環に関

する意識の醸成と行動の変容が促進されるよう、

ごみ拾いイベントなどの企画と併せ、昨年10月に

使い捨てコンタクトレンズケース回収の取組に

ついて、山形県公立大学法人及び事業者と三者協

定を結んでおりますので、大学・学生、そして事

業者と連携して市民への情報発信、意識啓発を行

うことで、市民理解を進めていきたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、１の（４）の

うち、ＳＤＧｓに関する内容についてお答えいた
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します。 

  まず、ＳＤＧｓ未来都市選定の経緯について申

し上げます。 

  ＳＤＧｓ未来都市は、優れたＳＤＧｓの取組を

提案する地方自治体を内閣府が選定するもので

あり、平成30年度から毎年度、約30団体が選定さ

れております。 

  本市においては、米沢ブランド戦略事業や健康

長寿日本一に向けた施策の実施、ゼロカーボンシ

ティ宣言など、持続可能な内発型の発展や世界的

な課題である環境問題などにそれまでも取り組

んでいたところですが、そうした姿勢をより明確

にするとともに、各種施策のさらなる深化を図る

ためにＳＤＧｓ未来都市の選定を目指したもの

であります。 

  令和２年度に米沢市ＳＤＧｓ未来都市等提案書

を取りまとめ、内閣府に提出し、令和３年５月に

はＳＤＧｓ未来都市に選定されました。山形県内

では、飯豊町、鶴岡市に次いで３番目の選定とな

っております。 

  次に、ＳＤＧｓ推進の取組について申し上げま

す。 

  ＳＤＧｓ達成のためには、行政のみならず、企

業、団体、個人それぞれの理解・協力が不可欠で

あると考えており、本市では企業、団体、個人が

それぞれの取組を発信・共有する事業を実施して

おります。 

  代表的なものを幾つか御紹介しますと、１つ目

は、団体・個人が取り組む事業を見える化するこ

とを目的とした「わたしのなせばなる」でありま

す。これは、今年度から、企業、団体、個人が実

践しているＳＤＧｓの取組を募集し、ホームペー

ジ上に掲載・紹介しているものであります。その

中の一部の団体等については、隔月で広報よねざ

わに掲載しているほか、地元ケーブルテレビと連

携し、「ＳＤＧｓ未来にワンステップ」として放

映していただいております。 

  ２つ目が、企業・団体の皆様を対象としたプロ

モーション技法研修であります。この研修では、

受講者のＳＤＧｓに関する取組を広く情報発信

するプロモーション技法を学ぶことにより、それ

ぞれの団体等が独自に情報発信を行い、本市にお

けるＳＤＧｓ取組の輪を広げていこうとするも

のであります。 

  また、市長を囲む座談会や各種講演の際など機

会を捉えて、市長自らが市の施策であるＳＤＧｓ

の取組を説明してまいりました。 

  さらに、米沢市まちづくり総合計画後期基本計

画の中で、各種施策とＳＤＧｓのゴールをひもづ

けるとともに、個別の計画を策定する際にもＳＤ

Ｇｓの要素を反映させるなど、全庁的な取組とし

ております。令和５年度につきましても、こうし

た取組をさらに拡充するよう努めてまいります。 

  ＳＤＧｓにつきましては、様々な分野にわたる

ものであり、すぐに結果が出るものではなく、一

つ一つの取組を着実に進めていく必要があると

考えております。ただいま申し上げました様々な

取組を進めることで、ＳＤＧｓに対する市民の皆

様の理解を深めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、２、米沢市学校給食共

同調理場基本構想・基本計画について再考を促す

についてお答えいたします。 

  初めに、（１）米沢市学校給食基本方針の決定

に当たって民意が反映されていないのではない

かについてお答えいたします。 

  米沢市学校給食基本方針の策定に当たってパブ

リック・コメントを実施しないと判断した理由に

つきましては、これまでも申し上げてまいりまし

たが、令和２年に開催した学校給食検討委員会に

おいて、市民の代表である委員の皆様から、７回

にわたって御協議いただき、多岐多様にわたる御

意見を頂戴いたしました。 

  その中において、自校調理方式、親子調理方式、
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共同調理方式の３方式のうち、どの調理方式にも

課題があるということを踏まえ、学校給食として

目指すもの、すなわち守るべきものとして、「学

校給食で大事にしてほしいこと」を取りまとめて

いただき、この学校給食基本方針の中に最大限に

取り入れさせていただきましたので、市民の方の

考えが十分に反映されたものと捉えており、どれ

もとても大切な項目、内容であり、方針に入れて

いくべきと考えました。 

  現在は、米沢市立学校適正規模・適正配置推進

ロードマップの説明会や、小中学校の統合に向け

た地区説明会等の機会を捉え、米沢市学校給食基

本方針について、広く市民の皆様に御説明をして

いるところです。今後も様々な機会を捉えて周知

に努めてまいります。 

  次に、（２）３つの給食調理方式等についての

比較検証が明確に行われていないのではないか

及び（３）自校調理方式の比較検証を含めて検討

すべきではないかについてお答えいたします。 

  中学校給食の提供方法についての検討経過につ

いては、これまで繰り返し御説明させていただい

ているところですが、統合後使用する学校施設に

おいて、教室数の不足による増築やスクールバス

通学のためのバス乗降スペースの確保、増加する

教職員等の駐車場の整備、加えて冬期間の除雪や

押し雪等を想定したスペースの確保等が必要と

なるほか、生徒数が増大する中にあっても子供た

ちが十分活動できるように、学校教育活動に供す

ることができるスペースを最大限確保すること

が最優先であるとし、学校教育活動以外の用途で

ある給食調理施設は整備できないとの結論に至

ったことから、自校調理方式については実施でき

ないという検討結果となったところです。 

  なお、昨年市内全７校の中学校ＰＴＡ会長の皆

様の連名により、「学校給食の共同調理場整備の

実現を求める要望書」が提出され、限られた敷地

の中で、子供たちが安全で伸び伸びと活動できる

環境を最も望み、部活動を含めた日頃の活動範囲

を縮小させることになる自校方式には賛同でき

ないという保護者の皆様の思いを御意見として

頂戴しております。 

  また、現在の親子給食方式については、先に中

学校分を調理し、搬出してから小学校分を調理す

るといったように、午前中の限られた時間に調理

を２回する状況が職員にとって過剰な負担とな

っており、調理師の労務負担の改善と安全性の問

題から継続はしないとしたところです。 

  したがいまして、中学校給食の提供方法として、

自校調理方式、または親子方式を採用することは

ないことから、事業費を改めて積算し、共同調理

方式を含めた３方式を比較・検証することは考え

ておりません。 

  なお、共同調理場につきましては、ＰＦＩ方式

にて、設計、建設、維持管理、運営の発注を一体

化することにより、総事業費の圧縮に努めていく

こととしているところであり、試算額ではありま

すが、維持管理運営費を含めた総事業費について、

従来方式での共同調理場の整備と比べた場合、約

４億9,400万円、率にして約13％の軽減が図られ

るという結果をお示ししているところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私から、本市における会計年

度任用職員と正規職員の人数、賃金はどうなって

いるかについてお答えします。 

  各年度の４月１日現在の任用者数は、令和２年

度318人、令和３年度331人、令和４年度350人と

なっております。一方、市立病院を除いた常勤職

員については、令和２年度が574人、令和３年度

及び令和４年度同数で577人となっております。 

  なお、会計年度任用職員については、従事可能

な業務に一会計年度を任期の上限として任用さ

れるものであり、例えば選挙事務など、通年では

ない短期間の任用の業務もございますので、年度

によりばらつきはございますが、ここ数年の傾向



- 75 - 

として、マイナンバーカード関係業務、新型コロ

ナウイルスワクチン接種業務などで任用数が増

加しております。 

  賃金につきましては、正規職員は条例で定める

給料表により支給しており、また、会計年度任用

職員も給料表を基に報酬を設定しております。一

般事務に従事する会計年度任用職員の報酬を時

間額に換算しますと、935円から1,137円であり、

令和４年10月からの山形県の最低賃金854円を大

きく上回るものとなってございます。 

  なお、令和２年度から令和４年度までは報酬額

が同額でしたが、給料表の改定により、令和５年

４月からの報酬については、時間額換算で960円

から1,155円となる見込みでございます。 

  会計年度任用職員の年収については、最も人数

の多い一般事務に従事する週31時間勤務の会計

年度任用職員の場合、令和４年度は198万3,000円、

令和５年度は201万5,000円となる見込みでござ

います。 

  今後の見通しでございますが、会計年度任用職

員は、主に事務補助業務が多数ではございますが、

突発的な事業や国の施策への対応など、適宜判断

して任用していくものであり、本来の業務が円滑

に遂行できるよう、様々な任用を組み合わせて対

応していく必要があるものと考えております。 

  次に、今年度の退職者数と新年度の新規採用者

数の見通しはどうなっているかについてお答え

します。 

  令和４年度の退職者の人数につきましては、医

療職を除いて29名の予定で、新年度の新規採用者

数は、退職補充で同程度の人数を見込んでおりま

す。毎年、定年以外を理由とするいわゆる中途退

職者は10名前後おりまして、健康上の理由や、本

人、家族の都合など様々な理由があることを把握

しております。今後、定年引上げにより定年年齢

が上がる中でも、一定数の中途退職がある傾向は

変わらないものと考えております。 

  また、若い職員の退職理由は転職によるものが

多いところですが、転職を考えた理由については

個々の考えに基づいてのことと認識しておりま

す。これまでの経験と培った知識を職務に生かし、

さらに市政発展に貢献されることを期待したい

ところではございますが、本人が熟慮の上で退職

を決断したことでありますので、やむを得ないも

のと考えております。 

  次に、正規職員の時間外勤務や年休取得率はど

うなっているかについてお答えします。 

  令和元年度から令和３年度までの３か年では、

職員１人当たりの年間時間外勤務時間数は、令和

元年度が175.4時間、令和２年度が169.4時間、令

和３年度が212.6時間となっており、令和３年度

につきましては、新型コロナウイルス感染症対応

やマイナンバーカード交付業務などにより増加

傾向にあり、時間外勤務の平均時間数が年360時

間を超える課が５課においてあったところです。

また、業務の特性上、偏りが生じている現状もご

ざいます。令和４年度につきましては、各課各担

当の前年度の時間数と比較してみますと、全体的

に高止まりの傾向にあります。 

  年次有給休暇につきましては、直近３か年の取

得日数の平均は、令和２年が8.55日、令和３年が

9.46日、令和４年が10.44日と、毎年取得日数が

増加しているところです。一方で、時間外勤務が

多い課は年休取得日数が少ない傾向にあります

が、休日勤務の振替などにより、年休の取得に至

らない現状があると考えられます。 

  続いて、３の（４）職員労働組合が実施した2022

年職場点検アンケート内容をどのように捉えて

いるかについてお答えします。 

  このアンケートは、職員組合が令和４年10月に

実施し、104の担当のうち回答のあった88担当の

結果を集計したものと説明がございました。主な

内容としては、職場の業務量について、「増加し

ている」との回答が77％、職場の職員数は業務量

に見合っているかについては、「職員数が少ない」

との回答が66％、また、「人員を増やすための要
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求を組合からすべき」との回答が60％といったも

のでした。 

  このアンケートの結果については、職員の声と

して認識しているところでございます。しかしな

がら、要望どおりの職員の増員は現実的には困難

であるため、並行して業務を整理し、システム化

できる部分は導入するなど、様々な視点で業務を

見直す必要があると考えているところでござい

ます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、４、新市立

病院の運営等についてお答えいたします。 

  初めに、小項目１、「充実した医療を受けられ

る体制を構築」とは何かについてお答えいたしま

す。 

  新市立病院につきましては、同じ敷地内に三友

堂病院と隣接した形で建設しておりますが、今年

の11月の開院と同時に機能を分担することとな

ります。 

  具体的に申し上げますと、新市立病院につきま

しては、主に重症患者の受入れや救急医療などを

担う急性期医療に特化し、三友堂病院につきまし

ては、主に回復期の患者の受入れや在宅医療など

を担う慢性期医療に特化して役割を分担し、各病

院がそれぞれの専門性を発揮し、医療を提供する

ことになります。 

  その２つの病院が隣接しているという条件の下

で医療連携を図ることにより、急性期から回復期、

在宅医療まで切れ目なくスムーズに医療を提供

することができるようになるものと考えており

ます。 

  次に、小項目２の新病院等に関する市民説明を

どう考えているのかについてお答えいたします。 

  新病院は、今述べましたとおり、主に紹介状を

お持ちの患者や救急搬送を受け入れる病院とな

ることから、当院の利用方法、特に外来診療のか

かり方が従来と異なってまいります。市民の皆様

には、当院の利用の仕方や新病院が持つ機能をど

なたでも見やすく、かつ分かりやすい内容の情報

を繰り返し発信していきたいと考えています。 

  これまでも、広報よねざわ等で新病院の救急医

療体制や三友堂病院との機能分担などを紹介し

ておりますが、新病院の開院まで、市のホームペ

ージはもちろんでありますが、広報よねざわの折

り込みや毎月１日号の「教えて！市立病院」のコ

ーナーを有効に活用し、市民の皆様に必要な情報

を随時お伝えしていきたいと考えております。 

  また、当院の受付窓口や外来の待合スペースに、

どなたでも御覧いただけるようにチラシの設置、

掲示板への掲示をしていきたいと考えておりま

す。そのほか、若い世代の皆様にはフェイスブッ

ク等を積極的に活用することも検討してまいり

ます。幅広く市民の皆様、そして地域の皆様にお

伝えできるように努めてまいります。 

  次に、小項目３の新病院での医療スタッフの確

保はどうなっているのかについてお答えいたし

ます。 

  新病院におきましては、さきに述べましたとお

り、毎日救急の患者を受け入れることとなるため、

職種によっては新たに交代勤務制導入を検討し

ており、現在より多くの人員が必要となることが

見込まれます。そのため人員が不足すると思われ

る職種や新病院開院に向けた課題等について、各

職場とのヒアリングを行い、そこでの意見を踏ま

えた新病院開院に伴う人員配置計画を作成いた

しました。 

  今年度の職員採用試験につきましては、その計

画に基づいた人員確保を図るべく進め、計６回の

職員採用試験も実施いたしました。その結果とし

て、多数の職種について人員増が図られる見通し

となっており、新病院開院に伴い大きな体制の変

更が見込まれる職種につきましては、おおむね計

画どおりの人員が確保される見込みとなってお

りますが、医師や看護師など一部の職種につきま
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しては、計画に満たないものもありますので、引

き続き中途採用等を行い、開院するまでに確保す

ることができるよう努力してまいります。 

  一方、三友堂病院との人事交流についても選択

肢の一つと捉え、協議を行っており、今後も引き

続き協議を進めてまいります。 

  また、医師に関しては、山形大学医学部や福島

県立医科大学、東北大学医学部など、これまで医

師の派遣をいただいている大学はもとより、それ

以外の大学にも派遣の依頼を行い、人材の確保に

努めてまいります。 

  次に、小項目の４、新病院に関する職員説明を

どうしていくのかについてお答えいたします。 

  職員への説明につきましては、三友堂病院との

業務分担や連携をはじめ、新病院での取決めに関

して、幹部連絡会議やワーキンググループリーダ

ー会議などで協議した内容を、文書での職場回覧

や院内掲示、電子データの閲覧などを通じて適宜

周知しておりますが、全職員までなかなか浸透し

ていない状況があります。 

  そこで、より徹底して周知を図るため、全職員

を対象とした院長講話を早々に実施することに

加え、今述べたような多様な手段での院内周知を

繰り返し、理解を深めてもらうよう努めてまいり

たいと考えております。 

  また、先ほど答弁しました市民への説明内容に

つきましても、職員へ周知してまいりたいと考え

ております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 丁寧な答弁を大変あり

がとうございました。 

  時間が残り少ないので、２回目も結構あったの

ですが、はしょって質問をさせていただきますが、

最初の大項目の１番目の中で、女性の転出超過に

対する取組で答弁していただいたのですが、根本

的な解決にはならないのではないかと非常に思

った次第です。山形県内の女性の賃金水準、47都

道府県の中で下位のほうにあるというのは皆さ

ん御存じだと思うのですが、そういったことも帰

ってこない理由の一つだとも指摘されています

し、企業の皆さんに賃金を上げてくださいとは、

なかなかそこはいかないとするならば、何らかの

補塡を行政としても考えていかないと、やはり都

会のほうがいいですとなるのではないかと思う

のですが、その点はどのようにお考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今、賃金の補塡のお話もあり

ましたけれども、賃金を上げていくということは

非常に大事だと思いますけれども、一自治体で取

り組めるものではなかなかありませんので、そう

いう企業に賃金の向上といいますか、福利待遇も

含めて従業員の皆さんの待遇をよくしていく、そ

ういうものについては機会を捉えてしっかりと

伝えていきたいと思っております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） あともう一点、ジェン

ダーの問題、男女間格差の解消の問題というのも

あると言われています。その点についてもぜひ取

組を進めていただきたいと思います。 

  次、これは産業建設常任委員会の政策提言でも

述べているのですが、起業の関係を定着させてい

く、そういったところで地元定着につなげていく

といった意味で、起業した人たちが入っている建

物、産業建設常任委員会の政策提言ではテクニカ

ル・オフィスビルと言っていますけれども、そう

いったものもやはりきちんと整備していく必要

があると思うのですが、地元定着につながってい

くそういった一つの方策だと思うのですが、いか

がでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 やはりそういう環境整備を進

めていくということは非常に大事ですので、市外

から本市内の企業に通ってきている人もおりま

すので、ぜひ近隣の市町とも商工関係の会議がご

ざいますので、そういう中で情報を共有しながら、
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できる取組についてはしっかりと連携してやっ

ていきたいと思います。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 次の学校給食の関係で

すが、親子方式の財政的なシミュレーションはし

ていないですよね。理由としては、調理師の働き

方が大変だからという答弁だったと思いますが、

これも前にお聞きしていますけれども、現場の声

を聞いてそれを判断したわけではない、ただ外か

ら見て大変なのだと。どうすれば大変でなくなる

のかという対応もしていない。にもかかわらず、

大変なのだから、親子方式は財政的な比較はしな

いのだと。少しおかしくないですかね。共同調理

場がこういう財政状況になるのだと。でも、一方

で今やっている親子方式でいくとどうなるのだ

ということを示していないというのは、片手落ち

ではないかと私は思うのですが、その点はいかが

ですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 壇上での教育長の答弁に

重複することになると思いますが、親子調理方式

に限らず、自校調理方式での給食室からの中学校

への給食の提供については、令和３年４月の検証、

その結果を議会にお示ししたとおりでございま

して、やはり様々な検証をした結果、中学校の調

理方式、給食の提供方式については共同調理方式

ということで私どもとしては結論づけさせてい

ただきましたので、改めて、自校方式、そして議

員が今おっしゃった親子調理方式での提供につ

いては考えないということから、その費用等の試

算については行わないということでさせていた

だいたところでございます。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 市民の皆さんは、親子

方式でいった場合と、センター方式でいった場合、

どういう財政比較になるのだというのが知りた

いのです。そういう声をいっぱいいただいていま

す。どちらが安いのかと。それをきちんと示すべ

きだと思います。市民の要望として、どちらが安

いのかと、どちらが持続可能なのかと。やはりそ

こをきちんと出していかないと、どこかでいつの

間にか決まったといつまでも言われます。そこを

きちんとしていただきたいと思うのですが、再度

言っても同じ答弁だと思いますので、この点につ

いてはしっかりと財政比較すべきだということ

をきちんと検討していただきたいと思います。 

  あと、市立病院の市民への周知についてですが、

チラシを作られるということなのですけれども、

ぜひできればごみの収集日みたいな、保存版みた

いなのがありますよね。ごみ収集日がいつだとい

う結構厚手の紙で、よく冷蔵庫などに貼っている

のですけれども、そういったものを作って、本当

に「あれ、そういえば、ここに置いておいたけれ

ども、どこに行ったべ」みたいな、やはりあそこ

に貼っていて、こうすればいいのだとすぐ分かる

ような受診方法のチラシというか、そういったも

のを作るべきだと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 御心配のとおり、な

かなか一回周知しただけでは浸透しないと思っ

ております。ですので、様々な機会や媒体を捉え

て、繰り返し繰り返し周知を図ってまいりたいと

思っておりますので、今議員おっしゃったような

方法もぜひ参考にさせていただきたいと考えて

ございます。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひ、その点をお願い

したいと思います。 

  時間もないのですが、職員の関係で、アンケー

トの中から出てきたのが、会計年度任用職員が本

来であれば職員が担当すべき業務を行っている

という話も出ているのですけれども、そうして挙

げられた業務が24業務あるとなっているのです

ね。実際にちゃんとした業務量に見合った人員配

置になっていないのではないですか。その点はど
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うですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 実際の業務量に応じた人員配

置ということで、やはり適正に配置するのが理想

とは考えてございます。ただ、それぞれの課の要

望、あとそのときの実際の業務量の計算がなかな

か難しいということもございまして、なるべく理

想に近づけたいと思っております。また、財政的

な事情もあって、例えばふんだんに５人でも10人

でも配置できるというわけではございません。た

だし、やはり理想の人員に近づけるということが

理想ということは先ほども答弁で申し上げたと

おり考えていく、そういう職員の声があるという

ことは認識してございますので、そちらに近づけ

るように様々なコミュニケーションなどを取り

ながら努力したいと思います。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 今の米沢市行政は、要

するに会計年度任用職員の方がいないと回って

いかない状況になっているのだと私は思うので

す。だとするならば、今人員不足と言われている

中で、正規職員でしっかり採用すべきだと、その

ことが第一義だと思いますし、２つ目として、や

はり会計年度任用職員の方の待遇改善をしっか

りしていかないと、会計年度で募集したけれども

人が集まらないという事態になりかねない、そう

いった状況が近未来的に出てくると思います。

2025年度以降は20代人口が激減すると言われて

います。そういった点も含めてどうお考えか、最

後に御見解をお願いいたします。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 会計年度任用職員の方の勤務

条件という中では、先ほどの答弁でも申し上げま

したけれども、給料表の改定なども行っていると

ころではございます。あと、人数の配置などでご

ざいますけれども、これからの定年延長なども入

ってくる中で、どのようなバランスで定年延長の

方、正職員、あと会計年度任用職員の方を配置す

るかというところで様々なシミュレーションを

行いながら、議員おっしゃるように適正な人員配

置というところを目指して検討していきたいと

思っております。 

○相田克平議長 以上で市民平和クラブ、７番小久

保広信議員の代表質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時５７分 散  会 
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